
  

（注意） 

こちらの資料は、12月 20日（金）に開催しました「第 21回愛媛県

子ども・子育て会議」の配布資料です。会議当日の議論及び今後の庁内

関係機関等からの意見照会の内容を踏まえ、こちらの内容から修正等

が予定されています。 
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第１章 計画策定の趣旨 
 

１ 計画の目的 
 
    核家族化や就業形態の多様化、地域におけるつながりの希薄化等、子育てを取り巻

く環境の変化を背景に、子育てに対する不安や負担が増大しています。また、結婚や

子どもを持つことに対する意識や価値観の多様化などもあり、少子化は依然として進

行しています。 

 

    こうした少子化の進行は、社会保障制度等における現役世代の負担の増大のほか、

地域社会の活力低下や若年労働力の減少など、本県の持続的な発展を揺るがすだけで

なく、子ども同士の触れ合う機会が減少することによる自主性や社会性の低下など、

子どもの健やかな成長にも深刻な影響を及ぼします。 

 

    このような状況に加え、児童虐待の相談対応件数、不登校、いじめ、こどもの貧困

やヤングケアラーなどこどもを取り巻く状況は深刻化しています。 

 

    このため、本県では、本県独自の将来推計や分析を踏まえ将来的な人口構造の若返

りを目指す「えひめ人口減少対策重点戦略」に基づき、「えひめ人口減少対策総合交付

金」を活用した県・市町連携による出会い・結婚から、出産・子育てに至るまでの切

れ目ない支援、男女ともに子育てしやすい職場づくりを後押しする「ひめボス宣言事

業所認証制度」など本県オリジナルの子育て施策に取り組むとともに、困難な状況に

あるこども・若者、子育て当事者等への支援を強化してきました。 

 

国においては、次代の社会を担うすべてのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎

を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置

かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生

活を送ることができる社会の実現を目指して、令和５年４月に「こども基本法」が施

行されました。 

 

    また、こども施策を総合的に推進するため、少子化対策基本法、子ども・若者育成

支援推進法及び子どもの貧困対策の推進に関する法律に基づく３つのこどもに関す

る大綱を一つに束ね、こども施策に関する基本的な方針や重要事項等を一元的に定め

た「こども大綱」が同年 12月に策定されました。 

 

    こうした経緯を踏まえ、本県の子ども・子育てに関する総合的な計画であります「第

２期えひめ・未来・子育てプラン（後期計画）」と、子ども・若者の育成支援計画をま

とめた「えひめ子ども・若者育成ビジョン」を統合し、幅広いこども施策を束ねた計

画とすることで、本県のこども施策全体を見える化し、こども・若者、子育て当事者

を取り巻く多様で複雑な課題に対して、市町をはじめ子育て支援団体、企業、地域等

と一体となって緊密に連携し、オール愛媛で取り組む『愛媛県こども計画』を策定す

るものです。 
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２ 計画の性格 
 
 （１） 本計画は、本県のこどもに関わる総合的な計画として、次の性格を併せ持つもの

です。 

    ① こども基本法（令和４年法律第 77 号）第 10条に基づく「都道府県こども計

画」 

② 次世代法第９条に基づく本県が策定する次世代育成支援対策の実施に関する総

合的な計画 

    ③ 愛媛県少子化対策推進条例（平成 26年愛媛県条例第 47号）第８条に基づく

本県の少子化対策の推進に関する基本的な計画 

    ④ 子ども・子育て支援法（平成 24年法律第 65号）第 62条に基づく愛媛県子

ども・子育て支援事業支援計画 

    ⑤ 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和 39 年法律第 129 号）第 12 条に基づ

く愛媛県自立促進計画 

    ⑥ 子どもの貧困対策の推進に関する法律（平成 25年法律第 64号）第９条に基

づく愛媛県子どもの貧困対策計画 

⑦ 「健やか親子 21（第 2次）」及び厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「母

子保健計画について」（平成 26年 6月 17日付け雇児発 0617第 1号）に基づ

く愛媛県母子保健計画 

⑧ 子ども・若者育成支援推進法（平成 21年法律第 71号）第 9条に基づく本県

の子ども・若者育成支援についての計画 

 （２） 本計画は、目的達成のための集中的・計画的な取組みを促進するために策定する

行動計画として、具体的な施策と目標数値を明らかにしており、実施計画としての

側面を強く表した計画です。 

 （３） 本計画は、愛媛県における社会的養護の基本的な考え方や体制整備等を包含した

計画ですが、本計画の一部を構成する個別計画として「愛媛県社会的養育推進計画」

を策定しています。 

 （４） 本計画は、第６次愛媛県長期計画「愛媛の未来づくりプラン」や「愛媛県教育基

本方針」をはじめ、他の県計画と整合を持たせた計画です。 

（５） 本計画は、「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育

医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律」（平成

30年法律第 104号）に配慮した計画です。 

 （６） 本計画は、「児童の権利に関する条約（平成６年４月 22日批准）」締約国の自治

体として、また、「児童憲章（昭和 26 年５月５日制定）」を尊ぶ自治体として、こ

れらを念頭に置いて作成した計画です。 

 

３ 計画の期間 
 
  ○ 本計画は、令和７年度から令和 11年度までの５年間の計画です。 

  ○ 計画期間内であっても、今後の社会情勢等の変化に伴い、適切な計画の推進を図る

ため、必要に応じて計画の見直しを行います。 
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４ 計画が対象とする「こども」「若者」 
 
  ○ 本計画が対象とする「こども」「若者」の範囲は、こども基本法及び国のこども大綱

の趣旨にのっとり、 

 

   【こども】・・・心身の発達の過程にある者（こども基本法第２条）とし、必要なサポ

ートが途切れないように特定の年齢で区分しませんが、国のこども大

綱ではおおむね 30歳未満としています。 

 

   【若者】・・・「思春期」（中学生年代からおおむね 18歳まで）及び「青年期」（おお

むね 18歳からおおむね 30歳未満。施策によってはポスト青年期の

者も対象とする。）の者とします。（国のこども大綱） 

   とします。 

 

    なお、「こども」と「若者」は重なり合うあう部分がありますが、施策等の対象が、

青年期の全体となることを明示する場合には、分かりやすく示すという観点から、法

令の規定を示す場合を除き、特に「若者」の用語を用いています。 

    また、法令等にならい、「児童生徒」、「少年」、「青少年」等の用語も使用しています。 

 

 

５ 「こども」の表記について 
 
  ○ 本計画では、「こども基本法」及び国の「こども大綱」にならい、「こども」標記を

用いています。 

 

  （参考） 

    内閣官房副長官補付こども家庭庁設立準備室発出の令和４年９月 15日付け事務連

絡で、「こども」標記の推奨について（依頼）と題して各府省庁に通知し、特別な場合

を除き、平仮名表記の「こども」を用いるとされています。 
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第２章 

 

 

 

こどもを取り巻く状況 
 

 

  １ 少子化の状況 

 

  ２ 少子化の要因 

 

  ３ 家庭の状況 

 

  ４ 就労の状況 

 

  ５ こどもをめぐる問題 

 
  ６ 子育て支援対策への要望 

 

  ７ 少子化の影響 
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（1）出生数と合計特殊出生率の推移 
 
   ～愛媛県の出生数は、平成 21 年以降、毎年戦後最低を更新～ 

    本県の出生数は、第２次ベビーブームの昭和 48 年（1973 年）に 24,648 人で

したが、その後は徐々に減少傾向が続き、令和５年（2023 年）には６,９５０人と戦

後最低を更新しています。〔図１〕 

   ～愛媛県の合計特殊出生率は、人口維持に必要な水準を下回る～ 

    本県の合計特殊出生率が、人口維持に必要と言われる 2.07 を最後に上回ったのは、 

昭和 49 年（1974 年）で、平成 16 年（2004 年）には 1.33 と最低の水準となり

ました。しかし、その後は増加基調が続いたものの、令和元年（2019 年）以降、再

び減少に転じ、令和５年（2023 年）には統計開始以降過去最低の 1.31 となってい

ます。〔図１〕 

また、少子化は全国的にも進行しています。〔図２〕 

 

 図１ 愛媛県の出生数及び合計特殊出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

図２ 全国の出生数及び合計特殊出生率の推移 
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出 
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資料：厚生労働省「人口動態統計」 

１ 少子化の状況 

資料：厚生労働省「人口動態統計」 

（年） 
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2020年 2060年
33.2％ ⇒ 44.1％

1955(S30)年
154万628人

1920(T9)年
104万6720人

2020年 2060年 増減率

65歳以上 443,190人 345,639人 △22.0％

15～64歳 737,231人 373,840人 △49.3％

0～14歳 154,420人 64,069人 △58.5％

計 1,334,841人 783,547人 △41.3％

2023(R5）年3月1日
129万9,576人

戦後初めて130万人を下回る

1985(S60)年
152万9983人
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なお、平成 12 年（2000 年）以降の本県の出産期前後の女性人口は、以下のとおり

推移しています。〔図５〕 

 

図５ 愛媛県の若年女性人口の推移 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：人

年齢層 10～14歳 15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 20～39歳の計 全女性

平成12年 39,700 42,140 41,496 50,409 44,440 44,904 181,249 788,803

平成17年 34,766 36,173 35,515 42,516 49,798 44,096 171,925 776,138

-3,527 -6,625 1,020 -611 -344 -9,324 -12,665
-8.9% -15.7% 2.5% -1.2% -0.8% -5.1% -1.6%

平成22年 32,847 31,902 30,254 35,757 41,759 49,060 156,830 758,167

-2,864 -5,919 242 -757 -738 -15,095 -17,971
-8.2% -16.4% 0.7% -1.8% -1.5% -8.8% -2.3%

平成27年 29,595 30,306 25,693 29,877 35,159 41,114 131,843 730,882

-2,541 -6,209 -377 -598 -645 -24,987 -27,285
-7.7% -19.5% -1.2% -1.7% -1.5% -15.9% -3.6%

令和２年 27,863 27,075 23,959 25,249 29,662 35,286 114,156 701,779

-2,520 -6,347 -444 -215 127 -17,687 -29,103
-8.5% -20.9% -1.7% -0.7% 0.4% -13.4% -4.0%

対5年前の
増減数

対5年前の
増減数

対5年前の
増減数

対5年前の
増減数

39,700 
36,173 

30,254 29,877 29,662 

0
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34,766 
31,902 

25,693 25,249 

0
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平成12年時の10歳～14歳の女性数の動向

平成17年時の10歳～14歳の女性数の動向

資料：総務省「国勢調査」 高校卒業時等に約 8％、大学卒業後の就職時等に約 20％が県外へ流出 
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 ～愛媛県の大学生等の意識調査（就職編）～ 

  県では、平成 29 年度に、県内在住又は県出身の大学生等や入社１年目の新入社員

1,098 人を対象に、結婚に影響を与える要因に関する意識調査を実施しました。 

  このうち、大学生等の就職希望について、愛媛県出身者の県内での就職希望は男性

56.6％、女性 60.3％、県外での就職希望は男性 43.4％、女性 39.7％となっています。 

 

 ■就職希望地（県内・県外） 

 

 

 

 

 

 

 

  ■愛媛県での就職を希望する理由（単一回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

■県外での就職を希望する理由（単一回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPIX 

愛媛県で就職したい

60.3 ％

愛媛県で就職したい

56.6 ％

県外で就職したい

39.7 ％

県外で就職したい

43.4 ％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女

男

（性別） （ｎ=842） 

女 32.3 ％

女 5.2 ％

女 17.9 ％

女 3.9 ％

女 9.6 ％

女 31.0 ％

男 36.2 ％

男 5.3 ％

男 7.7 ％

男 1.4 ％

男 10.6 ％

男 38.6 ％

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

6.その他

5.周りがみんなそうするから

4.親がすすめるから

3.給料に満足できるから

2.仕事の選択肢の幅が広いから

1.就職したい企業があるから

（％） 

その他の理由：地元が好きだから、親や友達の近くで暮らしたいから など 

（ｎ=436） 

資料：「平成 29 年度えひめ結婚戦略サポート事業」アンケート結果 

（ｎ=323） 

女 16.0 ％

女 0.0 ％

女 0.0 ％

女 5.8 ％

女 56.4 ％

女 21.8 ％

男 14.4 ％

男 0.0 ％

男 1.8 ％

男 7.8 ％

男 48.5 ％

男 27.5 ％

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

6.その他

5.周りがみんなそうするから

4.親がすすめるから

3.給料に満足できるから

2.仕事の選択肢の幅が広いから

1.就職したい企業があるから

（％） 

その他の理由：都会に住みたいから、見識を広めたいから、親元を離れて自立したいから など 
 

（ｎ=323） 
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   少子化は、未婚率の上昇（非婚化を含む）、平均初婚年齢の上昇（晩婚化）、晩産化、

夫婦出生力の低下、子育てや教育への経済的負担、子育てに対する負担感、若年女性人

口の減少など、様々な原因によることが指摘されています。 
 
（1）婚姻と出産の状況 
 
   ～愛媛県の婚姻件数は、徐々に減少～ 

    令和５年（2023 年）の本県の婚姻件数は、4,157 件であり、婚姻率（人口 1,000

人当たりの婚姻件数）は 3.3 となっています。10 年前に当たる平成 25 年（2013

年）の 6,416 件と比較すると、10 年間で 35.2％の減少となっています。令和 5 年

（2023 年）の本県の離婚件数は、1,952 件であり、平成 25 年（2013 年）の 2,573

件と比較すると、10 年間で 24.1％の減少となっています。〔図６〕 
 
 図６ 愛媛県の婚姻件数と離婚件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～愛媛県の未婚割合は、男女ともに上昇（未婚化の進行）～ 

    昭和 45 年（1970 年）から平成 2 年（1990 年）の、本県の 50 歳時点で一度

も結婚をしたことのない人の割合は男女ともに５％未満でしたが、以後、急上昇し、

令和２年（2020 年）には男性が 26.67％、女性が 18.29％となっており、男性の

約４人に１人、女性の約６人に１人が未婚の状況です。なお、国の全国推計では、今

後も上昇が続くことが予測されています。〔図７〕 
 
 図７ 愛媛県の 50歳時の未婚割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 少子化の要因 

6,416 

婚姻4,157件

2,573 
離婚1,952件

0

2,000

4,000

6,000

8,000
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14,000

S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2

婚姻件数

離婚件数

(件) 

1.45 1.71 2.24 3.29

4.65

7.72

11.62

15.17

18.72
22.46

26.67

2.89 3.72 3.98 4.24

4.56 5.63

6.45
7.67

10.69
14.58

18.29

0

5

10

15
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30

S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2

男性

女性

全国平均(R2 年) 
男性:28.25％ 
女性:17.81％ 

（％） 

資料：国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集 2022年版」 

資料：厚生労働省「人口動態統計」 

R5 H25 H13 

（年） 
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  ～愛媛県の性別・年代別未婚率は、25歳～34 歳代で急上昇～ 

    本県の性別・年代別の未婚率は、昭和 45 年以降、いずれも上昇傾向にあり、令和

２年（2020 年）には、30 代前半で男性の約 4 割、女性の約 3 割が、30 代後半で

も男性の約 3 割、女性の約 2 割が未婚者となっています。〔図８〕 
 

図８ 愛媛県の性別・年代別未婚率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ～愛媛県の平均初婚年齢は、高止まり傾向（晩婚化）～ 

本県の平均初婚年齢は昭和 45 年（1970 年）以降、平成 26 年（2014 年）まで

上昇傾向で、その後はわずかに増減しながら高止まり、令和 5 年（2023 年）には男

性が 30.2 歳、女性が 29.2 歳となっています。〔図９〕 
 
 図９ 愛媛県の平均初婚年齢 
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資料：総務省「国勢調査」 
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資料：厚生労働省「人口動態統計」 
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90.0%
85.9%

87.0% 87.0% 86.3% 85.7% 81.4%

4.9% 6.3% 5.4%
7.1%

9.4% 12.0%
17.3%

5.1% 7.8% 7.7%
5.9% 4.3%

2.3%
1.3%

90.2% 89.1% 88.3% 90.0% 89.4% 89.3%
84.3%

5.2%
4.9% 5.0% 5.6% 6.8% 8.0%

14.6%

4.6%
6.0% 6.7%

4.3% 3.8% 2.7% 1.1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

第10回調査(92年) 第11回調査(97年) 第12回調査(02年) 第13回調査(05年) 第14回調査(10年) 第15回調査(15年) 第16回調査(21年)

男性：いずれ結婚するつもり 男性：一生結婚するつもりはない 男性：不詳

女性：いずれ結婚するつもり 女性：一生結婚するつもりはない 女性：不詳

～独身者の結婚に対する意識は今も昔も変わらず～ 

    18 歳から 34 歳までの未婚の男女とも、約 8 割が「いずれ結婚するつもり」と回

答しており、結婚に対する意識の高さが認められるとともに、この傾向は 1992 年

（平成４年）の第 10 回調査からほとんど変化がありません。〔図 10〕 
 
 図 10 独身者の結婚に対する意識（№１）～ 2021 年全国調査から 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

   ～未婚者の結婚についての理想と現実とのギャップ～ 

    25 歳から 34 歳までの未婚者に独身でいる理由を尋ねたところ、男女ともに「適

当な相手にめぐり合わない」という回答が最も多い結果となりました。また、男性は

「結婚資金が足りない」、女性は「自由さや気軽さを失いたくない」などの回答も多く

なっています。結婚に対する意識は高いものの、出会いの場の減少に加え、雇用環境

やライフスタイルの変化などによって、結婚に対する理想と現実との間に大きなギャ

ップが生まれています。〔図 11〕 
 
 図 11 独身者の結婚に対する意識（№２）～2021 年全国調査から 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

対象者：全国の 18歳～34 歳の未婚の男性(2,033 人)及び女性(2,053 人) 
設 問：自分の一生を通じて考えた場合、あなたの結婚に対するお考えは、次のうちどちらですか。 
      １．いずれ結婚するつもり ２．一生結婚するつもりはない   

年齢層：25 歳から 34 歳までの未婚の男性(1,031 人)及び女性(932人) 
設 問：あなたが現在独身でいる理由は、次の中から選ぶとすればどれですか。（最大３つまで選択可） 
    ・まだ若すぎる ・まだ必要性を感じない ・仕事や学業に打ち込みたい 
    ・趣味や娯楽を楽しみたい ・自由さや気軽さを失いたくない  

・適当な相手にめぐり合わない ・異性とうまくつきあえない 
    ・結婚資金が足りない ・住居のめどがたたない ・親や周囲が同意しない 

男性 男性 男性 男性 男性 女性 女性 女性 女性 男性 女性 女性 

資料：国立社会保障・人口問題研究所「第 16 回出生動向基本調査・独身者調査」（令和３年） 

過   去                                                    現   在 

資料：国立社会保障・人口問題研究所「第 16 回出生動向基本調査・独身者調査」（令和３年） 
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（歳）

   ～愛媛県の平均出生時年齢は、上昇傾向（晩産化）～ 

    本県の母親の平均出生時年齢は、初婚年齢の上昇に伴い、必然的に上昇しており、

令和 3 年（2021 年）には、第１子の出生時年齢が 30.2 歳で、データが残っている

平成５年（1993 年）の 26.8 歳と比較すると、3.4 歳上昇し、晩産化しています。

〔図 12〕 
 
 図 12 愛媛県の母親の平均出生時年齢の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ～出生子ども数は、理想の子ども数を下回る～ 

    2021 年（令和３年）の全国調査によると、平均出生子ども数は、平均理想の子ど

も数（2.25 人）を 0.35 人下回っており、平均すれば、概ね３人に１人の割合で「も

う１人」を望んでいることが窺えます。〔図 13〕 
 
 図 13 平均出生子ども数と平均理想子ども数（全国） 
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資料：国立社会保障・人口問題研究所 出生動向基本調査（第 10 回～16 回）、出生力調査（第１回～10 回） 
注１ 全国の 50 歳未満の妻に対する調査。 
注２ 平均出生子ども数は、結婚持続期間 15～19 年の妻の出生子ども数の平均。 

全国平均（R3 年） 
・第３子：34.0 歳 
・第２子：32.8 歳 
・第１子：30.9 歳 

第３子 

第２子 

第１子 

資料：厚生労働省「人口動態統計」 

平均理想子ども数 
平均出生子ども数 
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   ～理想の子ども数を持つことへの妨げは、経済面が最も大～ 

    2021 年（令和３年）の全国調査によると、女性が理想の子ども数を持とうとしな

い最も大きな理由は、「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」となっています。次

いで、晩婚化を背景とする「高年齢で産むのはいやだから」、不妊を原因とする「欲し

いけれどもできないから」などとなっています。〔図 14〕 
 
 図 14 女性が理想の子ども数を持とうとしない理由（全国） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（２）若年女性の状況 
 
   ～愛媛県の 10 歳から 39歳までの女性の人口は、減少傾向～ 

    本県の 10 歳から 39 歳までの女性の人口は昭和 60 年（1985 年）以降減少傾向

で、令和２年（2020 年）は 169,094 人となり、20 年前の平成 12 年（2000 年）

の 263,089 人と比較すると、実数で 93,995 人、率にして 35.7％減少していま

す。〔図 15〕 
 
 図 15 愛媛県の若年女性人口の推移 
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資料：総務省「国勢調査」 

（人） 

35～39歳 

30～34歳 

資料：国立社会保障・人口問題研究所（第 16 回出生動向基礎調査（令和３年）） 

25～29歳 
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324,851 人 

298,318 人 
278,817 人 

263,089 人 

242,864 人 
221,579 人 

191,744 人 

（年） 

169,094 人 
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        愛媛県在住 20 代～30 代未婚者の意識調査（結婚・仕事・子育て編） 

  男女ともに、約７割が「いずれ結婚するつもり」と回答しています。また、結婚後の働

き方については、男性・女性ともに「夫婦共働き（夫婦とも正社員・正規職員）」が最も支

持されたが、「夫婦共働き（夫が正社員・正規職員、妻がパート・アルバイト）」（主たる生

計維持者が夫、それをパート等で補助する妻）という働き方も男女両方から支持された。 

  希望する子どもの人数については、「2 人」が最も多く、女性が第１子を希望する年齢は、

20 代は現在の年齢プラス５～６歳程度、30 代は現在の年齢プラス 4～5 歳程度。 

 

 ■結婚に対する考え 

 

 

 

 

 

 

 ■結婚後の働き方に対する希望（性年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 ■希望する子どもの人数                ■女性が第１子を希望する年齢 
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資料：「令和５年３月人口減少の要因分析と対策に向けた調査研究」アンケート結果 

TOPIX 

（n=300） 
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（1）核家族化の進行 
 
   ～愛媛県でも核家族化が進行～ 

    本県の 18 歳未満の子どもがいる世帯の総世帯数は、昭和 60 年（1985 年）以

降減少傾向にあります。 

このうち、本県の 18 歳未満の子どもがいる世帯に占める核家族世帯（夫婦、男親

又は女親と子どもだけから成る世帯）の割合は、昭和 60 年（1985 年）の 69.4％

から、令和２年(2020 年)には 88.1％に増えています。〔図 16〕 
 
 図 16 愛媛県の 18歳未満の子どもがいる世帯の家族構成の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ～愛媛県の６割の子どもの両親は、ともに就業～ 

    本県の夫婦と子どもからなる世帯のうち、12 歳以下児童からみた親の就業形態を

みると、平成 22 年（2010 年）には両親ともに就業している割合が初めて５割を

超え、その後も核家族の共働き家庭が増加しています。〔図 17〕 
 

図 17 愛媛県の 12歳以下児童からみた親の就業状況（夫婦と子どもからなる世帯） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 家庭の状況 

資料：総務省「国勢調査」 

資料：総務省「国勢調査」 
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        ～保護者の就業状況の変化（愛媛県子どもの生活実態調査の結果）～  

  県が令和元年度に調査した結果、「母親の現在の就業状況」について、「就学児童の保護者」

は「勤め（パート・アルバイト・非正規職員）」の割合が43.4%で最も高く、「3歳児保護者」

は「勤め（常勤・正規職員）」が32.3%で最も高くなっています。 

  また、「子どもが生まれる前後での母親の就業形態の変化」について、「変わらない」と回答

した割合は、「就学児童の保護者」全体では 37.5%ですが、「3 歳児保護者」は 45.2%とな

っています。 

  国立社会保障・人口問題研究所「第15回出生動向基本調査（夫婦調査）」（2015年）（25

ページ 図28）では、第１子出生前に就業していた女性のうち、育児休業を利用して就業を継

続した女性の割合の上昇が見られており、本県でも、同様の変化が生じていると考えられます。 
（調査結果概要は、巻末 177 ページ以降に添付） 

■現在の就業状況 

保護者 Q11 お子さんのお母さまとお父さまの現在の就業状況について、もっともあてはまるも

のをひとつ選んでください（単一回答）※現在、育児休業などで休業中の方は、復

職する時の仕事のものをひとつ選んでください。 

  

 

 
 
 
  
 
 

 

    

 

 

 

 

 

■子どもが生まれる前後での就業形態の変化 

保護者 Q12 子どもが生まれる前後での母親の就業形態の変化：子の年齢層別 

保護者 Q12 お子さんが生まれる前後で、お母さまとお父さまそれぞれの就業形態に変化があり

ましたか（単一回答）（産前産後休暇、育児休業の期間中を除きます。） 
 

  

 

 

 

 

 

  

 
 

TOPIX 

資料：「愛媛県子どもの生活実態調査」アンケート結果 
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（２）男女共同参画の家庭づくり 
 
   ～男女間で家事負担に大きな開き～ 

    夫婦と子どもの世帯において、１日のうちに家事関連時間（家事、介護・看護、育

児、買い物）に充てる状況をみると、夫が家事等に関わる時間は、平成３年（1991

年）以降、年々、増加傾向にありますが、令和３年（2021 年）には、夫が有業で

妻が無業の場合は女性 459 分(7 時間 39 分)、男性 63 分、また、共働きの場合で

も女性 298 分(４時間 58 分)、男性 61 分と、依然として夫婦間に大きな開きがあ

ります。〔図 18〕 

 

図 18 夫婦と子どもの世帯における家事関連の時間（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ～夫の家事･育児時間が長いほど、第２子以降の出生割合が高い～ 

国が行った調査によると、夫が家事や育児に関わる時間が長いほど、２人目以降の子どもが

生まれる割合が高いという結果が出ています。 

■子どもがいる夫婦の夫の休日の家事・育児時間別にみたこの 13 年間の第２子以降の出生の状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省「社会生活基本調査」（夫婦と子どもの世帯） 
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TOPIX 

資料：厚生労働省「第１４回２１世紀成年者縦断調査」（平成 28 年 11 月公表）調査期間 H14～H27 

注 1)対象は、①又は②に該当し、かつ③に該当する同居夫婦である。ただし、妻の「出生前データ」が得られていない夫婦は除く 
①第１回調査から第１４回調査まで双方から回答を得られている夫婦 
②第１回調査時に独身で第１３回調査までの間に結婚し、結婚後第１４回調査まで双方から回答を得られた夫婦 

③出生前調査時に子ども１人以上ありの夫 
注 2)家事・育児時間は、「出生あり」は出生前調査時の、「出生なし」は第１３回調査時の状況である。 
注 3)１３年間で２人以上出生ありの場合は、末子について計上している。         ※総数には、家事・育児時間不詳を含む 
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母子世帯

（３）ひとり親世帯の置かれている状況 
 
   ～愛媛県のひとり親世帯の割合は平成 23年以降減少傾向～ 

本県の 20 歳未満の子どもを持つ世帯数は減少している一方、父親又は母親と子ど

もからなるひとり親世帯については、昭和 55 年（1980 年）の統計開始以降、増

減しながらも長期的には増加傾向にありましたが、平成 23 年（2011 年）以降は

減少しています。〔図 19〕 

 

図 19 愛媛県のひとり親世帯数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ～愛媛県の母子世帯における 12歳以下の子どもの 1割は、母親が非就業状態～ 

    本県のひとり親世帯のうち、12 歳以下の子どもからみた親の就業形態をみると、

母親が非就業の世帯にいる子どもの数は 727 人（対象世帯人員の 10.4％）、父親が

非就業の世帯にいる子どもの数は 17 人（同 0.2％）です。〔図 20〕 
 
 図 20 愛媛県の 12歳以下の子どもからみたひとり親の就業状況（母子世帯、父子世帯） 
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（1）労 働 力 
 
 
   ～愛媛県の女性の労働力率は、30 代前半に低下するＭ字型が緩和傾向～ 

    本県の労働力率（15 歳以上人口に占める労働力人口の割合）を男女別にみると、

昭和 55 年（1980 年）以降、長期的には男性労働力率が緩やかな低下傾向を示し

ているのに対し、女性労働力率については、近年は上昇傾向にあります。〔図 21〕 

    女性の労働力率は、結婚・出産期にあたる年代に一旦低下し、育児が落ち着いた時

期に再び上昇するという、いわゆるＭ字カーブを描くことが知られていますが、近

年は、Ｍ字の谷の部分が浅くなってきています。〔図 22〕 

 

 図 21 愛媛県の労働力率の推移（男女別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 22 愛媛県の令和２年の男女・年齢階級別労働力率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

４ 就労の状況 

資料：総務省「国勢調査」 

（年） 

（％） 

資料：総務省「令和２年国勢調査」 

（％） 

（5 歳刻み年齢） 

 男性  

 女性  

 女性  

 男性  

 （H27 年女性）  
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無業者

1.3

4.6 6.7

非典型雇用のうち、

パート、アルバイト

2.2

5.6

12

非典型雇用

2.8

10.7

19.4

正社員

7.2

29.1

57.2

0

10

20

30

40

50

60

20～24 25～29 30～34

（２）就業形態と婚姻の状況 

 

～就業形態などによる家族形成状況の違い～ 

    全国調査では、非典型雇用者（正社員以外の働き方をする雇用形態）の有配偶率は

低く、30～34 歳の男性においては、非典型雇用の人の有配偶率は正社員の半分以

下となっているなど、就労形態の違いにより家庭を持つ人割合が大きく異なってい

ることが窺えます。〔図 23〕 

 

 図 23 就労形態別配偶者のいる割合（全国・男性） 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

（歳） 

資料：労働政策研究・研修機構「若年者の就業状況・キャリア・職業能力開発の現状（2019 年）」 

（％） 
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16.3 17.8 
11.8 

10.1 
11.8 

9.7 

9.6 

12.3 

10.0 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

高校卒 短大卒 大学卒

3年目

2年目

1年目

（３）新規学卒者の離職状況 
 
 
   ～新規学卒者の 3 割以上は就職後 3 年以内に離職～ 

全国調査によると、高校新卒者及び大学新卒者の就職率は概ね 8～９割で推移して

いる一方、高校新卒者の 3～5 割と大学新卒者の 3～4 割は、就職後 3 年以内に離

職しています。〔図 24〕 

また、就職後の 3 年以内離職率を年数別で見ると、１年目での離職が最も多く、

次いで、2 年目、３年目となっています。〔図 25〕 

なお、34 歳以下の若年者の離職理由は、「労働時間・休日・休暇の条件がよくな

かった」が最も多く、次いで「人間関係がよくなかった」となっています。〔図

25〕 

 

図 24 新規学卒者就職率と就職後 3年以内離職率（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 図 25 学歴別就職後 3年以内離職率（年数別）（全国） 
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（年） 

 高校卒就職率 

資料：厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況（平成 31 年 3 月卒業者の状況）」  

 大学卒就職率  

（％） 

 大学卒離職率  

 高校卒離職率 

（参考）若年労働者の初めて勤務した会社をやめた主な理由 

※複数回答      資料：平成 30 年度若年者雇用実態調査 

3 年以内離職 
35.9％ 

3 年以内離職 

41.9％ 

3 年以内離職 
31.5％ 

資料：厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況（平成 31年 3 月卒業者の状況ほか）」 

離職理由 高校卒（％） 大学卒（％）

仕事が自分に合わない 22.2 19.2
自分の技能・能力が活かせられなかった 4.8 8.8
責任のある仕事を任されたかった 1.0 1.9
ノルマや責任が重すぎた 12.4 15.1
会社に将来性がない 12.7 12.9
賃金の条件がよくなかった 26.1 20.9
労働時間・休日・休暇の条件がよくなかった 28.7 33.2
人間関係がよくなかった 29.0 21.3
不安定な雇用状態が嫌だった 8.5 6.0
健康上の理由 8.5 7.2
結婚、子育てのため 8.1 12.9
介護、看護のため 1.1 1.1
独立して事業を始めるため 0.4 0.5
家業をつぐ又は手伝うため 0.6 1.7
１つの会社に長く勤務する気がなかったため 3.8 3.2
倒産、整理解雇又は希望退職に応じたため 2.7 2.1
雇用期間の満了・雇止め 4.5 8.8
その他 15.5 15.8
不明 5.1 5.4
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（４）仕事と家庭の両立をめぐる状況 
 
 
   ～男性の育児休業取得率は、低い水準で推移～ 

    全国の育児休業取得率は、平成 19 年（2007 年）以降、女性で８割を上回って

いる一方、男性は急上昇しているものの、約 2 割にとどまる状況です。〔図 26〕 

本県でも、男女ともに取得率は上昇していますが、男性は、全国と同様、その割

合は低調です。〔図 27〕 

 

図 26 全国の育児休業取得率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 図 27 愛媛県の育児休業取得率 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：愛媛県「仕事と家庭の両立支援に関する雇用環境調査」 

 

 

 

（年） （年） 

0.0 
～ 
～ 

平成 平成 

～ 
～ 

(年） 

0.0 

(年） 

（％） （％） 

平成 

（％） （％） 

平成 

資料：厚生労働省「雇用均等基本調査」 
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～ライフスタイルの多様化により結婚や出産時の妻の就業状態も変化～ 

    全国調査によると、結婚後も就業を継続する妻の割合は 6～7 割で推移しており、

結婚退職の割合は減少傾向です。 

また、第 1 子出産時における妻の就業変化をみると、育児休業取得率は上昇して

いるものの、出産前有職者のうち３割が出産退職しており、育児と仕事の両立を行

うには依然として様々な課題があります。〔図 28〕 

 

図 28 結婚や出産期における妻の就業変化（全国） 
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第1子出生年別にみた、出産前後の妻の就業変化

就業継続（育休なし） 

出産後継続就業率 
53.8.% (69.5%) 

不詳 

妊娠前から無職 

出産退職 

就業継続（育休利用） 

出産前有職 
77.4% (100%) 

（第 1子出生年） 

資料：国立社会保障・人口問題研究所「第 16 回出生動向基本調査」 

結」 

（結婚年） 

結婚前から無職 

結婚後就業 

不詳 

結婚退職 

就業継続 
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～愛媛県の待機児童の状況～ 

本県の保育所等における待機児童は、令和６年（2024 年）４月時点で０人となっ

ています。〔図 29〕 

 

図 29 愛媛県の待機児童数（保育所等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～愛媛県の就業時間は男女ともに減少傾向～ 

本県の平成 14 年と平成 29 年の週間就業時間を比較すると、男女ともに 49 時間

以上の長時間労働時間の割合は減少しています。 

平成 29 年（2017 年）の男女別で比較すると、49 時間以上の就業時間の割合は

男性が 33.0％であるのに対して、女性は 14.1％となっており、男性の就業時間が長

くなっています。〔図 30〕 

図 30 愛媛県の男女別週間就業時間数の割合（年間就業日数 200 日以上） 
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注 1 10 月時点は 4 月時点と比べ、年度途中の申込数に対する保育士確保困難等により、例年増加。 
注 2 H27 年度から、待機児童の定義が拡大。「求職活動中」の場合も保育所等で保育を受けられるようになった。 
 

（人） 

（年） 

10 月時点 

4 月時点 

資料：厚生労働省「保育所等の待機児童数の状況について」 
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16.1%

17.0%
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18.9%

9.5%

10.2%

10.4%

12.0%

19.7%

20.5%

22.5%

22.6%

2.5%

3.1%

4.1%

6.7%

6.4%

6.7%

9.0%

16.6%

2.1%

2.1%

3.3%

6.9%

8.2%

8.1%
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H29女性

H24女性

H19女性

H14女性

H29男性

H24男性

H19男性

H14男性

(→60 時間以上) 

235,200 人 

229,900 人 

228,100 人 

220,200 人 

（計） 

注意：H14 調査は 65 時間以上の区分がないため、60 時間以上と表示 

資料：総務省「就業構造基本調査」（平成 14 年、20年、24 年、29 年） 

35時間未満   35～42時間       43～45時間       46～48時間   49～59時間  60～64時間   65時間以上 
(→60 時間以上) 

347,200 人 

342,400 人 

318,200 人 

313,300 人 
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（1）こどもの貧困 
 

国民生活基礎調査に基づく、相対的に貧困の状態にあるこどもの割合は 11.5％と

なっており、特にひとり親世帯の貧困率は 44.5％と高くなっています。〔図 31〕 

 
図 31 こどもの貧困率/ひとり親世帯の貧困率 

 
資料：厚生労働省「国民生活基礎調査」             

  総務省「全国家計構造調査（旧全国消費実態調査）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ こどもをめぐる問題 
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（2）児童虐待の現状 
 

愛媛県内３か所の児童相談所で対応している養護相談のうち、虐待に関する相談は

近年急速に増加しています。〔図 32〕   

子どもへの虐待は、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待及びネグレクト（保護の怠

慢又は拒否）の４つのタイプに分類され、令和４年度（2022 年度）は、心理的虐待

が 59.3%と半数以上を占めています。〔図 33〕 

 

図 32 養護相談のうち虐待に関する相談件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 33 愛媛県の児童虐待に関する相談件数の内訳の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「福祉行政報告例」 

(年度) 

資料：県子育て支援課調べ 
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49.9%

45.2%
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26.2%

31.8%

30.3%

37.7%

30.9%
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0.7%

1.9%

1.5%

1.4%
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890 件 
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1,406 件 
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参考 
平成 12 年（2000 年）5 月、「児童虐待の防止 
等に関する法律」の成立により、我が国の法 
律で、初めて虐待禁止が明文化 
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（３）不良行為少年の現状 
 

本県の不良行為少年の補導人員は、補導活動の強化や少年の行動形態の変化等によ

り、近年、減少傾向にありますが、少年非行の入口と言われる「深夜はいかい」や「喫

煙」で補導される少年が、依然として多くなっています。家庭や地域社会の教育機能の

低下等により、少年が居場所を見出せず孤立している現状があります。〔図 34〕 

 

 図 34 愛媛県の不良行為少年（20歳未満）の補導状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

注：Ｈ30から、「不良交友」は「その他」に含め、「粗暴行為」を項目として追加。 

 

 

資料：県警察本部「少年非行の概況」を基に作成 
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（４）不登校やいじめなどの現状 

～愛媛県の不登校生徒の状況～ 

    本県の児童生徒で、30 日以上の長期欠席者のうち、不登校を理由としたものは、

令和３年度（2021 年度）は小学校 673 人、中学校 1,560 人です。〔図 35〕 
 

 図 35  愛媛県内の児童生徒の長期欠席者(30 日以上欠席)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～愛媛県のいじめの現状～ 

    本県のいじめの認知件数は、令和３年度（202１年度）は１,782 件、児童生徒

1,000 人あたりの件数は 12.8 件となっています。〔図 36〕 

 

 図 36  愛媛県内のいじめの認知件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資料：文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」、 

「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」 
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※中学校は、H23～H26 年度までは中等教育学校（前期課程）を含まない。 

H27～H29 年度までは中等教育学校（前期課程）を含む。 

※小中学校いずれも国公私立を含む。 

資料：文部科学省「学校基本調査」、「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」、 

「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」 

(年度件数) （千人当たり件数) 

172 168 166 182 186 207 243
324

421
499

673367 344
303

318 323 314
334

357

399
321

368

24 38

41 28 47 51

34

31

60 61

89

0

200

400

600

800

1000

1200

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3

小学校 その他
病気
不登校

(人) 



 

33 

 

～子どものインターネット等の利用状況～ 

    本県の公立の小学４、５、6 年生及び中学生を対象に実施した調査によると、携帯

電話（スマートフォン含む）を所有している児童生徒の割合は、学年が上がるにつれ

て高くなっています。 

また、携帯電話やパソコンを利用して、インターネット上に悪口を書かれた、知ら

ない人からメールが送られてきたなど、何らかの被害にあう事例も見られます。〔図

36〕 

このほか、インターネットを１日に２時間以上利用する割合は、本県では、平成 30

年度（20１８年度）は 2 割程度でしたが、令和３年度（2021 年度）には 5 割程度

（中学 2 年生では６割程度）となっています。〔図 37〕 

全国調査の結果でも、インターネットの利用時間は増加しています。〔図 38〕 

 

図 37 愛媛県内の児童生徒（公立）の携帯電話・インターネットの利用状況 
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図 38 テレビや携帯電話、インターネット等に費やす時間（全国・小学 4 年、5 年、6 年、中学 2 年 の平均） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：県教育委員会「携帯電話・インターネット等に関する調査（R3）」 

資料：国立青少年教育振興機構「青少年の体験活動等に関する実態調査」（Ｈ24年度、Ｈ28年度） 
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（5）こどもの居場所について 
 

全国のこども・若者約 2,500 名へのアンケート調査によると、「家や学校以外の居

場所が欲しい」と回答したのは約８割で、このうち「家や学校以外の居場所が（欲し

いけれど）ない」と回答したのは約４割となっています。〔図 39〕 

 

図 39 家や学校以外の居場所について  

 

資料：こども家庭庁「アンケート調査」（R5年度） 
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   子育て支援対策は、愛媛県民の考える行政課題として高い位置を占めており、具体的

には保育制度の拡充、経済的負担の軽減、就労条件の整備などが期待されています。 

［図 40、41］ 

 

 図 40 愛媛県の行政課題（R4年度上位 10 項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 41 愛媛県の子育て支援対策への要望（R4年度上位 10項目） 
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（１）経済面での影響 

 

～労働力人口の減少と経済成長への影響～ 

労働力人口が減少するとともに、労働力人口に占める高齢者の割合が高くなること

で、労働力供給の減少が懸念されています。 

高齢者の増加は、一般的に貯蓄を取り崩して生活する人の増加ともみられることか

ら、貯蓄率の低下が予想されます。そして投資資金へ回るお金が減少することが見込

まれます。その結果、投資資金不足から労働生産性の上昇が抑制され、経済成長率の

低下が懸念されます。 

 

～社会保障負担の拡大による生活水準への影響～ 

人口に占める高齢者の割合が高まることにより、年金・医療・福祉などの社会保障

の分野における負担増大が見込まれています。 

これにより、現役世代への税・社会保険料等の負担は増大し、手取り所得が減少す

ることとなり、生活水準の維持が困難になることも懸念されます。 

 

 

（２）社会面での影響 

 

～地域における過疎化の進行による影響～ 

総人口の減少と高齢化の進行により、市町によっては現役世代人口の著しい減少も

起こりうるものと考えられます。現役世代人口の著しい減少は、集落機能の崩壊を招

くだけでなく、地域コミュニティ活動の維持に支障を来たすことも考えられます。 

その結果、場合によっては介護保険や医療保険などの基礎的な行政サービスの提供

が困難になること、道路や河川、田畑、山林などの社会資本や自然環境の維持管理が

困難になることなどが懸念されます。 

 

～こどもの健やかな成長への影響～ 

こどもの数の減少による子ども同士の交流機会の減少や親の過保護・過干渉などに

より、こどもの社会性が育まれにくくなるなど、こども自身の健やかな成長への影響

が懸念されます。 

 

 

 

 

 

 

 

７ 少子化の影響 
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第３章 

 

 

 

こども・子育て支援に係る 
これまでの取組み 

 

 

  １ 「第２期えひめ・未来・子育てプラン 
（後期計画）」の進捗状況 

    （１）総 括 

    （２）施策体系ごとの状況 

 

  ２ 子育てを取り巻く課題 

    （１）「こどもまんなか社会」の実現 

    （２）「こどもの居場所」づくり 

    （３）こどもの貧困対策の推進 

    （４）こどもの安全・安心の確保策 

    （５）幼児教育・保育の充実 

（６）いじめ問題への対応 

（７）多様な働き方や妊娠・子育てとの両立 

 

  ３ 愛媛県こどもにおいて取り組むべき課題
と対応する施策の方向性 
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進展

54項目

［59%］

維持

16項目

［17%］

後退

22項目

［24%］

【基準値（計画策定時の実績値）との比較】

令和５年度末の進展率 (実績のあった92項目)

目標達成

34項目

［47%］90%台

9項目

［13%］

80%台

10項目

［14%］

70%台

5項目

［7%］

60%台

6項目

［8%］

50％台

4項目

［6%］
50%未満

4項目

［6%］

【目標値（令和６年度）との比較】

令和５年度末の達成率 （72項目）

 

 

１ 「第２期えひめ・未来・子育てプラン（後期計画）」の進捗状況 
 

 （１）総 括 
     令和２年３月に策定した「第２期えひめ・未来・子育てプラン（後期計画）」では、

令和 2年度から令和 6 年度までの 5年間を計画期間として、「子ども」、「親」、「地

域」、「若者」の視点に立った 4つの基本理念に基づき、子どもの成長段階に応じた

8つの基本目標の下に 24の基本施策を置き、さらに実効性を高めるために、労働、

保健、医療、福祉、教育、警察など幅広い分野から 90（令和５年度から 92）項目

の目標指標を設定して、毎年度、進捗状況の点検評価を行ってきました。 
 

     目標指標について、前年度対比でみると、プラン初年度である令和２年度は 43

項目、３年度は 39 項目、４年度は 35 項目で、それぞれ前年度より数値等が改善

されており、令和５年度においても、えひめ結婚支援センターで誕生したカップル

の成婚報告数や不妊専門相談開設日数、放課後児童クラブの登録児童数、学校の耐

震化率、自立援助ホームの設置数、など 54項目で進展が見られました。 
 

     また、目標値に対する達成率については、令和５年度末において、数値化できる

72 項目のうち、子育て世代包括支援センターの設置市町数や愛顔の子育て応援ア

プリ「きらきらナビ」の総ダウンロード数、養育里親の登録数、ひとり親家庭の就

業支援講習会受講生の就業率など 34 項目で目標値を達成しています。 
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第１目標 

第２目標 

  

（２）施策体系ごとの状況  

 

 

           「家庭を持つことや子育てに夢」が感じられる“えひめ”（結婚前後期） 

              

次代の親となる若い世代が経済的にも自立し、家庭や子育てに夢を持てるよ

う、子育てについての情報発信や産業技術専門校等による就労支援、結婚支援

センターによる出会いの場の提供等に努め、若者のライフデザイン形成に寄与

しています。 

今後も、企業や地域と一層連携し、働き方や価値観の多様化、若者のニーズ

等を踏まえた支援に取り組む必要があります。 
 

主な目標指標 
令和元年度 

【計画策定時】 

令和５年度 

【実 績 値】 

令和６年度 

【目 標 値】 

01 

愛顔の子育て応援アプリ 

「きらきらナビ」の男性利用

者割合 

10.1％ 

（H30） 
18.0％ 20.0％ 

02 若年無業者の進路決定者数 
112 人 

（H30） 
101 人 200 人 

06 
えひめ結婚支援センターの

成婚報告数 

1,056 組 

（H30） 
1,522 組 1,800 組 

 

 

  

           「命の誕生」が心から祝福される“えひめ”（出産・妊娠期） 

              

出産の希望がかなえられ、母子が地域で安心して生活できるよう、乳幼児医

療への助成や的確な周産期医療体制の推進、健康や不妊治療に関する相談事業

等を通じ、妊娠・出産・産後における切れ目ない支援の推進に努めました。 

今後も、こどもの健康だけでなく母性の健康を守り、新たな命の誕生をサポ

ートするための取組みを推進していく必要があります。 
 

主な目標指標 
令和元年度 

【計画策定時】 

令和５年度 

【実 績 値】 

令和６年度 

【目 標 値】 

12 周産期死亡率（出生千対） 
3.9 

（H30） 
2.9 3.6 

14 乳児死亡率（出生千対） 
1.4 

（H30） 
1.9 1.4 

15 不妊専門相談開設日数 
64 日 

（H30） 
98 日 64 日 
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第３目標 

第４目標 

 

            「家族・地域の愛情」で育む“えひめ”（乳幼児期） 

       

子育てに対する不安感・負担感の軽減や孤立感解消のため、スマートフォン

アプリを活用した相談体制の構築・提供、子育て支援拠点整備に係る支援、小

児救急医療体制の補強、官民協働に向けたモデル事業の実施など、地域全体で

の支援体制の推進に努め、支援の輪が着実に拡大しています。 

       これまでの成果を踏まえ、地域や企業等と一層連携・協力し、地域の実情に

応じた取組みの充実・強化に努める必要があります。 
 

主な目標指標 
令和元年度 

【計画策定時】 

令和５年度 

【実 績 値】 

令和６年度 

【目 標 値】 

18 

愛顔の子育て応援アプリ「き

らきらナビ」の総ダウンロー

ド数 

12,371 件 

（H30） 
40,810 件 24,000 件 

19 
地域子育て支援拠点施設設

置か所数 

88 か所 

（H30） 
93 か所 92 か所 

25 
小児救急医療電話相談の実

施日数 

毎日 

（H30） 
毎日 毎日 

 

 

 

            「希望する幼児教育と保育」が受けられる“えひめ”（就学前後期） 

 

全てのこどもと子育て家庭に、良質な幼児教育と放課後児童対策を含めた保

育サービスを提供するとともに、身近な地域で様々な支援が受けられる体制を

推進するため、保育施設等の整備・運営支援、保育人材等の育成、子育て世帯

に向けた地域の子育て支援事業の情報提供及び市町や施設等からの相談対応・

助言に努め、質と量の両面から支援の充実が図られています。 

今後も、社会情勢の変化等を踏まえ、多様なニーズに対応した乳幼児～学童

期の教育・保育の提供促進に取り組む必要があります。 
 

主な目標指標 
令和元年度 

【計画策定時】 

令和５年度 

【実 績 値】 

令和６年度 

【目 標 値】 

27 待機児童数 
25 人 

（R4） 
9 人 0 人 

29 一時預かりの実施施設数 
220 か所 

（H30） 
230 か所 273 か所 

31 子育て支援員認定数 
864 人 

（H30） 
1,564 人 2,056 人 

35 
放課後児童クラブの登録児

童数 

14,142 人 

（H30） 
15,848 人 15,478 人 
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第５目標 

第６目標 

   

            「健やかな成長・自立」を支援する“えひめ”（学童・思春期） 

 

 学校をはじめ社会全体でこどもの豊かな人間性や生きる力を育むため、学校

教育活動の充実や学校施設の耐震化、地域資源を活用した体験学習の充実・参

画促進、こどもの生活習慣の維持・向上等に努め、安全で豊かな学校環境や教

育活動の強化が図られています。 

また、児童・生徒の非行や、いじめ等問題行動への対応に積極的に取り組ん

でいますが、依然として不登校児童・生徒は見られることなどから、対策を強

化する必要があります。 
 

主な目標指標 
令和元年度 

【計画策定時】 

令和５年度 

【実 績 値】 

令和６年度 

【目 標 値】 

41 
「えひめ食文化普及講座」の
実施回数（小学生～大学生対
象数） 

23 回 
（H25） 

43 回 26 回 

51 
学校の耐震化率（市町立小中
学校） 

80.3％ 
（H26） 

97.9％ 100％ 

55 不登校児童数（小学校） 
323 人 
（H30） 

1,311 人 減少 

56 不登校生徒数（中学校） 
1,067 人 
（H30） 

2,049 人 減少 

  

            「子どもに温もりのある暮らし」を保障する“えひめ” 

（子育て全期間） 

すべてのこどもが、その置かれた環境にかかわらず生活や経済面の不安な

く温もりのある暮らしを送れるよう、被虐待児等の保護を必要とするこども

や障がい児等のサポートを必要とする子どものほか、母子家庭や父子家庭等

のひとり親家庭への支援の推進に努めました。 

        また、保護を必要とする子どもの受け皿となる自立援助ホームやファミリ

ーホームの整備、里親制度の普及啓発のほか、障がいの状況に応じた適切な

支援体制の充実、ひとり親家庭の生活や就業等に関する相談事業、キャリア

教育支援等を実施し、養育環境の向上やひとり親家庭の自立促進が図られて

います。 

一方、児童虐待相談対応件数やひとり親家庭の割合は増加しており、今後

もこうした問題への対策に一層取り組んでいく必要があります。 
 

主な目標指標 
令和元年度 

【計画策定時】 

令和５年度 

【実 績 値】 

令和６年度 

【目 標 値】 

65 自立援助ホームの設置数 
4 か所 

（H30） 
7 か所 6 か所 

66 ファミリーホームの整備 
12 か所 

（H30） 
18 か所 14 か所 

67 養育里親の登録数 
141 世帯 

(H30) 
305 世帯 260 世帯 

68 
里親・ファミリーホームへの

児童の委託率 

16.9％ 

（H30） 
30.5％ 30.4％ 

74 
就業支援講習会受講生の就

業率 

54.4％ 

（H30） 
78.6％ 60.0％ 
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第７目標 

第８目標 

 

            「親子に安心な生活環境」を提供する“えひめ”（子育て全期間） 

 

 犯罪被害や交通事故に遭わない安心・安全なまちづくりのほか、親子が安心

して暮らせる生活環境づくりのため、会社等の車両が業務を通じてこどもの見

守り・警戒活動等を行う「まもるくんの車」の登録働きかけや地域の防犯活動

への支援、交通安全啓発、遊びを通じ子どもに様々な体験活動を提供するえひ

めこどもの城の運営・魅力向上等に取り組みました。 

えひめこどもの城の来園者数の増加など、こどもの健やかな成長への支援が

図られており、今後も、地域や学校等と一層連携し、引き続き、登下校におけ

る児童の安全を守るとともに、事故防止の普及啓発や安心して遊べる場の提供

などに努める必要があります。 
 

主な目標指標 
令和元年度 

【計画策定時】 

令和５年度 

【実 績 値】 

令和６年度 

【目 標 値】 

78 

まもるくんの車（子どもの見

守りを行う営業用車両）の 

登録数 

5,592 台 

（H30） 
9,916 台 増加 

79 不審者対応訓練の実施回数 
365 回 

（H30） 
358 回 増加 

84 
えひめこどもの城の来園者

数 

365,250 人 

（H30） 
386,270 人 450,000 人 

 

 

            「子育てと仕事の両立」を実現する“えひめ”（子育て全期間） 

              

 子育てと仕事が両立でき、男女がともに子育てしやすい職場環境づくりを支

援するほか、多様な働き方が実現できる企業の子育て環境づくりの後押しや、

育児休業制度等の広報啓発、家庭や地域における男女共同参画の推進等に努め、

参画企業の拡大等が図られています。 

       今後も、社会情勢の変化やニーズを踏まえ、職場と家庭、地域の各視点から、

取組みを着実に推進する必要があります。 
 

主な目標指標 
令和元年度 

【計画策定時】 

令和５年度 

【実 績 値】 

令和６年度 

【目 標 値】 

86 育児休業取得率 
女性 91.7％ 

男性 4.8％ 
（H29） 

女性 87.1％ 
男性 28.5％ 

女性 91.7％ 

男性 80.0％ 

88 

男女の地位が平等と感じる人

の割合 （「平等になっている」

及び「どちらかといえばどち

らかの性が優遇されている」

と感じる人の割合の合計） 

71.4％ 

（R1） 
68.8％ 85.0％ 

  

 

 ※全目標指標の進捗状況は、本計画後段の「参考資料」へ掲載しています。 
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２ 子育てを取り巻く課題 
 
    県では、次代を担うこどもの健やかな成長や少子化に歯止めをかけることを目指し、

令和２年 3 月に「第２期えひめ・未来・子育てプラン（後期計画）」（以下「プラン」

という。）を策定し、結婚から妊娠・出産・子育てまでの切れ目ない支援を総合的に推

進してきました。 

また、県民総ぐるみでこども・若者の健やかな育成を推進するための指針として、

令和３年９月に「えひめ子ども・若者育成ビジョン」（以下「ビジョン」という。）を

策定し、こども・若者の健やかな成長と自立を支援に取り組んできました。 

この結果、保育園等の待機児童数の減少や、男性の育児休業取得率の向上などプラ

ンに掲げた施策は着実に進展しているものの、依然として婚姻件数や出生数は減少傾

向にあり、また、不登校の児童生徒数や虐待に関する相談件数は増加傾向にあります。 

このような中、こどもと子育て家庭を取り巻く社会・経済環境は大きく変化してお

り、次のような課題等に的確に対応していく必要があります。 

 

 

 

 

 

      こども基本法の掲げる基本理念に則り、こどもが自立した個人として尊重され、

その最善の利益が優先して考慮される「こどもまんなか社会」の環境づくりに向

けて、こどもや子育て世帯を社会全体で支える機運が醸成されるよう、固定的な

性別枠割分担意識や無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）の解消も含

め、県民や事業者等の理解を深めることが必要です。 

      また、こどもや若者とともに社会をつくるという認識のもと、こどもや若者と

対話し、その意見を受け止め、施策に反映することで、こども施策の質を向上さ

せるとともに、こどもや若者の主体的な社会参画を社会全体で後押しすることが

必要です。 

 

 

 

 

 

 

      すべてのこども・若者が、年齢を問わず、相互に人格と個性を尊重しながら、

安全に安心して過ごせる多くの居場所を持つことができるよう、社会全体で支え

ていくことが必要です。 

      もとよりこども・若者の「居場所」とは、こども・若者が遊んだり、何もしな

かったり、好きなことをして過ごす場所や時間、人との関係性全てが「居場所」

になり得るもので、その場を居場所と感じるかどうかはこども・若者本人が決め

るものであるという前提に立ち、こども・若者の視点に立った多様な居場所づく

りが行われるよう、こども・若者の声を聴きながら居場所づくりを推進すること

が必要です。 

      こどもの居場所を新たにつくっていくことに加え、すでに多くのこども・若者

の居場所となっている児童館、子ども会、こども食堂や学習支援の場など地域に

（１）「こどもまんなか社会」の実現 

（２）多様な「こどもの居場所」の充実 
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ある多様な居場所、公民館や図書館などの社会教育施設などについても、こども・

若者にとってよりよい居場所となるよう取り組むことが必要です。 
 
 

 

 

 

      わが国のこどもの 11.5％が貧困状態にあり（令和３年時点）、こどもの貧困は、

経済的な面だけでなく、心身の健康や衣食住、進学機会や学習意欲、前向きに生

きる力を含め、こどもの権利利益を侵害するとともに、社会的孤立にもつながる

深刻な課題です。また、家庭の状況が、こどもの学力や体験の機会に影響をあた

えるなどの格差の問題も指摘されています。 

こどもの現在と将来が生まれ育った環境によって左右されることのないよう貧

困を解消し、貧困の連鎖を断ち切る必要があります。 

こどもの貧困は家庭の自己責任ではなく社会全体で受け止めて取り組むべき課

題であるとの認識の下、親の妊娠・出産期からの相談支援の充実や居場所づくり

など生活の安定に資するための支援を進め、すべてのこどもが、夢や希望を持ち、

挑戦できるよう、様々な支援を組み合わせた切れ目ない支援が必要です。 

 

 

 

 

 

 

    ① 児童虐待対策及び社会的養護の充実 

      すべてのこどもは、「児童の権利に関する条約」の精神にのっとり、適切な養育

を受け、健やかな成長や発達、自立が図られること等を保障される権利がありま

す。 

しかし、核家族化や都市化が進行する中で、子育て中の親の孤立や育児困難が

一層増しており、児童虐待に関する養護相談件数が急増するとともに、深刻な児

童虐待事件も後を絶ちません。 

様々な理由を抱え、家庭内で適切な養育が受けられない子どもに対し、より家

庭的な環境で、安心して暮らせる「あたりまえの生活」を保障するため、社会的

養護体制の充実を図っていくことが必要です。 

    ② 親子に安全・安心な生活環境の提供 

       こどもが一生に残る傷を負う事件やこどもが生命を失う事故が後を絶ちませ

ん。 

また、こどものインターネットの利用の低年齢化やインターネットを通じた

犯罪の巧妙化が進む中、こどもの健やかな成長を著しく阻害する有害情報も氾

濫し、犯罪被害につながるといった重大な問題も起きており、こども・若者の

健全な育成を阻害するおそれのある行為から保護し、もって青少年の健全な育

成を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

（４）こどもの安全・安心の確保策 

（３）こどもの貧困対策の推進 
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    ① 教育と保育サービスの充実 

令和元年 5月に「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」が成立し、同年

10 月から、幼稚園や保育所、認定こども園などを利用する 3～5 歳の子どもと、

0～2歳の住民税非課税世帯の子どもの利用料の無償化が始まりました。 

また、「こども誰でも通園制度」が令和７年度に制度化され、令和８年度には本

格実施されることになっています。 

更なる保育需要の増加に質と量の両面から対応するため、主体となる市町と緊

密に連携し、受け皿となる施設の整備・運営や保育人材の確保・育成等に取り組

んでいく必要があり、特に保育士の確保は全国的な獲得競争の様相を呈しており、

県と市町が連携し、喫緊の課題として取り組む必要があります。 

    ② 多様な保育ニーズ 

      女性の社会進出が進むとともに、働き方が多様化する中で、延長保育や病児保

育、一時預かり、夜間保育といった多様な保育ニーズが高まっています。 

      このため、潜在的な需要もあわせて、保育ニーズを的確に把握し、計画的な受

け皿整備と質の確保・向上を図っていく必要があります。 
     

 

 

 

 

学校は、こどもたちが夢を実現するための準備をする大事な場所です。 

      すべての児童・生徒が、楽しく学び、いきいきとした学校生活を送れるよう、

いじめの問題の未然防止を図るためには、児童生徒が悩みや不安などを速やかに

相談できるようスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの専門

家を配置するなど、教育相談体制を整備することが重要です。また、学校と関係

機関との連携を強化し、いじめの早期発見に努めるとともに、いじめを認知した

際には早期に対応することが大切です。 

 

 

 

 

 

女性の就業率が上昇する中で、多くの女性が子育てと仕事の両立の問題に直面

しており、男性も女性も、子育てをしながら社会で当たり前に活躍できる環境の

整備がますます重要となっています。 

長時間労働の是正や多様で柔軟な働き方、男性の育児休業の取得等の促進など

こどもの成長過程を通じて、誰もが希望に応じたキャリア形成や、妊娠・子育て

等と仕事を両立する仕組みづくりが必要です。 

特に、放課後児童クラブは、保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校に

就学している児童に対して生活の場を与え、児童の健全育成と保護者が安心して

働ける環境づくりを進める上で重要な役割を担っており、待機児童の解消はもと

より、こどもにとってよりよい居場所となるよう、質の確保を図っていく必要が

あります。 

（５）幼児教育・保育の充実 

（７）多様な働き方や妊娠・子育てとの両立 

（６）いじめ問題への対応 
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３ 愛媛県こども計画において取り組むべき課題と対応する施策の方向性 
 
    次の世代に持続可能で夢や希望を描くことができる未来を引き継いでいくためには、

次代の愛媛を担うかけがえのない存在であるすべてのこどもがひとしく健やかに成

長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護

が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる「こどもまんなか社会」の

実現が求められています。 

    誰かと家族になることやこどもをもつことに夢と希望が持てる愛媛の姿を示し、郷

土で結婚し、こどもを生み育てたいと願う若者に対しては、その意見に真摯に耳を傾

け、その視点に立って、若者の出会い・結婚、子育て支援などを「ともに進めていく」

ことが重要です。 

    また、性別や年齢にかかわりなく、一人一人の実情に応じて多様な生き方を選択し、

子育てと仕事の両立を図るには、個人や職場における固定的性別役割分担意識の解消

や育児休業などの子育てを支援する各種制度の利用促進とともに、それぞれの地域に

おいて子育て家庭の多様なニーズに対応した各種支援サービスや、こども、子育て当

事者の視点に立った多様な「居場所づくり」の充実が不可欠です。 

 

    このため、「愛媛県こども計画」においては、前プランやビジョンを踏まえ、引き続

き、結婚・妊娠・出産・子育てを切れ目なく総合的に支援していくとともに、新たな

課題に対応するため、家庭、地域、企業などすべての県民が協働し、多様なライフス

タイルや地域の実情等に対応した取組みを発展・強化します。 

    こどもや子育て当事者の視点を尊重し、こどもが自らの意見を形成することを支援

し、その意見を表明する場や機会をつくり、主体的に社会に参画する環境づくりに取

り組んでいきます。また、表明された意見については、こども施策への反映とフィー

ドバックを行い、「こどもまんなか社会」の実現について、こどもや子育て当事者、関

係者と「ともに進め」ます。 

    特に、児童虐待やこどもの貧困など支援を必要とするこどもが増加していることか

ら、様々な状況にあって声を聴かれにくいこどもにも丁寧に耳を傾け、温もりのある

生活を確保するとともに、愛媛県こどもの生活実態調査の結果など本県のこども、子

育て当事者のニーズを踏まえ、こどもの幸せに焦点を当て、誰一人取り残さず、きめ

細かな取組を推進します。 

子育て当事者が経済的な不安や孤立感を抱いたり、仕事との両立に悩んだりするこ

となく、また、過度な使命感や負担感を抱くことなく、健康で、自己肯定感とゆとり

を持って、こどもに向き合いあえるような社会環境の整備に努めるとともに、若い世

代が「人生のラッシュアワー」といわれる様々なライフイベントが重なる時期におい

て結婚、出産、子育ての希望が叶えられるよう、キャリア教育や就労支援、結婚を希

望する方への新たな出会いの支援に取り組むとともに、個人の意思を尊重しつつ、多

様な家族の形に触れ、仕事や結婚を含めた自身の将来を思い描く機会を創出します。 

共働き家庭の増加や多様な働き方を背景に、仕事と子育ての両立には、希望する幼

児教育と保育の提供が不可欠であり、また令和８年度から本格実施される「こども誰

でも通園制度」を見据え、喫緊の課題となる保育士の確保について市町と連携して取

り組むとともに、放課後児童クラブの待機児童や体験格差解消など量・質両面の充実

強化に取り組みます。また、地域にある児童館やこども食堂などと連携して、こども

や子育て当事者の視点に立った「こどもの居場所」づくりの充実に取り組みます。 

     
 



現行計画からの変更ポイントについて

愛媛県こども計画
（次期計画）（R7～11）

第２期えひめ・未来・子育てプラン（後期計画）
（現行計画）（R2～6）

テ
ー
マ

基
本
理
念

基
本
目
標

結婚や子育ての希望が叶い、
すべての子どもが夢を持って、

自分らしく成長できる愛媛づくり

①子どもが大切にされ、心身ともに健やかに成長できる
えひめづくり 【子どもの視点】

②安心して、夢を持って子どもを生み育てられる えひめづくり
【親の視点】

③地域が一体となり、子どもを見守り子育てを支え合う
えひめづくり 【地域の視点】

④愛媛で暮らし、良きパートナーとの出会いに恵まれる
えひめづくり 【若者の視点】

❶「家庭を持つことや子育てに夢」が感じられる“えひめ”
❷「命の誕生」が心から祝福される“えひめ”
❸「家族・地域の愛情」で育む“えひめ”
❹「希望する幼児教育と保育」が受けられる“えひめ”
❺「健やかな成長・自立」を支援する“えひめ”
❻「子どもに温もりのある暮らし」を保障する“えひめ”
❼「親子に安心な生活環境」を提供する“えひめ”
❽「子育てと仕事の両立」を実現する“えひめ”

結婚や子育ての希望が叶い、
すべてのこども・若者が夢を持ち、

健やかで幸せに成長できる
「こどもまんなか えひめ」づくり

①こどもや若者の権利が尊重される えひめづくり
【こどもまんなかの視点】

②こどもが大切にされ、心身ともに健やかに成長できる
えひめづくり 【こどもの視点】

③修学・就労や結婚、子育てを通して自分らしさが実現できる
えひめづくり 【若者の視点】

④幸せな状態でこどもと向き合い、安心してこどもを生み育てられる
えひめづくり 【子育て当事者の視点】

⑤地域が一体となり、こどもを見守り子育てを支え合う
えひめづくり 【地域の視点】

❶こども・若者の最善の利益を第一に考える
「こどもまんなか」“えひめ”
❷「こども・若者に温もりのある暮らし」を保障する“えひめ”
❸「親子に安心な生活環境」を提供する“えひめ”
❹「命の誕生」が心から祝福される“えひめ”
❺「希望する幼児教育と保育」が受けられる“えひめ”
❻「健やかな成長・自立」を支援する“えひめ”
❼「修学・就労や家庭を持つこと、子育てに夢」が感じられる
“えひめ”
❽「家族・地域の愛情」で育む“えひめ”
❾「子育てと仕事の両立」を実現する“えひめ”

こどもの誕生前から幼児期 学童期・思春期 青年期

❶ こども・若者の
最善の利益が第一の
「こどもまんなか」

❷「こども・若者に温もりのある暮らし」の保障

❸ 「親子に安心な生活環境」の実現

❹ 祝福される「命の誕生」

❺ 「希望する幼児教育と保育」の提供

❻「健やかな成長・自立」
の支援

❼ 修学・就労や
家庭を持つこと、
子育てに夢を感じる

❽ 「家庭・地域の愛情」による育み

❾ 「子育てと仕事の両立」の実現

愛媛県こども計画

結婚や子育ての希望が叶い、すべてのこども・若者が夢を持ち、健やかで幸せに成長できる
「こどもまんなか えひめ」づくり

目指す将来像

こども・子育て施策について重点的に取り組むべき課題

こども・若者・⼦育て当事者とともに進める
「こどもまんなか社会」の実現

困難を抱えるこどもの権利擁護と社会的養育の推進

県⺠だれもが安⼼して希望する結婚、妊娠、出産、
⼦育てができる社会環境の提供

仕事と⼦育ての両⽴に向けた⼦育てインフラの強化と
多様な「こどもの居場所」づくり

重点的に推進するこども・子育て施策の方向性

こどもの意⾒の形成⽀援・表明機会・施策反映
▶こどもが意⾒を表明する場や機会をつくり、⼦ども施策への反映等を⾏う「こどもまんなか社会」の実現

こども・若者の声を踏まえた家庭的な養育環境の提供
▶児童虐待や貧困など⽀援を必要とする⼦どもに寄り添った温もりのある生活の確保

ライフイベントに伴う不安の解消による安⼼感の醸成
▶高校生や大学生等を対象としたライフデザイン⽀援や就労⽀援、将来の妊娠に向けたヘルスケア促進等

出会いから結婚、出産、⼦育てまで切れ目のない⽀援の充実
▶多様な出会いの提供や「えひめ⼈⼝減少対策総合交付⾦」を活⽤した県・市町連携による切れ目ない⽀援

こどもに携わる⼈材の確保、こども・若者の視点に⽴った多様なこどもの居場所づくり
▶保育⼠の確保や放課後児童クラブの量・質両⾯の充実強化、えひめこどもの城やこども食堂など地域資源と
連携した多様な「こどもの居場所」づくり

５
つ
の

基
本
理
念

▶こどもや若者の権利が尊重される えひめづくり 【こどもまんなかの視点】
▶こどもが大切にされ、心身ともに健やかに成長できる えひめづくり 【こどもの視点】
▶修学・就労や結婚、子育てを通して自分らしだが実現できる えひめづくり 【若者の視点】
▶幸せな状態でこどもと向き合い、安心してこどもを生み育てられる えひめづくり 【子育て当事者の視点】
▶地域が一体となり、こどもを見守り子育てを支え合う えひめづくり 【地域の視点】

９
つ
の

基
本
目
標

新規

強化

強化

新規
強化

新規
強化

すべてのこどもが健やかに育つ安全・安⼼な環境づくり
と社会的⾃⽴の促進 親⼦に安⼼な生活環境を提供しこどもの健やかな成⻑・⾃⽴を⽀援

▶家庭、学校、地域等関係機関の連携によるいじめ、犯罪、事故防止対策の強化及び社会教育関連施設等と
連携した多様な遊び・学び・体験の充実

強化

５０
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第４章 

 

 

 

基本理念と展開方向 
 

 

  １ 基本理念 

 

  ２ 計画の基本目標 

 

  ３ 施策体系 
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こどもまんなか 

の視点 

こども 

の視点 

若者 

の視点 

子育て当事者 

の視点 

地域 

の視点 

第４章 基本理念と展開方向 

 

１ 基本理念 
 
    次の世代に持続可能で夢や希望を描くことができる未来を引き継いでいくためには、

こども・若者や子育て世帯への支援とそれを支える関係者への支援の両面で、今を生

きるこども・若者、これから生まれてくるこどもの希望する選択を社会全体で応援す

ることが、現在を生きる私たちの大きな責務であります。 
 

    次代の愛媛を担うかけがえのない存在であるすべてのこどもが、将来にわたる人格

形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身

の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたっ

て幸福な生活を送ることができる「こどもまんなか社会」の実現が求められています。 
 

    また、家族になることやこどもをもつことに夢と希望が持てる愛媛の姿を示し、郷

土で結婚し、こどもを生み育てたいと願う若者に対しては、その意見に真摯に耳を傾

け、その視点に立って、若者の出会い・結婚、子育て支援などを「ともに進めていく」

ことが重要です。 

    そのためには、行政はもとより、地域、企業、ボランティアやＮＰＯ等が一体とな

って、密接に協働しながら社会全体で子育て支援等に取り組む必要があります。 
 

    こうした課題等を踏まえ、愛媛の未来を活力に満ちた豊かなものとするため、本計

画においては、前プランの４つの視点に「こどもまんなかの視点」を加えて、次のと

おり基本理念を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こどもや若者の権利が 
尊重される えひめづくり 

こどもが大切にされ、心身ともに 
健やかに成長できる えひめづくり 

修学・就労や結婚、子育てを通して 
自分らしさが実現できる えひめづくり 

幸せな状態でこどもと向き合い、安心して 
こどもを生み育てられる えひめづくり 

地域が一体となり、こどもを見守り 
子育てを支え合う えひめづくり 
出会いに恵まれる えひめづくり 
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２ 計画の基本目標 
 
    保護者・養育者の「子育て」とは乳幼児期だけのものではなく、こどもの誕生前か

ら男女ともに始まっており、乳幼児期の後も、学童期、思春期、青年期を経て、おと

なになるまで続くものと認識の下、ライフステージを通じて、社会全体で子育て当事

者を支えていくことが重要です。 

子育て当事者が、こどもを産み、育てることを経済的理由で諦めることなく、身近

な場所でサポートを受けながらこどもを育てることができ、どのような状況でもこど

もが健やかに育つという安心感を持つことができ、こどもを育てながら人生の幅を狭

めずに夢を追いかけ、子育て当事者が経済的な不安や孤立感を抱いたり、仕事との両

立に悩んだりすることなく、また、過度な使命感や負担感を抱くことなく、健康で、

自己肯定感とゆとりを持って、こどもに向き合いあえるような社会環境を提供するこ

とが求められます。 

    また、児童虐待により保護の必要なこどもや、離婚等によりひとり親となった世帯

等に対し、温もりのある生活を確保することや、こどもと保護者が犯罪・事故・災害

から守られる、安心して生活できる環境であることも求められます。 

    このようなことから、「こどもや若者のライフステージを通した」３つの基本目標と、

「こどもの誕生前から幼児期まで、学童期・思春期、青年期」へと各成長段階に応じ

た４つの基本目標、「子育て当事者の支援」に２つの基本目標を定め、９つの基本目標

により、こどもや子育てに関する施策を総合的かつ計画的に実施していきます。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１目標 こども・若者の最善の利益を第一に考える「こどもまんなか」“えひめ” 

                             ＜ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞ全期間＞ 

第２目標 「こども・若者に温もりのある暮らし」を保障する“えひめ”＜ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞ全期間＞ 

第３目標 「親子に安心な生活環境」を提供する“えひめ”       ＜ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞ全期間＞ 

第４目標 「命の誕生」が心から祝福される“えひめ”        ＜こどもの誕生前から幼児期まで＞ 

第５目標 「希望する幼児教育と保育」が受けられる“えひめ”    ＜こどもの誕生前から幼児期まで＞ 

第６目標 「健やかな成長・自立」を支援する“えひめ”             ＜学童期・思春期＞ 

第７目標 「修学・就労や家庭を持つこと、子育てに夢」が感じられる“えひめ” 

      ＜青年期＞ 

第８目標 「家庭・地域の愛情」で育む“えひめ”                ＜子育て当事者への支援＞ 

第９目標 「子育てと仕事の両立」を実現する“えひめ”          ＜子育て当事者への支援＞ 

 

 こども・若者は、未来を担う存在であるとともに、 

今を生きている存在であり、保護者や社会の支えを受けながら 

自立した個人として自己を確立する、生まれながらに権利の主体です。  

こども・若者が、自らの権利、心や身体、社会に関する必要な情報や正しい知

識を学ぶことができ、それらに基づいて将来を自らが選択でき、希望と意欲に

応じて将来を切り開いていけるよう、「こどもとともに」という姿勢で、こども

や若者の自己選択・自己決定・自己実現を後押ししていきます。 

第１目標 こども・若者の最善の利益を第一に考える「こどもまんなか」“えひめ” 

ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞ全期間 
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 こどもの貧困は、経済的な面だけではなく、心身の健康 

や衣食住、進学機会や学習意欲、前向きになる生きる気持ちを含め、 

こどもの権利利益を侵害するとともに、社会的孤立につながる深刻な課題です。 

また、児童虐待は、こどもの心身に深い傷を残し、成長した後においても様々

な生きづらさにつながり得るものです。 

 このため、こどもの現在と将来が生まれ育った環境によって左右されること

のないよう貧困や虐待を解消し、温もりのある保護や支援に努めます。 

第２目標 「こどもに温もりのある暮らし」を保障する“えひめ” 

ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞ全期間

ん前後期 

 こどもが一生に残る傷を負う事件やこどもが生命を失う 

事故が後を絶ちません。 

このため、こどもの生命を守り、犯罪被害や交通事故に遭わない安心・安全

を確保することがすべてのこどもが健やかに育つための大前提であることの認

識の下、地域の様々な関係機関と連携して、有害環境対策、防犯・交通安全対

策に取り組むとともに、保護者により自己防止及びこどもの危機回避能力の向

上のための取組や、親子が安心して過ごせる生活環境づくりに努めます。 

 

 こどもの誕生前から幼児期までは、こどもの将来にわたる 

ウェルビーイングの基礎を培う重要な時期であり、また、 

妊娠から出産に至る時期は、心身の変化が著しいことから、 

心身の健康保持に十分な手当てが必要です。 

 このため、地域で母子が安心して生活できるよう、妊娠・出産・産後におけ

る切れ目ない支援を提供することにより、母性や乳幼児の健康増進を図るとと

もに、的確な周産期医療の提供や妊娠を望む方への不妊治療対策の推進に加え、

予期せぬ妊娠等に悩む妊婦等が必要な支援の提供に努めます。 

第４目標 「命の誕生」が心から祝福される“えひめ” 

 

 乳幼児は多くの時間を家庭や地域の中で過ごし、幼稚園・ 

保育所・認定こども園への就園状況も異なるなど育ちの環境は 

多様です。 

このため、その多様性を尊重しつつ、保護者・養育者の「子育て」を支える

だけでなく、「こどもの育ち」に係る質にもしっかりと目を向け、地域における

こども・子育て支援の充実を図ることにより、切れ目なくすべてのこども・子

育て家庭を支援します。 

 このため、学校教育活動の充実に加え、社会全体で子どもたちの豊かな人間

性や生きる力を育みつつ、思春期等の悩みを受け止め、問題行動の未然防止や

適切な立ち直り支援に努めます。 

こどもの誕生前 

から幼児期まで 

第５目標 「希望する幼児教育と保育」が受けられる“えひめ” 

こどもの誕生前

から幼児期まで 

第３目標 「親子に安心な生活環境」を提供する“えひめ” 

ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞ全期間

期 
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 学童期・思春期は、こどもにとって、身も心も大きく成長 

する時期で、自己肯定感や道徳性、社会性などを育む時期です。一方、他者や

社会とのかかわりあいの中で、こども自身が様々な悩みと向き合い始める時期

でもあります。 

 このため、学校教育活動の綬実に加え、社会全体でこどもたちの豊かな人間

性や生きる力を育みつつ、思春期等の悩みを受け止め、すべてのこどもが相互

に人格と個性を尊重しながら、安全に安心して過ごせる多様な「居場所」づく

りに努めます。 

第６目標 「健やかな成長・自立」を支援する“えひめ” 

学童期・思春期 

 

 核家族化の進行や地域のつながりの希薄化等により、 

子育て当事者の孤立化が懸念されています。 

 このため、出産前や子育て当事者に対する不安感・負担感の軽減や孤立感を

解消し、子育て当事者が、過度な使命感や負担感を抱くことなく、健康でゆと

りを持ってこどもに向き合えるよう、市町や関係団体等と連携しながら、地域

全体で子育て支援ができる体制づくりを推進します。 

第８目標 「家庭や地域の愛情」で育む“えひめ” 
子育て当事者

への支援 

 

 青年期は、大学等への進学や就職に伴い新たな環境に対応 

し、専門性や職業性を身に付け、将来の夢や希望を抱いて自己の 

可能性を進展させる時期です。 

 このため、若い世代が「人生のラッシュアワー」といわれる様々なライフイ

ベントが重なる時期において、社会の中で自らを活かす場所を持ち、経済的に

自立し、結婚・出産・子育ての希望が叶えられるよう、キャリア教育や就労支

援、結婚を希望する方の新たな出会いの支援等に取り組むとともに、個人の意

思を尊重しつつ、家庭をもつことや子育てを思い描く機会の提供に努めます。 

第７目標 「修学・就労や家庭を持つこと、子育てに夢」が感じられる“えひめ” 

青年期 

 

 共働き家庭が増加するなか、家庭内において育児負担が女性 

に集中している現状や、固定的な性別役割分担意識等を背景とした仕事と子育

てを両立しにくい職場環境の変革が求められています。 

 このため、子育て期の労働者が就労を継続できるよう長時間労働の是正や子

育てに関する各種支援制度の普及啓発及び情報提供に努めるとともに、子育て

と仕事が両立でき、男女がともに子育てしやすい職場環境づくりを推進します。 

第９目標 「子育てと仕事の両立」を実現する“えひめ” 子育て当事者

への支援 
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＜出生に関する総合的な目標について＞ 

      愛媛県では、令和５年６月に策定した「愛媛県総合計画」において、「結婚から

妊娠、出産、子育てに至るまでの切れ目ない支援の充実」を掲げるとともに、具

体的な目標値を設定しましたので、その実現に向けて努力していきます。 
 

数値目標 基準値 目標値 

出生数 
8,011人 

（令和３年） 

8,500人 

（令和８年） 

婚姻件数 
4,571人 

（令和３年） 

5,500人 

（令和８年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



　

不登校・ひきこもり等への支援

7 その他の配慮が必要なこども・若者の支援

１
こども・若者の自殺対策、犯罪などからこ
ども・若者を守る取組

3 こどもの貧困対策

4 障がい児支援・医療的ケア児等への支援

5
児童虐待防止対策と社会的養護の推進及び
ヤングケアラーへの支援

１
こどもや若者が権利の主体であることの社
会全体での共有

1 多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり

2
こどもや若者への切れ目のない保健・医療
の提供

１
こどもの誕生前から幼児期までのこどもの
成長の保障と遊びの充実⑤

「希望する幼児教育と保育」
が受けられる”えひめ”

8 体罰や不適切な指導の防止

2 居場所づくり

3
小児医療体制、心身の健康等についての情
報提供やこころのケアの充実

こどもが安心して過ごし学ぶことのできる
質の高い公教育

悩みや不安を抱える若者やその家族に対す
る相談支援4

⑦
「修学・就労や家庭
を持つこと、子育てに夢」
が感じられる”えひめ”

⑨
「子育てと仕事の両立」
を実現する”えひめ”

1
共働き・共育ての推進、男性の家事・子育
てへの主体的な参画促進・拡大

ひとり親家庭への支援3

3
結婚を希望する方への支援、結婚に伴う新
生活への支援

1 子育てや教育に関する経済的負担の軽減

2 地域子育て支援、家庭教育支援

⑧
「家庭・地域の愛情」
で育む”えひめ”

1 高等教育の修学支援、高等教育の充実

2
就労支援、雇用と経済的基盤の安定のため
の取組

⑥
「健やかな成長・自立」
を支援する”えひめ”

5 いじめ防止

6 不登校のこどもへの支援

7 校則の見直し

4
成年年齢を迎える前に必要となる知識に関
する情報提供や教育

9 高校中退の予防、高校中退後の支援

③
「親子に安心な生活環境」
を提供する”えひめ”

6

②
「こども・若者に温もりのある
暮らし」を保障する”えひめ”

３  施策体系

　　テーマ：結婚や子育ての希望が叶い、すべてのこども・若者が夢を持ち、
　　　　　　　　　　健やかで幸せに成長できる「こどもまんなか　えひめ」づくり

①
こども・若者の
最善の利益を第一に考える
「こどもまんなか」”えひめ”
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④
「命の誕生」が心から
祝福される”えひめ”

１
妊娠前から妊娠期、出産、幼児期までの切
れ目ない保健・医療の提供

1

こ

ど

も

ま

ん

な

か

の

視

点

若
者
の
視
点

地
域
の
視
点

子
育
て
当
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の
視
点

５つの基本理念 ９つの基本目標 28の基本施策

こ
ど
も
の
視
点
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第５章 

 

具体的な施策の目標 

  第１目標  こども・若者の最善の利益を第一に考える「こどもまんなか」“えひめ” 
       １ こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有 
 

  第２目標 「こどもに温もりのある暮らし」を保障する“えひめ” 
       １ 多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり 

２ こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供 
３ こどもの貧困対策 
４ 障害児支援・医療的ケア児等への支援 
５ 児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援   
６ 不登校・ひきこもり等への支援 
７ その他の配慮が必要なこども・若者の支援 

 

  第３目標 「親子に安心な生活環境」を提供する“えひめ” 
       １ こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組 
 

  第４目標 「命の誕生」が心から祝福される“えひめ” 
       １ 妊娠前から妊娠期、出産、幼児期までの切れ目ない保健・医療の提供 
 

  第５目標 「希望する幼児教育と保育」が受けられる“えひめ” 
       １ こどもの誕生前から幼児期までのこどもの成長の保障と遊びの充実 
 

  第６目標 「健やかな成長・自立」を支援する“えひめ” 
       １ こどもが安心して過ごし学ぶことのできる質の高い公教育 

２ 居場所づくり 
３ 小児医療体制、心身の健康等についての情報提供やこころのケアの充実 
４ 成年年齢を迎える前に必要となる知識に関する情報提供や教育 
５ いじめ防止 
６ 不登校のこどもへの支援 
７ 校則の見直し 
８ 体罰や不適切な指導の防止 
９ 高校中退の予防、高校中退後の支援 

 

  第７目標 「修学・就労や家庭を持つこと、子育てに夢」が感じられる“えひめ” 
       １ 高等教育の修学支援、高等教育の充実 

２ 就労支援、雇用と経済的基盤の安定のための取組 
３ 結婚を希望する方への支援、結婚に伴う新生活への支援 
４ 悩みや不安を抱える若者やその家族に対する相談支援 

 

  第８目標 「家庭・地域の愛情」で育む“えひめ” 
       １ 子育てや教育に関する経済的負担の軽減 

２ 地域子育て支援、家庭教育支援 
３ ひとり親家庭への支援 

 

  第９目標 「子育てと仕事の両立」を実現する“えひめ” 
       １ 共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡大 
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第５章 こどもや若者のライフステージに応じた切れ目のない支援 
 

１ こどもや若者のライフステージを通した取組 
 

第１目標 こども・若者の最善の利益を第一に考える 

「こどもまんなか」“えひめ” 
 

【現状と課題】 
 令和５年４月に施行された「こども基本法」におけるこども施策の基本理念として、「全ての

こどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意

見を表明する機会及び多様な社会活動に接する機会が確保されていること」、「全てのこどもに

ついて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考

慮されること」が掲げられています。 

 一方で、国の調査によると、「自分自身に満足している」こども・若者の割合は半数を下回り、

諸外国と比べて我が国のこども・若者の自己肯定感や幸福度は低いとされています。 

 本県においても少子化・人口減少がまったなしの状況にある中、本県のこども施策の推進にあ

たっては、こどもや若者、子育て当事者の視点を尊重し、これら関係者の意見を聴き、対話しな

がら進めていくことが重要です。 

 

【具体的な施策】 
 子ども・若者を権利の主体として認識し、その多様な人格・個性を尊重し、権利を保障し、こ

ども・若者の今とこれからの最善の利益が優先されるよう努めます。 

（１）こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有 
① こども・若者の権利に関する普及啓発 

○すべてのこども・若者に対して、こども基本法の趣旨や内容について、理解を深

めるための情報提供や啓発を行うとともに、民間団体等と連携して、こども・若

者が権利の主体であることを広く周知・啓発を行います。 

② こども・若者から意見聴取 
◎こどもや若者を「将来を担う」というだけの存在ではなく、「いまを生きる県民」

として捉え、こども・若者等の意見を聴きながら、こども施策を「ともに進めて」

いきます。 

③ 社会参画・意見反映を支える環境整備 

◎こども・若者の社会参画と意見反映を車の両輪として進め、こどもや若者が意見

を言いやすい環境をつくるため、安全・安心な場をつくり意見を言いやすくなる

ように引き出すファシリテータ等の人材確保に努めます。 

○また、地域におけるこども・若者の意見反映・社会参画の拠点として、児童館や

こども食堂などの地域にある多様な場所や社会教育施設、民間団体等と連携して、

こども・若者の社会参画・意見反映を支える環境整備を進めます。 

 

 

 

 
目標指標 基準値 目標値 担当 

「こども施策に関して自身の意見が

聴いてもらえている」と思うこども・

若者の割合 

20.3％ 

（R5 全国調査） 

70％ 

（R8） 
少子化対策・男女参画室 

 

 

目標指標 
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第２目標 「こども・若者に温もりのある暮らし」を保障する“えひめ” 
 

【現状と課題】 
本県の令和４年度における児童虐待相談対応件数は、児童相談所で 1,737 件、市町で 1,399

件、計 3,136 件と過去最多を記録し、深刻な状況にあることから、児童相談所の体制を強化す

ることが喫緊の課題となっています。 

このため、要保護児童の安全確保を最優先とした迅速・的確な対応に繋げるため、児童相談所

における児童福祉司等の専門職員を増やすとともに、研修等の実施により専門性向上を図る必

要があります。 

また、児童虐待の早期発見・早期対応のためには、身近な相談窓口である市町における相談支

援体制の構築、強化も重要です。 

さらに、同一家庭で、ＤＶと児童虐待が行われることもあることから、ＤＶ対応と児童虐待対

応の緊密な連携が必要です。 

 

本県の代替養育を受けている児童数は、令和６年５月現在で、487 人（児童養護施設 290

人、乳児院 24 人、児童心理治療施設４人、児童自立支援施設７人、児童自立生活援助事業所

23 人、ファミリーホーム 52 人、里親 87 人）です。家庭で暮らすことができない理由は様々

ですが、こどもたち一人ひとりのニーズに合わせた養育環境を提供することができるよう、こど

もの権利擁護を念頭に、できる限りこどもの意向を尊重した対応に努める必要があります。 

また、児童養護施設等に入所中の児童はもとより退所者に対しても、就労や進学、安定した生

活を送るための支援を計画的に提供することが重要です。 

 

すべての県民が、障がいの有無にかかわらず、お互いに人格と個性を尊重し、共に暮らし、支

え合う「共生社会」の実現を目指し、障がい児（者）やその家族が、地域生活において必要な支

援を受けられるよう、体制整備に努めることが必要です。 

また、一人ひとりの障がいの状況に応じた就学の場の早期提供や、障がいの程度にかかわらず、

こどもたちが適切な教育を受けられるよう、施設・設備の充実や教職員の資質向上に努めること

が必要です。 

 

【具体的な施策】 
 すべてのこども・若者が保護者や社会に支えられ、自らの力で未来の社会をよりよいものに

変えていく力を身に付けるとともに、他者との関りを通じて社会に参画できるよう支援してい

きます。  

（２）多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり 
ア 遊びや体験活動の推進、生活習慣の形成・定着 

こども・若者の健やかな成長の原点である遊びや体験活動の重要性や、その機会を確保

することの重要性を認識し、年齢や発達の程度に応じて、自然体験、職業体験、文化芸術

体験など多様な体験・外遊びを含む様々な遊びができるよう、青少年教育施設の充実を含

め、地域資源も生かした遊びや体験の機会や場を創出するとともに、地域や成育環境によ

って体験活動の企画に格差が生じないよう配慮します。 

① 心豊かな人間の育成 
○これからの変化の激しい社会を担うこどもたちには、主体的に判断・行動

し、よりよく問題を解決する力や、他人を思いやる心、感動する心などの豊

かな人間性等、「生きる力」が必要です。  

○そこで、児童生徒が自己を確立し、社会の能動的形成者となるよう、学校の

教育活動全体を通じて、豊かな心をもち、たくましく生きる人間の育成を

図ります。 
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○先人の業績等を学び、郷土を愛する態度、よりよく生きる喜びなどの道徳

的価値の自覚を深める道徳教育や、実生活の課題を探究・解決する総合的

な学習の時間の充実に努めるとともに、職場体験活動、ボランティア活動、

自然体験活動、子育て体験活動などの体験活動を通して、豊かな心や社会

性、人間関係形成能力を育成するなど、児童生徒の心の教育の充実に努め

ます。 

○児童生徒一人一人に応じた指導の工夫や特別活動の活性化を図ることによ

り、個性を伸ばし、創造性を育て、豊かな感性や情操をもった児童生徒の育

成に努めます。 

② 健康教育の充実 
○教育課程説明会や教員研修会等を通じて、体育担当教員の資質向上や指導力強化

を図ります。 

○地域の優れたスポーツ指導者等を公立学校に派遣し、運動部活動の活性化を図り

ます。 

◎えひめ広域スポーツセンターを拠点として総合型地域スポーツクラブの創設・育

成を支援します。 

○こどもの体力の低下や「運動するこども」と「そうでないこども」の二極化

傾向を踏まえ、「えひめ子どもの体力向上プラン」、「第２次えひめ子ども

健康サポート推進計画」の取組から得た課題に基づき、学校、家庭、地域が

連携して、体育・スポーツ活動を推進します。 

○運動・生活習慣の改善等についても、粘り強い指導に努めます。  

○体育の授業改善や体育の授業以外で 運動する場を設定するなど、学校の教

育活動全体を通して、運動の日常化と豊かな人間性の育成に努めます 

○栄養教諭を中核とした食育の充実をはじめ、地域の専門家や関係機関等と

連携した健康教育を一層推進します。 

○養護教諭研修等を実施し、健康教育指導者の資質向上を図ります。 

○小中学校を中心に、フッ化物洗口を普及させるとともに、歯科保健指導を実施し

ます。 

○学校教育の場において、未成年の喫煙防止等に関する教育を継続するとと

もに、家庭や地域を巻き込んだ包括的な教育を推進します。  

○性に関する教育、薬物乱用防止教育、安全教育に取り組み、生涯を通じ健康

で明るい生活を営むための基礎づくりに努めます。  

③ 食育の推進 
◎保健所、市町及び民間ボランティア等が連携し、ライフステージに応じたこども

の食育を推進します。 

○栄養教諭等を中心とした食に関する指導の充実を図ります。 

○それぞれの地域特性を踏まえ、郷土への愛着と食文化に根ざした食育を、地産地

消を含め関係機関と連携して推進します。 

④ 読書活動と生涯学習の推進 
○こどもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものに

し、人生をより深く生きる力を身に付けることができるよう、朝の読書活

動の実施など、読書活動の推進に努めます。 

○学校図書館においては、こどもの自由な読書活動や読書指導の場である「読

書センター」や学習活動を支援したり授業の内容を豊かにしてその理解を

深めたりする「学習センター」、情報ニーズに対応したり情報の収集・選

択・活用能力を育成したりする「情報センター」としての機能の充実に努め

るとともに、司書教諭の配置促進を図り、学校図書館資料の選択・収集・提

供やこどもの読書活動に対する指導等を行います。  

○県立図書館においては、関係機関との連携・協力を深め、こどもへの読み聞
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かせや地域の指導者の養成等を推進するとともに、こどもの読書に関する

情報の収集・発信、こどもの読書活動の推進に関わる団体・関係者の育成な

ど、こども読書活動の推進支援センターとしての機能の充実に努めます。  

○県立図書館を始めとする地域の図書館と学校図書館の連携を更に深め、調

べ学習用の図書・資料の貸出や職場体験学習に対する協力、キャリア教育

への支援など、学校図書館への支援に努めます 

○「愛媛県子ども読書活動推進計画」に基づき、こどもの読書環境の充実を図

るとともに、地域の活動リーダー、ボランティア等の養成に努めます。  

○多様な学習ニーズに対応する「生涯学習社会」を実現するため、学習機会を

充実する取組や学習した成果が適切に評価されるための仕組みづくりの推

進に取り組みます。 

⑤ 「少年の日」による自己確立の促進 
○県社会福祉協議会の主唱により定めた「少年の日」を通じて、社会の一員と

しての自覚を新たに促し、将来を見据えて志を立て、心身共に健康で自律

的に行動できる生徒の育成に努めます。  

○式典や集会、記念行事などの学校行事を通して、喜びや苦労を分かち合い

ながら、共通の目標を達成することにより、共に協力し、信頼し合える望ま

しい人間関係づくりに努めます。 

○学校、家庭、地域が連携して、「少年の日」の行事に取り組み、地域を挙げ

ての青少年の健全育成に努めます。 

○県、教育委員会及び愛媛県青少年育成協議会が連携・協力し、「少年の日」

の三つの目標（自覚、立志、健康）を記載した啓発資料を中学校２年生に配

付し、大人への成長の自覚を促します。  

⑥ 青少年スポーツ活動の推進 
○「えひめ広域スポーツセンター」を通じて、総合  型地域スポーツクラブの

設立や運営について支援を行い、地域スポーツの活性化に努めます。  

○青少年の多様なニーズに応じたスポーツ活動を、競技団体、総合型地域ス

ポーツクラブ等の関係団体において、計画的・継続的に実施し、青少年の体

力の向上と生涯を通してスポーツに親しむ素地を培っていきます。  

○スポーツ教室、スポーツ大会、野外活動等各種スポーツ活動を通して、青少

年が、健全な生活習慣を身に付けることができるよう努めます。  

○東・中・南予に障がい者地域スポーツコーディネーターを設置し、各特別支

援学校の学校体育施設等を地域拠点施設として位置付け、在校生、卒業生、

地域の障がい者等を対象にスポーツの体験交流会や競技会を開催し、地域

の障がい者等が身近にスポーツを楽しめる場を提供します。  

○ジュニア選手の海外遠征や外国選手の合宿受入など、スポーツを通じた国

際交流を推進し、競技力向上や異文化理解促進を図ることにより青少年の育成

に努めます。 

⑦ 体験活動の推進 
○こどもが主体的に参加できる、社会体験、自然体験、交流体験など様々な体

験活動を促進し、創造力、忍耐力、社会性、協調性、連帯感などを身に付け

させるとともに、自然や科学、読書、環境問題などこどもと大人が一緒に体

験できる教室や講座を開催し、豊かな体験活動の推進を図ります。  

○えひめ青少年ふれあいセンターにおいては、共同宿泊生活を通したスポー

ツや文化活動などの体験活動を支援し、「規律・協同・友愛・奉仕の精神」

を育み、心豊かで健全な青少年の育成を推進します。  

⑧ 青少年の社会参加活動の推進 
○青少年に社会での役割や責任を自覚してもらうことが重要であり、学校に

おいて、勤労や奉仕・ボランティア等にかかわる体験的な学習を行うとと
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もに、地域においても、地域行事、ボランティア活動、サークル活動等によ

り多様な青少年の社会参加活動を推進します。 

○特に高校生を中心とした青少年の自主的・自発的ボランティア活動や健全

な交流活動を官民協働で支援することにより、青少年の社会参加活動、ボ

ランティア活動を促進していくとともに、ボランティア活動の普及・啓発

に取り組みます。 

⑨ 青少年の政治参画の促進 
○教育基本法や学習指導要領に基づき、政治的教養の教育を充実させ、国家

及び社会の形成者として必要な資質を養います。  

○生徒が主権者としての判断を適切に行うことができるよう、系統的、計画

的な指導を実施するとともに、選挙管理委員会や議会事務局等との連携を

進め、現実の具体的な政治的事象も取り扱い、生徒が主権者としての権利

を円滑に行使することができるよう、より実践的な教育活動を推進します。 

⑩ 学校における進路指導の充実 
○生徒の人生100年時代や超スマート社会（「Society5.0」）、グローバル

化、人口減少など社会構造の急速な変化に柔軟に対応できる力の向上を図

るとともに、生徒が自己理解を深め、自らの能力、適性、進路希望に基づい

て、将来の進路を主体的に選択し、自己実現が図れるよう、適切な援助・指

導に努めます。 

○教育プログラムの充実・改善により、即戦力となる職業人の育成や上級学

校卒業後の進路を見据えたキャリア教育を推進し、児童生徒一人一人の勤

労観・職業観の育成を図ります。 

⑪ 職場体験活動の充実 
○生徒の進路意識の未成熟や勤労観、職業観の未発達などの課題の解決を図

り、次代を担う若者が、希望を持って職業人生を送れるようにするため、

小・中学校の段階から、職場体験などの職業教育を推進するとともに、職業

選択を考える高校生に対しては、地元産業界へのインターンシップ・職場

見学を実施するなど、キャリア教育の充実を図ります。  

○生徒が実際的な知識や技術・技能に触れることを通して、学ぶことの意義

を理解し、主体的に進路を選択・決定する態度や意志、意欲などを培ってい

きます。 

○望ましい職業観・勤労観を身に付けるだけでなく、働く厳しさややりがい、

地域産業等のよさを感じられる５日間の職場体験学習を全公立中学校   

及び全県立中等教育学校前期課程で実施し、中学生のキャリア教育の充実

を図ります。 

⑫ 優れた芸術文化と命の大切さを感じる機会の提供 
○えひめ愛顔の子ども芸術祭や、とべもり+（プラス）を拠点とした芸術祭など、こ

どもを対象とした芸術文化に参加・鑑賞する機会の確保に努めます。 

○小・中学生に対する総合科学博物館、歴史文化博物館及び県美術館の常設展観覧

料無料の継続に努めます。 

○とべ動物園において、こどもに命の大切さを伝える機会の確保に努めます。 

 

イ こどもまんなかまちづくり 
こどもや子育て当時者が安心・快適に日常生活を送ることができるよう、こどもの遊

び場とそのアクセスの確保や親同士・地域住民との交流機会を生み出す空間の創出を推

進するとともに、子育てにやさしい住まいの拡充や住宅支援を強化します。 

 

ウ こども・若者が活躍できる機会づくり 
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① 創造的な未来を切り拓く子ども・若者の応援 
○これから創業する方や創業後５年未満の事業者向けの融資制度を設けるな

ど、若者の創業を支援します。 

〇愛媛ふるさと暮らし応援センターや移住コンシェルジュを設置し、大都市

圏での移住フェア開催など移住相談機会を確保し、本県への就職・就農・

起業支援情報の提供等を行い、若者のUIターン移住の促進を図ります。 

〇県移住サイト「えひめ移住ネット」などデジタル媒体・技術を活用し、若

者ニーズに対応した愛媛暮らしの魅力発信や情報提供を行うほか、移住へ

の不安解消を図る移住体験機会の提供に努めます。  

〇テレワークなど本県への転職なき移住が可能となるよう、受入態勢を整

え、若者の多様な働き方に対応した環境づくりを図ります。  

〇求人・移住総合情報サイト「あのこの愛媛」を活用し、県外の移住希望者

と県内企業とのマッチングを促進するとともに、市町とも連携した若者の

就業・起業等による本県への移住を支援します。  

〇県内の自治体と大学等との連携を強化するため、意見交換や情報共有等を

行う連絡会議を設置し、地元就職の拡大や地元自治体等と連携した取組を

促進します。 

〇地域にとって貴重な人材となる地域おこし協力隊の誘致を市町と一体とな

って推進し、着任した隊員がしっかりと地域に定着できるよう受入から定

着に至るまで、きめ細かな支援を行い、有能で高度な技能を持った若者の

力による地域力の維持・強化を図ります。  

② ＥＳＤの推進 
○学校の教育活動全体を通じて、児童生徒が現代社会の課題を自分のことと

して捉え、その解決に向けて主体的に行動する取組を推進することにより、

持続可能な社会の創り手の育成に努めます。  

③ グローバル社会で活躍する人材の育成 
○言語や文化に対する理解を深めさせるとともに、積極的にコミュニケーシ

ョンを図ろうとする態度を育成し、情報や考えなどを的確に理解したり適

切に伝えたりすることのできる能力を養う外国語教育を推進します。  

○国等が実施する事業等を積極的に活用し、意欲と能力のある生徒に対し、

海外への留学機会を付与するための支援を充実させるとともに、留学生の

受入れ体制を整え、国際的に開かれた学校づくりを推進します。  

○生徒の国際交流の機会を積極的に設け、あらゆる教育活動の場を通して、国

際感覚を大切にする指導を行い、国際化時代に主体的に対応できる人材の育

成に努めます。 

○内閣府が行う青年国際交流事業に係る参加青年の募集等に協力することに

より、国際的視野と国際協調の精神を身に付けた次代を担うにふさわしい

青少年の育成支援に努めます。 

④ スポーツ・文化活動の次世代育成 
○東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機に培った友好国・地域

との関係を継続・発展させ、代表クラス選手との交流機会を創出し、次世代

アスリートの意識向上や技術力の向上に努めます。  

○国際大会や全国レベルの大会で、自らの能力を最大限発揮することができ

る練習環境整備や、トップアスリートの育成強化に努めます。  

○豊かな文化や優れた芸術に気軽に親しめる環境づくりに努め、文化の創造

や次代への継承を支える人材の育成に努めます。  

 

エ こども・若者の可能性を広げていくためのジェンダーギャップの解消 
○保健所等において、思春期の身体的・精神的な悩み相談を実施します。 
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○児童思春期における心の問題に対応できる専門家（医師、看護師、精神保健福祉

士、公認心理師等）を養成するため、思春期精神保健対策研修を行います。 

○男女が共に参画する家庭・地域づくりを進めるため、子どもの時から成長段階に

応じた教育・啓発を行います。  

○県の広報紙やホームページ、各種講座等の開催により、男女共同参画に関する情

報発信や意識向上を図ります。 

◎固定的性別役割分担意識を解消し、お互いが協力して子育てや家事などの家庭責

任を担うことができるよう、様々な機会・媒体を活用した普及啓発活動を推進し

ます。 

 

（３）こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供 
① 地域の実情に応じた小児救急医療体制の整備 

◎各圏域の小児救急医療機関として、小児救急医療サービスの確保を図っていきま

す。 

◎小児救急医療電話相談を実施し、小児患者の保護者等向けの電話相談体制を整備

することにより、地域の小児救急医療体制を補強します。 

○小児を含む救急患者の救命率の向上や後遺症の軽減等を図るため、ドクターヘリ

のより効果的・効率的な運用に努めます。 

    ② 小児科医師の確保 
○小児科医師の適正な配置等を行うため、医師確保対 策について、国等に働き掛

けます。 

    ③ 乳幼児の疾病の早期発見・早期治療 
○市町が実施する乳幼児医療費助成の底上げに努めます。 

◎先天性代謝異常等の早期発見・早期治療により心身障がい児の発生を予防するた

め、新生児マススクリーニング検査を実施します。 

    ④ 疾病の予防 
○感染症を予防するため、予防接種の重要性についての周知を図ります。 

○予防接種センター（県立中央病院）において、かかりつけ医では対応しにくい予

防接種要注意者に対する接種や、予防接種の専門的な相談指導を推進します。 

    ⑤ 小児慢性特定疾病児童等及びその家族の支援 
○慢性的な疾病にかかっていることにより、長期にわたり療養を必要とする児童等

の健全育成及び自立促進を図るため、小児慢性特定疾病児童等及びその家族から

の相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行います。 

○長期にわたり医療施設において療養を必要とする児童の家族等に対する宿泊及

び休養の施設「ファミリーハウスあい」の運営により、小児慢性疾病児童等及び

その家族を支援します。 

 

  イ プレコンセプションケアを含む成育医療等に関する研究や相談支援等 
〇男女ともに性や妊娠に関する正しい知識を身に付け、若いうちから健康管理を行

うよう促すプレコンセプションケアの普及啓発に努めるとともに、市町の取組を

支援します。 

〇不妊、予期せぬ妊娠や基礎疾患を持つ方の妊娠、性感染症等への適切な相談支援

や、妊娠・出産、産後の健康管理に係る支援を行うため、家庭生活に困難を抱え

る特定妊婦等を含む当事者が必要としている支援につながることができるよう

切れ目のない支援体制を構築します。 

 

ウ 慢性疾病・難病を抱えるこども・若者への支援 
〇慢性的な疾病にかかっていることにより、長期にわたり療育を必要とする児童等
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の健全育成及び自立促進を図るため、小児慢性特定疾病児童等及びその家族から

の相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行います。 

〇長期にわたり医療施設において療育を必要とする児童の家族等に対する宿泊及

び休養の施設「ファミリーハウスあい」の運営により、小児慢性疾病児童等及び

その家族を支援します。 

 

（４）こどもの貧困対策 
本県では、平成 27 年３月に策定した「第２期 えひめ・未来・子育てプラン（前期計

画）」において、こどもの貧困対策への取組みを柱の一つに掲げ、ひとり親家庭に対する

就業支援、修学資金の貸付けなどの経済的支援や生活支援に積極的に取り組んできました。 

   このような中、令和元年６月に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が改正され 

○子どもの「将来」だけでなく、「現在」の生活等に向けても、子どもの貧困対策を総合

的に推進することを目的とすること。 

○子どもの最善の利益が優先考慮されること、及び貧困の背景には様々な社会的要因があ

ること等を基本理念とすること。 

○市町による子どもの貧困対策計画の策定を努力義務化すること。 

といったこと等が盛り込まれました。 

令和元年 11 月には、国の「子どもの貧困対策に関する大綱」が改訂され、子どもを第

一に考えた支援を包括的・早期に実施することとされました。 

令和５年４月に「こども基本法」が施行され、これを受けて令和５年に「こども大綱」

が策定され、これまで別々に作成・推進されてきた、少子化社会対策基本法、子ども・若

者育成支援推進法及び子どもの貧困対策の推進に関する法律に基づく３つのこどもに関

する大綱を一つに束ね、こども施策に関する基本的な方針や重要事項等が一元的に定めら

れました。 

県では、これまでにも、貧困対策計画について、「第２期えひめ・未来・子育てプラン」

に組み込んでおり、引き続き、「愛媛県こども計画」で一元的に取り扱うこととし、子ど

もの貧困問題に正面から向き合い、子育てや貧困を家庭のみの責任とするのではなく、市

町におけるこどもの貧困対策についての計画の策定を促すなど、地域や社会全体で協力し

て課題を解決するという意識を持ち、こどもファーストの考え方の下、市町や関係機関と

緊密に連携しながら、官民共同により令和元年 10 月に設置した「子どもの愛顔応援ファ

ンド」を効果的に活用しながら、貧困対策大綱で示された３９の指標の改善に向け、教育・

生活・保護者に対する就労・経済的支援など、地域の実情に合わせた支援の取組みを積極

的に進めていくこととします。 

このほか、親権に関する規定の見直しや養育費の履行確保などを内容とする民法等改正

法（令和６年法律第 33 号）の成立を踏まえ、正しい理解の促進を図るため、ひとり親家

庭に向けた当事者目線での周知・広報に努めてまいります。 

 

ア 教育の支援 

（ア）幼児教育・保育の無償化の推進及び質の向上 

① 幼児教育・保育の無償化 
○年齢や発達に合わせた質の高い幼児教育・保育は、こどもの健全な育ちや家庭に

おける親の子育て環境に大きな影響を与えることから、幼稚園・保育所・認定こ

ども園等の充実は貧困の世代間連鎖を断ち切ることにもつながります。このため、

すべてのこどもが安心して質の高い幼児教育・保育の無償化を着実に実施します。 

② 幼児教育・保育の質の向上 

※第５章２（１）ア「幼児教育・保育の充実」で後掲 

 

（イ）地域に開かれたこどもの貧困対策のプラットフォームとしての学校指導・運
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営体制の構築 

① スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーが機能する体制の 

構築等 
○児童生徒の家庭環境等を踏まえた指導体制の充実を図ることとし、貧困家庭のこ 

どもたち等を早期の段階で生活支援や福祉制度につなげていくことができるよ

う、配置状況も踏まえ、スクールソーシャルワーカーの配置時間の充実等、学校

における専門スタッフとして相応しい配置条件の実現を目指すとともに、勤務体

制や環境等の工夫等学校においてスクールソーシャルワーカーが機能する取組

を推進し、こうした体制づくり等を通じて、ケースワーカー、医療機関、児童相

談所、要保護児童対策地域協議会等の福祉部門や放課後児童クラブと学校等との

連携強化を図ります。 

○児童生徒の心理に関する支援を行うスクールカウンセラーについても、配置状況

を踏まえ、配置時間の充実等専門スタッフとして相応しい配置条件の実現を目指

します。 

○子育てに悩みや不安を抱える保護者等、地域における保護者に対する家庭教育支

援を充実するため、学校等と連携し、家庭教育支援チーム等による学習機会の提

供や情報提供、相談対応、地域の居場所づくり、訪問型家庭教育支援等の取組を

推進します。 

② 学校教育による学力保障 
○家庭環境や住んでいる地域に左右されず、学校に通うこどもの学力が保障され 

るよう、少人数指導や習熟度別指導、放課後補習等の個に応じた指導を行うため、

教職員等の指導体制を充実し、きめ細かな指導を推進するとともに、こどもが学

校において安心して過ごし、悩みを教職員に相談できるよう、多様な視点からの

教育相談体制の充実を図ります。 
○学校における具体的な支援体制を充実させる観点から、現職教員を中心に、子ど

もに自己肯定感を持たせ、子どもの貧困問題に関する理解を深めてもらうため、

校内研修等の実施を促します。 
○「愛媛県学力向上推進計画」に基づき、組織的・計画的な学力向上システムを継

承し、県内各小・中学校の学力に関する検証改善サイクルを強化するとともに、

取組を検証して課題の克服を図ることにより、児童生徒の確かな学力の一層の向

上に努めます。 
 

（ウ）高等学校等における修学継続のための支援 

① 高校中退の予防のための取組 
○高校中退を防止することは、将来の貧困を予防する観点から重要であるため、学

習等に課題を抱える高校生の学力向上、進路支援等のための人材を高等学校に配

置するなど、高等学校における指導・相談体制の充実を図るとともに、課題を抱

える生徒の多い高等学校での優れた取組の普及を図ります。 

○在学中の妊娠・出産を機に高校を中退する生徒もいますが、生徒が妊娠した場合

には、母体の保護を最優先としつつ、教育上必要な配慮を行うべきものであるこ

とについて、周知を図ります。 

○学校と地域社会等による優れた連携・協働の取組への表彰や、学校のキャリア教

育の指導内容に関する手引・パンフレットの周知、教員向けの説明会の実施等に

より、各学校における発達の段階に応じた体系的なキャリア教育の充実を図りま

す。 

○高等学校の定時制課程及び通信制課程に在学する勤労青少年で、経済的に修学が

困難な者に対し、修学奨励資金を貸与します。 

○勤労青少年の県立高等学校の定時制課程及び通信制課程への修学を促進し、教育

の機会均等を保障するため、教科書学習書の給与を行います。 
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② 高校中退後の支援 
○高校中退者等を対象に、地域住民・民間団体等の様々な地域資源を活用しながら

高等学校卒業程度の学力を身に付けさせるための学習相談及び学習支援を実施

する取組を支援・推進します。 

○若年無業者の総合相談窓口である地域若者サポートステーションやハローワー

ク等が実施する支援内容等について、高校等と連携しながら高校中退者等への情

報提供や訪問支援を行うなど、就労支援や復学・就学、ニート化の未然防止のた

めの取組を進めます。 

○高校等中退者が高等学校等に再入学して学び直す場合、授業料に係る支援を受け

ることができるよう、高等学校等就学支援金相当額を支給します。（全日制の場

合は最長１年間、定時制・通信制の場合は最長２年間） 

○ジョブカフェ愛 work において、若年求職者に対するかかりつけ職業相談、スキ

ルアップセミナー等を実施します。 

○若年無業者の職業的自立を支援するため、地域若者サポートステーションに臨床

心理士、ジョブトレーナーを設置し、様々な相談に応じるとともに、各種セミナ

ーや職場体験等の支援プログラムのほか、ニート支援啓発のためのリーフレット

作成やフォーラム等を実施します。 

 

（エ）大学等進学に対する教育機会の提供 

① 高等教育の修学支援 
○高等教育段階においては、意欲と能力のある若者が、経済的理由により大学等へ

の進学を断念することがないよう、国の修学支援新制度により、真に支援の必要

な住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生に対し、授業料及び入学金の減

免と給付型奨学金の支給による支援を行います。 

○生活困窮世帯等に対し、若者学習サポート事業により、高校進学前後の生徒等へ

の学習支援や居場所づくりに取り組みます。 

○ひとり親家庭学習支援ボランティア派遣事業、若者就学支援事業、えひめ未来塾

といった事業を各地域にて実施し、児童への学習支援や進学相談等を実施するこ

とにより、学習意識と学力の向上を図ります。 

 

（オ）特に配慮を要するこどもへの支援 

① 児童養護施設等のこどもへの学習・進学支援 
○児童養護施設等で暮らすこどもが、年齢や発達状況に応じて、スポーツや表現活

動を実施できるよう、こどもの状況に配慮した支援を行います。 

○児童養護施設等で暮らすこどもの大学等進学を推進するため、入所中における学

習支援の充実を図るとともに、経済的理由により進学を断念することがないよう、

進学に際し必要な学用品費等の購入費や進学後の生活費等の支援を行います。 

② 特別支援教育に関する支援の充実 
○特別支援教育について、特別支援教育就学奨励費等を通じて、障がいのある児童

生徒等への支援の充実を図ります。 

③ 外国人児童生徒等への支援 
○外国人児童生徒等についても、教育の機会が適切に確保され、高等学校や専門学

校・大学等への進学、就職が円滑に実現できる環境を整備するため、就学状況の

把握及び就学促進や、日本語指導の研修受講など教職員のキャリア教育等の支援

を進めます。 

 

（カ）教育費負担の軽減 

① 義務教育段階の就学支援の充実 
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○義務教育段階においては、学校教育法第 19 条の規定に基づき、各市町が就学援

助を実施していますが、国が定期的に実施・公表する就学援助の実施状況等を活

用し、各市町における就学援助の活用・充実を促すとともに、制度の周知・広報

等に取り組みます。 

○平成 29 年度から、市町が就学予定者に対し新入学児童生徒学用品費等を支給し

た場合の経費についても国が補助対象としたことを踏まえ、援助を必要とする時

期に速やかな支給が行えるよう、各市町の入学前支給の実施を促します。 

② 高校生等への修学支援等による経済的負担の軽減 
○経済的な理由により高等学校の就学機会が妨げられることなく、安心して教育

を受けられるよう、高等学校等就学支援金制度により、授業料を実質無償化

（私立高等学校授業料については、令和 2 年 4 月から年収 590 万円未満世帯

が対象）します。 

○授業料以外の教育費における経済的負担の軽減を図るため、高校生等奨学給付

金制度により、奨学のための給付金を支給し、低所得世帯の高校生等の就学の

機会を拡大します。 

③ 生活困窮世帯等への進学費用等の支援 
○県社会福祉協議会が実施する生活福祉資金貸付制度により、低所得世帯の子ども

が高校や大学等において修学するための入学金、授業料等の貸付けを行います。 

○生活保護世帯のこどもが、高等学校等に進学する際には、入学料、入学考査料等

を支給するとともに、生活保護世帯の高校生の就労収入のうち、本人の高校卒業

後の大学等の進学費用にかかる経費に充てられるものについては、収入として認

定しない取扱いとします。 

○生活保護世帯の子どもが大学等に進学した際に、新生活の立上げ費用として進学

準備給付金を給付するとともに、大学等へ進学後も引き続き、出身の生活保護受

給世帯と同居して通学している場合は、大学等に通学している間に限り、そのこ

どもを含めた人員による住宅扶助額を支給します。 

○大学等への進学を検討している高校生等のいる生活保護世帯に対して、進学に向

けた各種費用についての相談や助言、各種奨学金制度の案内等を行います。 

○生活保護における教育扶助について、必要な費用を学校長に対して直接支払うこ

とにより、目的とする費用に直接充てられるよう適切に実施します。 

④ ひとり親家庭への進学費用等の負担軽減 
○ひとり親家庭のこどもが、高等学校等の修学の継続や大学等への進学を断念す 

ることがないよう、母子父子寡婦福祉資金貸付金による経済的支援を継続します。 
○ひとり親家庭のこどもが高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受講し

た場合の費用への支援を引き続き実施します。 
 

（キ）地域における学習支援等 

① 地域学校協働活動における学習支援等 
○学校教育以外の学習支援については、学力の向上のみならず、学習や将来への意

欲を高める機能も期待されることから、地域学校協働活動、放課後子ども教室、

えひめ未来塾など幅広い地域住民等の参画による学習支援等の促進を図ります。 

○地域学校協働活動を推進する中において、地域における学習支援等の充実を図る

とともに、一定の要件を備えたフリースクール等が実施する学校と連携した教育

活動に対する助成を通じて、多様で適切な教育機会の確保に努めます。さらに、

地域と学校の連携・協働体制の基盤となるコミュニティ・スクール（学校運営協

議会制度）と地域学校協働本部の設置促進に取り組みます。 

○スポーツの場を提供する総合型地域スポーツクラブ等の活用や、多様な民間企

業・団体・大学等によるものづくり、文化・伝統等の教育プログラムの実施を推

進します。 
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② 生活困窮世帯等への学習支援 
○生活保護世帯のこどもを含む生活困窮世帯のこどもを対象に、生活困窮者自立支

援法に基づき、こどもの学習・生活支援事業を実施し、学習支援や進路選択に関

する相談や居場所づくり等の支援を行います。 

○ひとり親家庭のこどもの学習習慣の定着等に向けて、放課後児童クラブ等の終了

後に生活習慣の習得・学習支援、食事の提供等を行うことが可能な居場所づくり

を推進します。 

○ひとり親家庭の児童のためにボランティアを中心とした学習支援活動を行い、学

習への意識と学力の向上を図り、将来の就業などの自立につなげます。 

 

（ク）その他の教育支援 

① 夜間中学の設置促進・充実 
○夜間中学は、義務教育未修了者に加え、外国籍の者、入学希望既卒者、不登校と

なっている学齢生徒等の多様な生徒を受け入れる重要な役割を担っていること

から、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する

法律等に基づき、全ての都道府県に少なくとも一つの夜間中学を設置するよう促

進していることに鑑み、夜間中学について、広く県民に対してニーズ調査を行う

とともに、随時、市町の意向を確認するなど、設置の必要性について検討します。 

② 学校給食等を通じたこどもの食事・栄養状態の確保 
○生活保護制度による教育扶助や就学援助制度による学校給食費の補助を行い、低

所得世帯への支援を引き続き実施します。 

○学校給食法の目的に基づき、学校給食の普及・充実及び食育の推進を図り、適切

な栄養の摂取による健康の保持増進に努めます。 

○経済的困難を抱える県立中等教育学校前期課程及び県立特別支援学校の児童生

徒に対して、学校病治療のための医療費及び学校給食費を援助します。 

○栄養教諭を中核とした食育推進のための実践的な取組みを実施します。また、学

校給食における栄養管理について研究し、あわせて児童生徒の「食と運動」につ

いて生活習慣の改善を図ります。 

○こども食堂など、地域におけるこどもの居場所づくりや多世代が参加するコミュ

ニケーションの場づくりを通して、低所所得世帯のこどもや孤食が常態化してい

るこどもの適切な食事・栄養状態を確保するため、その運営を支援します。 

③ 多様な体験活動の機会の提供 
○地域学校協働活動を推進する中において、多様な民間企業・団体・大学等による

スポーツ、ものづくり、文化芸術等の教育プログラムの実施を推進します。 

○国際化の進む社会の各分野で活躍できる青年の育成を図るため、経済状況にかか

わらず、多様な教育・研修機会が得られるよう、意欲ある青年に対する参加支援

等に努めます。 

 

イ 生活の安定に資するための支援 

（ア）親の妊娠・出産期、こどもの乳幼児期における支援 

① 妊娠・出産期からの相談・切れ目のない支援 
○妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行うため、妊産婦健康診査・乳

幼児健康診査の場の活用や乳児家庭全戸訪問事業等を通じて、子育てに関する情

報の提供や乳幼児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行い、子育

て世代包括支援センターや子ども家庭総合支援拠点、養育支援訪問事業による訪

問等により、保護者から養育についての相談を受け、助言等を行います。 

○子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や子育ての不安や悩みを相談できる地域

子育て支援拠点の設置を促進することで、孤立した育児とならないように支援を
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行います。 

○妊産婦等からの相談に応じ、健康診査等の「母子保健サービス」と「子育て支援

サービス」を一体的に提供できるよう、子育て世代包括支援センターの設置を促

進します。 

② 特定妊婦等困難を抱えた女性の把握と支援 
○妊娠の届出や母子健康手帳の交付、医療機関への受診、乳児家庭全戸訪問事業等

により把握された特定妊婦等に対し、子育て世代包括支援センターや子ども家庭

総合支援拠点、要保護児童対策地域協議会が中心となって、関係機関の連携の下

に養育支援訪問事業等の適切な支援を行います。 

○婦人相談所において、特定妊婦を含む困難な問題を抱える女性に対し、相談・保

護を行うとともに、必要に応じて母子生活支援施設への一時保護委託や婦人保護

施設への入所措置を実施します。 

 

（イ）保護者の生活支援 

① 保護者の自立支援 
○複合的な課題を抱える生活困窮者に対し、生活困窮者自立支援法に基づく自立相

談支援事業において包括的な支援を行うとともに、必要に応じ適切な関係機関に

つなぎます。 

○生活困窮世帯のうち就労に向けた準備が必要な者に対し、就労準備支援を実施す

るとともに、生活困窮世帯の自立助長の観点から、家計に課題を抱える世帯に対

する家計改善支援を実施します。 

○生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業、就労準備支援事業、家計改善

支援事業の一体的な支援の実施を推進します。 

○生活困窮者や生活保護受給者の就労支援について、就労支援員による支援やハロ

ーワークと福祉事務所等のチーム支援、就労の準備段階の者への支援など、きめ

細かい支援を実施します。 

○生活保護受給者の就労や自立に向けたインセンティブの強化として、積極的に求

職活動に取り組む者への就労活動促進費の支給や、安定した職業に就いたこと等

により保護を脱却した場合に、就労自立給付金を支給します。 

○母子・父子自立支援員等を中心とした相談・支援の充実に努めます。 

○母子・父子自立支援プログラム策定員が、個々の児童扶養手当受給者等の状況・

ニーズ等に対応した自立支援計画を策定し、ハローワーク等と連携の上、きめ細

かな自立・就労支援に努めます。 

○母子家庭等就業・自立支援事業を通じて、ひとり親家庭の親に対する就業相談、

就業支援講習会の開催、就業情報の提供など、就労支援に努めます。 

○能力開発や資格取得に向けた取組みに対する給付金の支給を通じて、ひとり親家

庭の親の就業支援の推進に努めます。 

○離職者の再就職のために、民間教育訓練機関等を活用した職業訓練を実施するこ

とにより、就職の促進を図ります。また、就職に役立つ知識・技能を習得するた

めの知識習得訓練の実施に当たっては、求職中のひとり親家庭の親の優先的な受

入れを行います。（一部の訓練コースでは、要件を満たす場合に託児サービスの

利用が可能） 

○仕事と育児をはじめとする家庭生活が両立しやすい職場環境づくりや女性活躍

の推進に積極的に取り組む企業を「ひめボス宣言事業所」として認証し、子育て

世帯の親はもとより、誰もが働きやすく、働きがいのある環境整備を促進すると

ともに、就業に向けた社会的機運を高めます。 

② 保育等の確保 
○就労希望等により保育を必要とするすべての子育て家庭のニーズに対応するた

め待機児童解消が図られるよう保育の受け皿を確保します。 
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○放課後児童クラブについては、「新・放課後子ども総合プラン」に基づき、着実

にその整備を進めるとともに、対象となる児童が家庭の事情にかかわらず利用で

きるよう、引き続き支援していきます。 

○保育士等キャリアアップ研修において、「保護者支援・子育て支援」の研修分野

の中で具体的な研修内容の例として「こどもの貧困」に関する対応を盛り込み、

担当職員の専門性の向上を図ります。 

○指定保育士養成施設における養成課程において、こどもの貧困をはじめ、「社会

福祉」及び「こども家庭福祉」について履修することを通じ、こどもの貧困に関

する保育士の理解を深めるよう努めます。 

○母子及び父子並びに寡婦福祉法で市町に義務付けられている保育所への入所や

放課後児童クラブの利用に際し、ひとり親家庭の福祉が増進されるよう、ひとり

親家庭への特別な配慮について、引き続き周知に努めます。 

③ 保護者の育児負担の軽減 
○子育て家庭の様々なニーズにより一時的に保育が必要となった乳幼児を保育所、

幼稚園以外のその他の場所において預かり、必要な保護を行う事業の充実を図り

ます。 

○児童養護施設等で一時的にこどもを預かるショートステイ事業やトワイライト

ステイ事業等、保護者の疾病や育児疲れ等により一時的に子どもを養育すること

が困難になった場合に活用可能な支援を推進します。 

 

（ウ）子どもの生活支援 

① 生活困窮世帯等のこどもへの生活支援 
○生活保護世帯のこどもを含む生活困窮世帯のこどもを対象に、生活困窮者自立支

援法に基づき、こどもの学習・生活支援事業を実施し、学習支援や進路選択に関

する相談や居場所づくり等の支援を行います。 

○育児と仕事を一手に担うひとり親家庭について、こどもに対するしつけや教育な

どが十分に行き届きにくいなどの事情を考慮し、ひとり親家庭のこどもの基本的

な生活習慣の定着に向けて、放課後児童クラブ等の終了後に生活習慣の習得・学

習支援、食事の提供等を行うことが可能な居場所づくりを推進します。 

② 社会的養育が必要な子どもへの生活支援 
○生活基盤が不十分なため、親が自分でこどもを育てられない場合においても、家

庭と同様の環境である里親やファミリーホームで養育されるよう支援するため、

平成 28 年の児童福祉法改正において法定化された「家庭養育優先の原則」の理

念に基づき、里親の開拓や里親教育、特別養子縁組等を進めます。 

○こども本人の家庭環境に対する抵抗感が強いなどの理由により、施設養育が必要

とされるこどもに対してもできる限り良好な家庭的環境で養育されるよう支援

するとともに、ケアニーズの非常に高い子ども等、生活単位が集合する場合にお

いても、十分なケアが可能となるよう、できるだけ少人数の生活単位で養育され

るよう支援します。 

③ 食育の推進に関する支援 
○乳幼児期は、こどもの健やかな発育・発達及び健康の維持・増進の基盤となる時

期であると同時に、望ましい食習慣や生活習慣の形成に極めて大きな役割を果た

す時期でもあるため、すべてのこどもが健やかに育つ社会の実現を目指す「健や

か親子 21（第２次）」の趣旨を踏まえつつ、乳幼児健康診査等における栄養指導

の機会等を活用し、疾病や障害、経済状態等の個人や家庭環境の違い、多様性を

踏まえた食育の推進を図ります。 

○保育所を始めとした児童福祉施設においては、ふさわしい食生活が展開され、適

切な援助が行われるよう、各施設において、「児童福祉施設における食事の提供

ガイド」の活用等を通じ、こどもの発育・発達状態・健康状態・栄養状態・生活
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状況等を把握し、それぞれに応じた必要な栄養量が確保できるように努めるとと

もに、食育の観点から、食事の提供や栄養管理を行い、こどもの健やかな発育・

発達を支援します。 

○保育所等における食育の推進に当たっては、「保育所保育指針」、「保育所におけ

る食事の提供ガイドライン」等を参照し、専門性を生かしながら、家庭や地域、

福祉、教育分野等と連携を図っていくことが重要であり、児童養護施設等で暮ら

すこどもにおいては、入所前の家庭生活において適切な食生活が営まれていない

場合があることから、児童養護施設等の運営指針の活用を通じ、こどもの発達過

程に応じた食習慣を身に付けられるよう食育を推進します。 

○ひとり親家庭のこどもについては、居場所づくりの観点から、こどもの生活・学

習支援事業において食事の提供を行う場合には、食育の観点に配慮します。 

○こども食堂など、地域におけるこどもの居場所づくりや多世代が参加するコミュ

ニケーションの場づくりを通して、低所得世帯の子どもや孤食が常態化している

こどもの適切な食事・栄養状態を確保するため、その運営を支援します。 

 

（エ）こどもの就労支援 

① 生活困窮世帯等のこどもに対する進路選択等の支援 
○生活保護世帯のこどもを含む生活困窮世帯のこどもを対象に、生活困窮者自立支

援法に基づき、こどもの学習・生活支援事業を実施し、学習支援や進路選択に関

する相談や居場所づくり等の支援を行います。 

○ひとり親家庭のこどもを対象に、母子家庭等就業・自立支援事業を通じて、就

業相談、就業支援講習会の開催、就業情報の提供等を行います。 

② 高校中退者等への就労支援 
○若年無業者の総合相談窓口であるえひめ若者サポートステーションやハローワ

ーク等が実施する支援内容等について、高校等と連携しながら高校中退者等への

情報提供や訪問支援を行うなど、就労支援や復学・就学、ニート化の未然防止の

ための取組を進めます。 

③ 児童福祉施設入所児童等への就労支援 
○児童養護施設等で暮らすこどもを対象に、希望に応じた職業選択ができるよう、

児童養護施設退所者等自立支援資金の貸付けを通じて、就職に必要な各種資格の

取得の支援や、就職時の安定した生活基盤の構築と退所後の生活支援に取り組み、

円滑な自立の促進を図ります。 

④ こどもの社会的自立の確立のための支援 
○労働関係法令を知らないために発生する様々な問題の発生を防止するとともに、

職業についての意識を高めるため、学生・生徒等に対して、労働関係法令に関す

る周知を行います。 

○ジョブカフェ愛 work において、若年求職者に対するかかりつけ職業相談、スキ

ルアップセミナー等を実施します。 

 

（オ）住宅に関する支援  
○母子世帯・父子世帯及び住宅困窮度の高い子育て世帯を、公営住宅に係る優先入

居の対象として取り扱うことが可能である旨の市町への周知のほか、新たな住宅

セーフティネット制度により、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登

録促進、登録住宅の改修や入居者負担の軽減等への支援、愛媛県居住支援協議会

や居住支援法人が行う相談・情報提供等に対する支援を実施し、引き続き子育て

世帯等の居住の安定を支援します。 

○生活困窮世帯に対しては、生活困窮者自立支援法に基づき、離職等により住居を

喪失又はそのおそれのある者に住居確保給付金を支給します。 

○一定の住居を持たない生活困窮者に対し、一時生活支援事業において、安定した
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生活を営めるよう支援します。 

○ひとり親家庭に対しては、母子父子寡婦福祉資金貸付金の住宅資金（住宅の建設

等に必要な資金）や転宅資金（住居の移転に必要な資金）の貸付けを通じ、住宅

支援を引き続き実施します。 

○住宅困窮度の高い母子世帯、父子世帯及び多子世帯について、住宅関連相談窓口

を設置し、リフォーム相談、情報提供サービス、リフォーム融資紹介を行います。 

○愛顔の住まい・生活支援事業を実施し、子育て世帯等に対し民間賃貸への円滑な

入居に係る情報提供を行います。 

 

（カ）児童養護施設退所者等に関する支援 

① 家庭への復帰支援 
○施設入所等の措置解除後のこどもが家庭に復帰する際には、児童相談所が、その家

庭環境を考慮し、必要に応じて保護者にこどもへの接し方などの助言等を行いま

す。 

○措置解除後の一定期間は、児童相談所と地域の関係機関とが連携し、定期的なこ

どもの安全確認、保護者への相談・支援等に努めます。 

② 退所等後の相談支援 
○児童養護施設を退所する者の自立が難しい場合は、引き続き施設等で生活できる

よう、居住費や生活費等を負担し、自立を支援します。 

○また、退所児童等が、自立援助ホームへの入所を希望する場合には、児童相談所

で適切に対応します。 

○退所する際に、就職や進学、アパート等を賃借するための身元保証人を確保し、

社会的自立の促進を図ります。 

○児童養護施設退所者等自立支援資金の貸付けを通じて、大学等に進学する児童等

の安定した生活基盤の構築と円滑な自立の促進を図ります。 

 

（キ）支援体制の強化 

① 児童家庭支援センターの設置支援 
○児童家庭支援センターの設置（特に東予地域、中予地域における設置）を支援し

ます。また、児童家庭支援センターによる地域の里親やファミリーホームへの支

援を検討します。 

② 社会的養護の体制整備 
○社会的養護の推進のため、児童養護施設等における小規模化、地域分散化を推進

し、要保護児童がより家庭的な環境の下で生活できる環境を整備します。 

○各施設への家庭支援専門相談員、里親支援専門相談員、心理療法担当職員等の専

門的な職員の配置を促進し、ケア体制の充実を図ります。 

③ 市町等の体制強化 
○児童相談所が中心となり、各市町の要保護児童対策地域協議会の活動を支援する

とともに、調整担当者を対象とした専門研修を実施します。 

○市町における子ども家庭総合支援拠点の設置を推進し、虐待の発生予防、発生時

の適切な対応を支援します。 

④ ひとり親支援に係る自治体窓口のワンストップ化等の推進 
○ひとり親家庭が抱える様々な課題や個別のニーズに対応するため、適切な支援メ

ニューをワンストップで提供する体制や毎年８月の児童扶養手当の現況届の時

期等における集中相談体制の構築を目指します。また、ひとり親等の事務手続に

係る負担軽減のため、児童扶養手当等に係る各種手続において、市町における公

簿等による確認やマイナンバーによる情報連携を活用した添付書類の省略の推

進等に努めます。 
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⑤ 生活困窮者自立支援制度とひとり親家庭向けの施策の連携の推進 
○生活困窮者自立相談支援事業の支援員等と、ひとり親家庭の相談に対応する母

子・父子自立支援員等の連携等により、各種支援に適切につなげる体制の充実を

図ります。 

⑥ 相談職員の資質向上 
○生活困窮世帯への支援については、生活困窮者自立支援制度における相談員等 

の質を確保するため、生活困窮者自立相談支援機関の支援員向けの研修を実施す

るとともに、支援に当たる職員の資質の向上を図るため、ケースワーカーや就労

支援員等に対する研修を行います。 

○ひとり親家庭への支援については、それぞれの家庭の状況に応じた適切な支援の

実施に向けて、ひとり親家庭の相談に対応する母子・父子自立支援員や、ひとり

親の実情に応じた自立支援プログラムを策定する母子・父子自立支援プログラム

策定員に対する研修等を実施し、ひとり親家庭の相談関係職員の専門性の向上を

図ります。 

○児童思春期における心の問題に対応できる専門家（医師、看護師、精神保健福祉

士、公認心理師等）を養成するため、思春期精神保健対策研修を行います。 

 

ウ 保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援 

（ア）職業生活の安定と向上のための支援 

① 所得向上策の推進、職業と家庭が安心して両立できる働き方の実現 
○長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、同一労働同一賃金の導入等、雇

用形態にかかわらない公正な待遇の確保に向けて、働き方改革の着実な推進に努

めます。 

○育児休業、子の看護等休暇や育児のための短時間勤務制度等、仕事と両立して安

心して子どもを育てられる労働環境の整備を引き続き図ります。 

○複合的な課題を抱える生活困窮者に対し、生活困窮者自立支援法に基づく自立相

談支援事業において包括的な支援を行うとともに、必要に応じ適切な関係機関に

つなぎます。 

○生活困窮世帯のうち就労に向けた準備が必要な者に対し、就労準備支援を実施す

るとともに、生活困窮世帯の自立助長の観点から、家計に課題を抱える世帯に対

する家計改善支援を実施します。 

○生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業、就労準備支援事業、家計改善

支援事業の一体的な支援の実施を推進します。 

○生活困窮者や生活保護受給者の就労支援について、就労支援員による支援やハロ

ーワークと福祉事務所等のチーム支援、就労の準備段階の者への支援など、きめ

細かい支援を実施します。 

○生活保護受給者の就労や自立に向けたインセンティブの強化として、積極的に求

職活動に取り組む者への就労活動促進費の支給や、安定した職業に就いたこと等

により保護を脱却した場合に、就労自立給付金を支給します。 

○母子・父子自立支援員等を中心とした相談・支援の充実に努めます。 

○母子・父子自立支援プログラム策定員が、個々の児童扶養手当受給者等の状況・

ニーズ等に対応した自立支援計画を策定し、ハローワーク等と連携の上、きめ細

かな自立・就労支援に努めます。 

○母子家庭等就業・自立支援事業を通じて、ひとり親家庭の親に対する就業相談、

就業支援講習会の開催、就業情報の提供など、就労支援に努めます。 

○能力開発や資格取得に向けた取組みに対する給付金の支給を通じて、ひとり親家

庭の親の就業支援の推進に努めます。 

○離職者の再就職のために、民間教育訓練機関等を活用した職業訓練を実施するこ

とにより、就職の促進を図ります。また、就職に役立つ知識・技能を習得するた
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めの知識習得訓練の実施に当たっては、求職中のひとり親家庭の親の優先的な受

入れを行います。（一部の訓練コースでは、要件を満たす場合に託児サービスの

利用が可能） 

○仕事と育児をはじめとする家庭生活が両立しやすい職場環境づくりや女性活躍

の推進に積極的に取り組む企業を「ひめボス宣言事業所」として認証し、子育て

世帯の親はもとより、誰もが働きやすく、働きがいのある環境整備を促進すると

ともに、就業に向けた社会的気運を高めます。 

 

（イ）ひとり親に対する就労支援 

① ひとり親家庭の親への就労支援 
○マザーズハローワーク等の積極的な活用を促し、ひとり親を含む子育て女性等に

対する就職支援を実施します。 

○ひとり親家庭の親等の就労支援に資する職業訓練やトライアル雇用助成金等の

各種雇用関係助成金の活用を推進します。 

○就職に有利になる資格の取得や主体的な能力開発の取組を促進し、生活の安定を

図るため、ひとり親家庭の保護者に対する高等職業訓練促進給付金等や自立支援

教育訓練給付金により、ひとり親家庭の生活の安定に資する就業に向けた資格取

得を促進します。 

② ひとり親家庭の親の職業と家庭の両立 
○ひとり親家庭に対する家庭生活支援員の派遣による家事援助や未就学児の保育

等のサービスの提供、児童養護施設等で一時的にこどもを預かるショートステイ

事業やトワイライトステイ（夜間養護等）事業等、親の職業と家庭の両立に必要

な場合や、保護者の疾病や育児疲れ等により一時的にこどもを養育することが困

難になった場合に活用可能な支援を推進します。 

③ ひとり親家庭の親の学び直しの支援 
○ひとり親家庭の親が高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受け、これを

修了したとき及び合格したときに受講費用の一部を支給する事業を実施します。 

○生活保護を受給しているひとり親家庭の親が、高等学校等に就学する場合には、

一定の要件の下、就学にかかる費用（高等学校等就学費）を支給することで、親

の学び直しを図っていきます。 

 

（ウ）ふたり親世帯を含む困窮世帯等への就労支援 

① 就労機会の確保 
○低所得で生活が困難な状態にある世帯の生活困窮者の就労支援に資する生活保

護受給者等就労自立促進事業を活用し、就労による自立を促進します。 

○生活困窮者や生活保護受給者の就労支援について、就労支援員による支援や、ハ

ローワークと福祉事務所等のチーム支援、就労の準備段階の者への支援など、き

め細かい支援を実施します。 

○生活保護受給者の就労や自立に向けたインセンティブの強化として、積極的に求

職活動に取り組む者への就労活動促進費の支給や、安定した職業に就いたこと等

により保護を脱却した場合に、就労自立給付金を支給します。 

② 親の学び直しの支援 
○子育て中の女性の方等の学び直し、いわゆる「リカレント教育」を推進するため、

短期大学又は民間専門学校に委託して、国家資格等の取得及び正職員就職を目標

とする職業訓練を実施します。 

 

エ 経済的支援 

① 児童手当・児童扶養手当制度の着実な実施 
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○児童扶養手当については、平成 28 年の児童扶養手当法の改正による児童扶養手

当の多子加算額の倍増や、平成 30 年の児童扶養手当法施行令の改正による全部

支給所得制限限度額引上げを踏まえ、制度を円滑に実施します。 

○令和元年 11 月から年６回へと見直された児童扶養手当の支給回数について、受

給者の利便性を確保するため、その円滑な実施に努めます。 

② 養育費の確保の推進 
○母子家庭等就業・自立支援センター等において、養育費の確保など、法律上の諸

問題を解決するための専門家による相談の実施に努めます。 

○養育費の取決めを促すため、養育費相談支援センター等を活用し、相談等に対応

する人材養成のための研修、養育費に係る各種手続等に関するパンフレット等の

配布等、養育費に関する普及・啓発を行います。 

○離婚する当事者に対して養育費等の取決めの重要性や法制度を理解してもらう

ため、養育費等の取決めについて解説したパンフレットを市町の窓口で離婚届の

用紙と同時に交付します。 

○母子・父子自立支援員等を中心とした相談・支援の充実に努めます。 

③ 教育費負担の軽減 
○全ての意思あるこどもが安心して教育を受けられるよう、就学支援金、授業料等

支援、高等教育の修学支援新制度の実施等により、修学に係る経済的負担の軽減

を図ります。 

④ その他の支援 
○労働者の育児やこどもの教育、離職した場合の当面の生活に必要な資金需要に応

えるため、金融機関と協調して低利の融資制度を運用し、利用促進に努めます。 

○一定の所得状況にある「ひとり親家庭の父母と 20 歳未満の児童」、「準ひとり親

家庭(祖父又は祖母と孫、兄弟と姉妹)」及び「父母のない児童」の医療費に係る

自己負担分について、全額助成を行い、その経済的負担の軽減に努めます。 

 

（５）障がい児支援・医療的ケア児等への支援 
① 障がい児（者）の地域生活における支援の充実 

○障がい児やその家族が、身近な地域において、「子ども・子育て支援法」に基づ

く支援給付や支援事業など必要な支援を受けることができる体制の整備を進め

ます。 

○障がいの早期発見・早期療育を図るとともに、福祉総合支援センター等に

よる相談指導や子ども療育センター等を活用した療育指導、機能回復訓練

などサービスの充実を図り、将来の自立に向け、関係機関との連携を図り

ます。 

◎障がい児やその家族が、身近な地域で安心して自立した地域生活を送ることがで

きるよう、市町と連携し、児童発達支援や放課後等デイサービス、保育所等訪問

支援の障害児通所支援等について、必要量確保や質の向上を図るとともに、事業

所における災害・感染症対策に係る体制整備に努めます。 

○障がい児の保育所や放課後児童クラブでの受け入れを進めるため、障がい児保育

を担当する保育士及び障がい児対応を行う放課後児童支援員等の資質向上を図

るとともに、幼稚園における特別支援教育を推進します。 

○文部科学省と厚生労働省が連携して取りまとめた家庭と教育と福祉の連携「トラ

イアングル」プロジェクト報告も踏まえ、学校や家庭に加えて、医療・福祉・保

健・労働等の関係機関が連携するネットワークを強化し、地域が一体となった乳

幼児期からの支援体制の整備に取り組みます。 

○発達障がい児やその家族に対し、より身近な地域において早期の適切な支援やラ

イフステージに応じ一貫した支援を行えるよう、市町における発達障がいの相談
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に総合的に対応するワンストップ窓口の設置を促すとともに、地域の関係機関に

よるネットワークを構築します。また、県発達障がい者支援センター（あい♥ゆ

う）では、市町において解決困難な専門性の高い相談支援や市町担当者の資質向

上等の機能を一層強化し、重層的な支援体制の整備を図ります。 

○障がいの重度化・重複化や多様化を踏まえ、「県立子ども療育センター」等県内

14 施設で障がい児（者）療育支援事業を実施し、関係機関と連携を図りながら、

身近な地域で適切な相談や指導を受けることができる環境の整備を進めます。 

○県立子ども療育センターを核に、障がい児を対象とした、医療・福祉・教育にわ

たる総合的な相談支援体制の構築に努めます。 

○障がいに関する専門的機能を有し、障がい児やその家族の多様なニーズに対応で

きる療養機関としての役割を担うことができる児童発達支援センターや障害児

入所施設について、その機能の拡充や必要な施設の整備を支援します。 

○医療的ケア児等に対し、地域において包括的な支援が提供できるよう、保健、医

療、障がい福祉、保育、教育等の関係機関の連携推進を図るための協議会や

専門部会を開催するとともに、医療的ケア児の支援者やコーディネーター

を養成する研修を実施し、医療的ケア児が地域で安心して暮らせるよう支

援体制を整備します。 

〇障がい者の芸術文化活動を総合的に支援する拠点として「愛媛県障がい者

アートサポートセンター」を設置し、相談体制の整備や人材の育成など支

援体制の充実を図るとともに、作品展などの発表の機会を確保し、障がい

者の芸術文化活動を推進します。 

② 特別支援教育の充実 
○広域特別支援連携協議会の開催を通じて、教育、福祉、医療等の関係機関の

ネットワーク形成による円滑な連携協力を図り、広域的見地から特別支援

教育を推進します。 

○特別支援教育に携わる教員の専門性と指導力を高めるとともに、全ての教職員が

特別支援教育に関する一定水準の知識・技能を得られるよう、研修の充実を図り

ます。 

○学校や家庭、地域、関係機関が連携した支援体制や特別支援学校のセンター的機

能の充実を図り、地域が一体となった指導・支援に取り組みます。 

◎障がいのあるこどもが就学前から卒業後まで切れ目ない指導や支援を受けられ

るよう、個別の教育支援計画や個別の指導計画の作成・活用を促進し、一人一人

の学習上の困難を改善・克服できるよう、個に応じた指導方法や指導体制の工夫

改善に努めます。 

○各学校においては、特別支援教育の理念を踏まえ、特別な支援が必要な児

童生徒等の実態把握や校内委員会の設置、特別支援教育コーディネーター

の指名、個別の教育支援計画及び個別の指導計画の作成・活用等、特別支援

教育を推進するための体制を整備し、支援の充実を図ります。 

○市町教育委員会には、県教育委員会や各学校の取組を踏まえ、障がいの早

期発見・早期支援、就学相談の充実を図るとともに、関係機関等で構成する

特別支援連携協議会を設置し、特別支援教育を総合的に推進することが望

まれます。 

○専門的知識を有する学識経験者や教員等によって組織している特別支援教

育専門家チーム委員や調査員を小・中学校等へ派遣し、発達障がいのある児

童生徒等に対する適切な支援の充実を図ります。 

○県立特別支援学校では、専門的な知識・技能を有する教員が、小・中学校等

からの要請に応じ、教育相談や研修への講師派遣などを通して、障がいの

ある児童生徒への教育に関する助言・援助等を行う「特別支援学校センタ

ー的機能」の充実に努めます。 
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○しげのぶ特別支援学校をはじめ、医療的ケアが必要な児童生徒等が在籍す

る特別支援学校に看護師を適切に配置するとともに、特別支援学校教員が

たん吸引等の実施のための研修を受講し、看護師と教員との連携による医

療的ケアの実施体制を整備します。 

○しげのぶ、今治、宇和の特別支援学校においては、障がいのため通学して教

育を受けることが困難な児童生徒に対し、訪問教育による支援を行います。 

○病弱・身体虚弱のある児童生徒を対象として、小・中学校に特別支援学級を

設置する他、県下４箇所の病院には院内学級を設置し、支援に努めます。 

◎障がいのあるこどもとないこどもが共に学ぶ交流及び共同学習を通じて、相互理

解を促進するとともに、特別支援教育に関する理解啓発を進めます。 

○障がいのある子どもの自立と社会参加を促進するために、早期からのキャリア教

育を推進します。 

③ 障がい児（者）雇用の促進 
○障がい児の職業的自立に向けた支援充実に努める  とともに、現場実習や体

験・交流等の重視を図るほか、関係機関との連携した取組みを強化し、障がい児

の雇用への移行の促進をめざします。 

〇県内６つの障がい保健福祉圏域ごとに設置している障害者就業・生活支援センタ

ーを活用して、障がい者の就業面、生活面における相談支援を行うとともに、関

係機関との連携を図り、雇用前から雇用後の職場定着まで一貫した支援を実施し

ます。 

○企業、民間教育訓練機関等への委託訓練を実施するとともに、各産業技術

専門校に就労支援を担当するスタッフを配置することにより、障がいのあ

る青少年の就職及び職場定着を支援します。  

○県立特別支援学校において、早期から家庭及び地域や福祉・労働等を所管す

る関係機関との連携を図り、キャリア教育を推進します。 

○事業所等における就業体験の機会を積極的に設けるほか、特別支援学校技能検

定を充実させることにより、児童生徒等の好ましい勤労観・職業観を育て

るとともに、進路先の拡大を図ります。  

○県立特別支援学校に就労支援コーディネーターを配置し、特別支援学校生

徒及び県立高等学校等に在籍する障がいのある生徒の就労支援の充実を図

ります。 

○法定雇用義務のない事業主が障がい者雇用を拡大した場合の税制上の優遇措

置をはじめ、障がい者雇用優良事業所の顕彰制度や職場実習・見学・就労先

の企業開拓の強化など、愛媛労働局等関係機関と連携し、県内企業等にお

ける障がい者雇用の促進を図ります。 

○障がいのある学生を対象に「合同就職説明会」を開催し、職場実習や就職

に繋がる機会を増やし、学生の就業意欲の醸成を図ります。  

○障がいの状態等により、一般就労が困難な人の働く機会を確保するため、

就労継続支援事業等の充実に努めるとともに、事業所利用者の就労意欲の

向上や工賃の向上を図ります。 

 

（６）児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの 

支援 
ア 児童虐待防止対策等の更なる強化 

   ① 児童相談所による支援体制の強化 
〇社会的養育経験者等に対する自立支援の強化や一時保護開始時の判断に関

する司法審査の導入等を盛り込んだ児童福祉法等の一部を改正する法律

（令和４年法律第66号）の成立を受け、要保護児童等児童等に対する家庭



82 

 

や養育環境の支援を強化し、児童の権利の擁護が図られた児童福祉施策を

推進します。 

◎児童虐待の個々の事案に応じて、タイミングを失することなく、発生予防

からアフターケアまで、切れ目なく子どもの最善の利益を重視しながら適

切に対応するため、国の配置基準に基づき児童相談所に配置する児童福祉司や

心理判定員等の専門職を増員し、相談援助活動を行います。 

○児童相談所において、介入的対応を行う職員と保護者支援を行う職員を分けるこ

とで、こどもの利益を最善とした介入に対する躊躇をなくすとともに、親子関係

再構築等の支援マネジメントを推進します。 

○児童相談所ごとの地域連絡会や夜間・休日相談体制の実施、弁護士・精神科

医・社会福祉士・カウンセラーなどの協力を得て、ペアレント・トレーニン

グやカウンセリング等の実施による親子関係の改善や家族再統合の取組強化

を行い、児童相談所による支援体制の充実強化に努めます。  

○児童福祉司等の専門性を高める研修の実施や、警察との実践的な合同訓練により、

現場対応力の向上を図ります。 

○弁護士から司法手続き等の助言を受けられる体制の整備により、適切な対応を行

える体制整備を図ります。  

○精神科医、カウンセラーなどの協力を得て、親子関係の修復、家族再生のための

取組みを強化し、家庭復帰後の虐待の再発防止等のため家族支援を充実します。 

○児童相談システムの活用により、児童相談所内部、児童相談所間の情報共有に努

めます。 

○個々のケースに応じたリスクアセスメントの下、こどもの安全確保を最優先とし

た措置をとるとともに、適切な進行管理を徹底します。 

○指導的職員（スーパーバイザー）の活用により、ノウハウの共用などによる職員

の資質やスキルの向上に努めます。 

○児童相談所毎に地域連絡会を実施します。 

◎児童相談所における夜間・休日の相談体制の充実に努めます。 

◎相談支援機能や一時保護の充実のため、児童相談所の施設・設備の改善や、こど

もの権利擁護に配慮した体制づくりに取り組みます。 

◎児童虐待対応とＤＶ対応の連携強化を図るため、児童相談所と婦人相談対応機関

との積極的な情報共有に取り組みます。 

○児童の安全確保に向けた児童相談所と警察との連携強化に取り組みます。 

○児童相談所と関係県機関との更なる連携強化を図ります。 

② 地域における相談支援体制の構築・強化 
   ○児童相談所が中心となり、各市町の要保護児童対策地域協議会や児童問題の市

町相談窓口の専門性向上のための研修を実施するほか、市町における虐待

の発生予防への取組を支援します。 

○児童支援コーディネーターを派遣し、要保護児童対策地域協議会の企画運営等に

関する専門的な助言・指導を行います。 

◎児童問題の相談窓口になる市町の相談業務の専門性向上のための研修会を実施

します。 

◎子ども家庭総合支援拠点の設置を推進し、虐待の発生予防、発生時の適切な対応

を支援します。 

◎全市町での乳児家庭全戸訪問事業及び養育支援訪問事業の実施を働き掛けます。 

○小児症例を扱う拠点病院を中心とした児童虐待防止医療ネットワークの構築に

取り組みます。 

○施設の里親支援専門相談員等の配置を促し、地域の里親支援や施設機能を活用し

た子育て短期支援事業等の実施など、地域の子育て家庭への支援を推進します。 

○福祉や教育等の関係機関が連携し、ヤングケアラーの早期発見と切れ目ない支援
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につなげるための体制の構築に取り組みます。また、家族のケアを担うこどもの

ニーズを踏まえ、同じ悩みを抱えるもの同士で相談し合えるピアサポート体制の

充実を図ります。 

○児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部改正（令和２年４月

施行）により、こどもへの体罰禁止が規定されたことから、体罰等によらな

い子育てについて一層の周知・啓発に取り組みます。  

○１１月の児童虐待防止推進月間を中心に  オレンジリボンキャンペーンを

実施し、児童虐待防止に向けた普及啓発に努め、社会全体での児童虐待を

防止する機運を高めます。 

〇国において、児童虐待事案でのＡＩを活用した全国統一ツールの開発を進

めるとされていることから、国の動向も踏まえ、児童相談所でのＡＩ技術

の活用について対応を検討します。 

○警察官の身分を持つ児童対策専門官を福祉総合支援センターに常勤配置し

て、警察との情報共有や連携を一層高め、児童虐待事案等の早期発見と適

切な対応につなげます。 

 

イ 社会的養護を必要とするこども・若者に対する支援 

    ① 家族的な温もりを感じられる養育環境の確保 

◎家族と離れて暮らすこどもが、家庭的な温もりを感じられる養育環境を確

保するため、令和２年３月策定の「愛媛県社会的養育推進計画」に基づき、

永続的な解決策である特別養子縁組を検討するとともに、里親やファミリ

ーホーム、施設、市町等の協力の下、家庭養育優先原則を念頭に、こども一

人ひとりの意向を踏まえた方針決定ができる体制整備に努めます。  

◎より家庭的な環境の下での児童の養育を推進するため、家庭に迎え入れて養育す

る里親・ファミリーホームへの委託を優先して行います。また、里親制度の広報・

普及に努めるとともに、新規里親の開拓のほか、里親等の資質向上や里親家庭・

ファミリーホームへの支援に努めます。 

◎家庭復帰が見込めない場合には、パーマネンシー保障（永続的解決）の観点から、

特別養子縁組の積極的な活用を検討します。 

◎児童養護施設などの老朽化した施設の整備を支援するとともに、施設における小

規模化、地域分散化を推進し、要保護児童がより家庭的な環境の下で生活できる

環境を整備します。また、各施設への家庭支援専門相談員、里親支援専門相談員、

心理療法担当職員等の専門的な職員の配置を促進し、ケア体制の充実を図ります 

○要保護児童の自立のため、県立えひめ学園の支援体制の充実に努めます。 

○ＤＶ被害や経済的問題等を抱えた母子世帯の入所する県立愛媛母子生活支援セ

ンターにおいて、自立に向けた支援を充実します 

○若い世代の交際相手からの暴力である「デートＤＶ」について、将来にわ

たりＤＶの加害者にも被害者にもならないために、若い世代に対し、ＤＶ

に対する正しい認識と男女が対等な立場でお互いの人権を尊重できる関係

について学ぶ機会を提供するため、大学生、短期大学生、専修学校生、高校

生等を対象としたデートＤＶ・性暴力啓発講座や中学校・高校教職員に対

するデートＤＶ・性暴力防止教育研修を開催します。 

○若い世代が身近で安心して交際相手からの暴力について相談できるよう、

配偶者暴力相談支援センター等の相談窓口の周知を図ります。  

○配偶者に対する暴力（ＤＶ）が児童虐待に関連・影響する可能性もあるこ

とから、教育関係者、放課後児童支援員、保育士等に対し、児童虐待に関す

る留意事項に加え、ＤＶの特性、こどもや被害者の立場や配慮すべき事項

等について研修を通じて周知徹底を図るよう、市町、市町教育委員会及び

関係機関へ協力を要請します。 
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○福祉総合支援センター、東予及び南予子ども・女性支援センターでは、Ｄ

Ｖ被害者の同伴児童に対し、通所や訪問により児童の状況に応じた適切な対応

に努めます。 

○各市町及び各市町の要保護児童対策地域協議会において、ＤＶによる児童

虐待について、早期発見と再発防止、必要に応じた母子保健サービスや子

育て支援サービス等による援助が行えるように情報を共有し、一層の連携

に努めます。 

    ② 自立支援、相談支援機能の充実 
○入所児童に対しては、児童養護施設等において、自立支援計画を作成し、計画的

に自立に向けた準備を行います。 

◎児童養護施設を退所する者の自立が難しい場合は、引き続き施設等で生活できる

よう、居住費や生活費等を負担し、自立を支援します。 

○また、退所児童等が、自立援助ホーム（共同生活を営む住居において、相談その

他の日常生活上の援助及び生活指導、就業支援等を行い、児童の自立を支援する

事業所）への入所を希望する場合には、児童相談所で適切に対応します。 

◎児童家庭支援センターの設置（特に東予地域、中予地域における設置）を支援し

ます。また、児童家庭支援センターによる地域の里親やファミリーホームへの支

援を検討します。 

③ 他の計画との関係 
      本計画は、愛媛県における社会的養護の基本的な考え方や体制整備等を包含した

計画ですが、本計画の一部を構成する個別計画として「愛媛県社会的養育推進計画」

を策定しています。 

 

  ウ ヤングケアラーへの支援 
○本来おとなが担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行ってい

るこども・若者、いわゆるヤングケアラーの問題は、ケアが日常化することで

学業や友人関係等に支障が出てしまうなど、個人の権利に重大な侵害が生じて

いるにもかかわらず、子ども・若者本人や家族に自覚がない場合もあり、顕在

化しづらいことから、福祉や介護、教育等の関係機関の問題意識の喚起を

図るとともに、こどもの状況や求めている支援を適切に把握した上で、課

題解決に向けた支援の内容を検討し、必要な取組を推進します。また、教

職員については、啓発資料作成や研修会等を通じてヤングケアラーについ

ての認識を深め、問題意識を喚起し、児童生徒の状況に応じた支援につな

げます。 

 

（７）不登校・ひきこもり等への支援 
① 不登校等への適切な対応 

○不登校を未然に防止するため、不登校が特別な状況下で起こるのではなく、どの

こどもにも起こり得ることを理解し、社会的自立に向けて、自らの進路を主体的

に形成していくための生き方支援を行います。 

○入学・進級など成長の節目においては、学校や学年の移行が円滑に進むよう細や

かな配慮を行い、すべてのこどもにとって、居場所があり、楽しく通える魅力あ

る学校づくりに努めます。 

◎心と体の健康センターにおいて、不登校、ひきこもり等の思春期特有の精神保健

に関する専門的な相談を実施します。 

○不登校から中途退学になるケースも多いことから、高等学校においては、中学校

と連携して十分な学校説明と体験入学等を行い、高等学校での不適応を事前に防

止するよう努めます。 
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○入学後は教育相談活動を充実させ、生徒一人一人が孤立し、孤独に陥らないよう

に、日頃から生徒の悩みを聞く体制を構築していきます。 

○24 時間体制でいじめや不登校の相談に応じる電話相談や「リスク判定サ

ポート機能」を用いたＳＮＳを活用した相談等を通して、解決が困難な問

題や重大な事件に遭遇した児童生徒等の心のケアに努めます。  

○学校における教育相談体制（スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカ

ー、ハートなんでも相談員等）を充実します。 

○校内サポートルーム及びメタバース上の学びの場である「メタサポキャンパス」

において、不登校児童生徒の社会的自立に向けた取組を推進します。 

   ② ひきこもり等支援策の充実 
○ひきこもりの問題は、本人だけでなく、家族や友人、学校、地域等の状況が複雑

に絡み合っており、その対応の難しさから本人や家族の労苦が長期間に及ぶなど、

近年、深刻な社会問題となっていることから、ひきこもり支援の充実を図るため、

各機関の支援者を対象に資質向上のための研修を実施します。 

○若年無業者の総合相談窓口であるえひめ若者サポートステーションやハローワ

ーク等が実施する支援内容等について、高校等と連携しながら高校中退者等への

情報提供や訪問支援を行うなど、就労支援や復学・就学、ニート化の未然防止の

ための取組を進めます。 

○本人や家族のニーズに沿った適切な支援を提供するために、精神保健福祉分野を

はじめ、児童福祉や労働、教育等の各分野が連携した「ひきこもり対策連絡協議

会」を中心に支援情報の集約や共有を図るとともに、より身近な市町において、

ひきこもりに関する相談が受けられるよう、各保健所及び心と体の健康センター

（ひきこもり相談室）が市町と連携し、相談窓口整備等に対する技術的支援を行

います。 

○心と体の健康センター（ひきこもり相談室）では、ひきこもりに関する専門相談

窓口として、支援対象者の状況に応じた支援機関の紹介や各種支援情報の提供を

行うほか、必要に応じて保健所等と連携しながら、回復に向けた支援を行います。 

 

（８）その他の配慮が必要なこども・若者への支援 
〇小児慢性特定疾病児童等及び難病患者については、児童福祉法及び難病の

患者に対する医療等に関する法律に基づき医療費の助成を行い適切な医療

の確保を図ります。 

○慢性的な疾病にかかっていることにより、長期にわたり療養を必要とする児童

等の健全育成及び自立促進を図るため、小児慢性特定疾病児童等及びその家族

からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行います。 

○長期にわたり医療施設において療養を必要とする児童の家族等に対する宿泊及

び休養の施設「ファミリーハウスあい」の運営により、小児慢性疾病児童等及

びその家族を支援します。 

〇小児がん・ＡＹＡ世代のがんは、多種多様ながん種を含み、幼児期・小児

期・思春期・若年成人といった特徴あるライフステージで発症することに

より、治療だけでなく、就学、就労、婚姻等の社会的な課題のほか、生殖

機能への影響など、個々のがん患者及び家族等の状況に応じ、様々な専門

的対応が必要とされます。このため、医療提供・相談支援、治療後の長期

フォローアップ体制等、関係機関の連携の下で幅広く支援の充実を図りま

す。 

○本来おとなが担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行ってい

る子ども・若者、いわゆるヤングケアラーの問題は、ケアが日常化することで

学業や友人関係等に支障が出てしまうなど、個人の権利に重大な侵害が生じて

いるにもかかわらず、こども・若者本人や家族に自覚がない場合もあり、顕在
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化しづらいことから、福祉や介護、教育等の関係機関の問題意識の喚起を図

るとともに、子どもの状況や求めている支援を適切に把握した上で、課題

解決に向けた支援の内容を検討し、必要な取組を推進します。また、教職

員については、啓発資料作成や研修会等を通じてヤングケアラーについて

の認識を深め、問題意識を喚起し、児童生徒の状況に応じた支援につなげ

ます。【再掲】 

○外国人児童生徒に関する就学事務が適切に行えるよう、市町教育委員会の取組

みを支援します。 

○教科書の内容を音声化した音声教材を活用するなど日本語に通じない児童生徒

の学習に配慮します。 

○日本語指導指導者養成研修（独立行政法人教員研修センター主催）に教員を派

遣するなど、外国人児童生徒に対する日本語指導や適応指導が適切に行えるよ

うにします。 

〇外国人技能実習制度の趣旨や労働関係法令の順守に関する啓発活動を支援

することで、外国人技能実習の適正化に取り組むほか、外国人材雇用・共

生推進連絡協議会を開催し、外国人労働者の適正、厳格な受入れに向けて

関係機関との情報共有を図ります。 

〇愛媛県国際交流センター内に設置している「愛媛県外国人相談ワンストッ

プセンター」において、在県外国人に対する生活全般の情報提供や相談業

務を実施するなど、生活者としての在県外国人の支援を行います。  
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第３目標 「親子に安心な生活環境」を実現する“えひめ” 
 

【現状と課題】 
令和３年の愛媛県の刑法犯認知件数は 5,804 件（1 日平均約 16 件：多くが窃盗犯）

であり、戦後最多を記録した平成 15 年以降、年々減少しているものの、全国的にはこど

もが被害に遭う凶悪犯罪や、通学路及び園外活動時における交通事故が多発しており、特

に、登下校中における安全確保が課題となっています。 

このため、「愛媛県犯罪の起きにくい安全で安心なまちづくり条例」（平成 25 年条例第

25 号）及び、平成 30 年 6 月に決定された「登下校防犯プラン」（平成 30 年 6 月 22

日登下校時の子供の安全確保に関する関係閣僚会議決定）に基づき、子どもを犯罪等の被

害から守るため、地域社会全体で子どもの安全確保に向けた取組みを推進しているところ

であり、引き続き、犯罪被害に遭いやすいこどもが安心して生活できる安全な地域づくり

に努めることが必要です。 

また、交通ルールを守る習慣を身につけていないこどもの外出は大変危険なため、交通

安全に必要な能力が未発達な子どもが事故に遭うことのないよう、交通安全教育の徹底や

道路環境等の整備充実も必要です。 

 

こどもを交通事故から守る活動において、家庭や保護者が果たす役割は極めて大きなも

のがありますが、チャイルドシート等の着用率が低いなど、保護者が果たすべき交通事故

防止措置が十分講じられていない状況にあることが指摘されています。 

このため、保護者が事故防止対策を正しく認識したうえで適切な対応を図り、できる限

りの事故防止対策を講じることが必要です。さらに、近年の大規模災害（地震・台風・集

中豪雨等）の多発状況を踏まえ、家庭内においても、万一の事態に備えた安全・安心の確

保を図る必要があります。 

 

こどもは遊びをはじめとした様々な体験や他者との関わりを通して成長しますが、少

子化や都市化が進展し地域住民の関係が希薄化した地域では、子どもや子育て家庭が自

由に利用できる健全な「遊びの場」の維持・充実が課題とされています。 

また、子育て家庭が利用する場所や公営住宅等には、ベビーカーを利用する乳幼児連

れの子育て家庭等も安心して利用できるバリアフリー化等への対応が求められている

ほか、子どもが安心して過ごせる居場所として児童館等の重要性も増しており、適切な

環境整備に取り組む必要があります。 

 

【具体的な施策】 

（９）こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組 
ア こども・若者の自殺対策 

◎こども・若者の自殺死亡率の減少に向けて、県民の自殺予防に対する正しい知識

の普及啓発・周知に努めます。 

◎尊い命が自殺で失われることがないよう関係機関と連携を図りながら、ＳＯＳの

出し方に関する教育をはじめとする自殺予防対策の推進に努めます。 

 

イ こどもが安全に安心してインターネットを利用できる環境整備 
◎こどもや保護者に対する情報モラル（情報社会で適正な活動を行うための基

になる考え方と態度）教室を積極的に実施します。 

○児童生徒が情報の有用性や役割、情報モラルの必要性、情報化のもたらす

影響などを認識しつつ、コンピュータや情報通信ネットワークなどの活用

を通して、主体的に情報を収集・処理・発信できる能力の育成に努めます。  
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○こども、保護者や学校関係者等に対して、インターネットを通じた犯罪被害を防

止するための広報啓発活動等を推進します。 

○成年年齢引き下げに対応した消費者教育の推進により、インターネット関

連のトラブルの未然防止や対処方法等をはじめ、消費者の権利と責任につ

いての理解を促進し、消費者として主体的に判断・行動し得る能力を育成

していきます。 

○スマートフォンの急速な普及も相まって、インターネット利用を含むデジ

タルコンテンツに関する相談がこども・若者から多く寄せられていること

から、教育機関等とも連携しながら、社会生活上必要な知識や消費者トラ

ブル時の対処方法等を習得する機会の提供に努めます。  

 

  ウ こども・若者の性犯罪・性暴力対策 
○性犯罪等の前兆とみられる声掛け、つきまとい等に対する取締りを推進します。 

○犯罪や不審者に関する情報のタイムリーな発信に努めます。 

◎不審者対応訓練や防犯教室等を通じて子どもの危険回避能力の向上に努めます。 

○性暴力被害者に対し、「えひめ性暴力被害者支援センター（ひめここ）」で、24 時

間・365 日相談受付体制による被害直後からの総合的な支援を可能な限り１か

所で提供することにより、被害者の安全の確保と再被害の防止を図るとともに、

被害者の心身の負担を軽減し、その健康の回復と被害の潜在化防止を図ります。 

○センター（ひめここ）が性暴力に関するワンストップの相談窓口・拠点として機

能するため、関係機関・団体で構成する連携機関会議を開催するとともに、中核

的な役割を担う４者間（県、県警察本部、県医師会、愛媛弁護士会）で締結した

「性暴力被害者支援における連携・協力に関する協定」に基づき、被害者に軸を

おいた総合的な支援に努めます。 

○国の「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」に基づき、切れ目のない被害者支援の

確立を図るとともに、加害者にも被害者にも傍観者にもならないための啓発活動

の強化に努めます。 

○若い世代等が身近で安心して相談できるよう、センターの広報・周知を図ります。 

○急速なスマートフォン等の普及により、こども・若者がインターネット上

に蔓延する違法・有害な情報に触れる機会が増大し、子ども・若者自身がイ

ンターネットに起因する犯罪被害に遭うケースも増加する中、世界保健機

関においては、ゲーム障害を新たな依存症と認定するなど、新たな問題も

懸念されていることから、青少年インターネット環境整備法の趣旨を踏ま

え、青少年を守り、安全・安心にインターネットを利用できるよう取組を進

めます。 

○出会い系サイトの利用に起因する 児童の被害を防止するため、「インター

ネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」

の効果的運用を図るとともに、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に

関する法律」や「児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護

等に関する法律」、「愛媛県青少年保護条例」等各種法令の適正な運用を図

ります。 

○あらゆる機会を捉えた幅広い啓発を行い、青少年をはじめ、保護者や健全

育成関係者、地域住民等を対象とした県民大会や啓発講座（出前講座）等の

開催、啓発資料の作成・配布等を行い、青少年を取り巻く有害情報に対する積

極的な対策に取り組みます。 

○こどもにスマートフォンや携帯電話等を持たせる際の保護者の責任の自覚

やルールづくりなどを関係機関と連携・協力して啓発するなど、安全・安心

な利用を進めます。 

○愛媛県青少年保護条例において、フィルタリングサービスの利用及びフィ
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ルタリングの有効化措置を徹底するため、携帯電話販売事業者等に対しフ

ィルタリングの説明責任の強化及び保護者にはフィルタリングを利用しな

い場合の申出書面の提出義務など関係者等に対して必要な措置・対策を求

めます。 

 

エ 犯罪被害、事故、災害からこどもを守る環境整備 

① 有害情報の浄化 
○青少年保護条例等に基づき、有害情報からの青少年の保護を図ります。 

○少年関係ボランティア等、地域ぐるみによる有害環境の実態把握及び環境

浄化活動などを推進し、青少年の健全育成を図ります。  

○各種法令等に基づく規制に合わせ、関係業者への指導強化の徹底と自主規

制の促進を図ります。 

○青少年の健全な育成を阻害するおそれのある図書やＤＶＤ等の氾濫や、イ

ンターネット等新たなメディアでの有害情報の出現に加え、刃物類の「有

害がん具類」としての顕在化など、青少年を取り巻く環境に対応するため、

事業者をはじめ県民全体に対し、愛媛県青少年保護条例の一層の周知を図

り、厳正に運用します。 

○青少年が携帯電話等を購入する際に、販売事業者にフィルタリングサービス等の

説明を義務付けるなど、フィルタリングの利用を働き掛けるほか、保護者や教職

員青少年健全育成関係者等を対象とした対策講座や啓発活動を行うなど、インタ

ーネット上の有害情報から青少年を保護します。 

○発達の段階に応じて、ネットトラブル等に対応する力や情報の真偽を見極める力

を育成する情報教育を推進します。 

○ＰＴＡや愛護班、少年補導関係機関など、関係団体と連携を密にし、青少年

をとりまく環境の浄化活動に努めます。  

    ② 学童期・思春期から成人期に向けた保健対策 
◎こども・若者の自殺死亡率の減少に向けて、県民の自殺予防に対する正しい知識

の普及啓発・周知に努めます。 

◎尊い命が自殺で失われることがないよう関係機関と連携を図りながら、ＳＯＳの

出し方に関する教育をはじめとする自殺予防対策の推進に努めます。 

◎学童期から思春期のこどもたちを対象に、発達段階に応じた性教育を実施し、命

や性、性感染症等に関する正しい知識の普及に努めます。 

◎心と体の健康センターにおいて、不登校、ひきこもり等の思春期特有の精神保健

に関する専門的な相談を実施します。 

○保健所において、思春期の身体的・精神的な悩みの相談を実施します。 

○児童思春期における心の問題に対応できる専門家（医師、看護師、精神保健福祉

士、公認心理師等）を養成するため、思春期精神保健対策研修を行います。 

    ③ 身近な場所での相談環境等の整備 
○いじめ、少年非行等の問題行動や、不登校などに効 果的に対応するため、「福祉

の専門家」であるスクールソーシャルワーカーを活用した、学校、家庭、地域及

び福祉機関などの関係機関とのネットワークづくりを推進します。 

○「心の専門家」であるスクールカウンセラーなどの相談員を学校に配置し、児童

生徒が心にゆとりをもつことのできる教育相談体制の充実を図ります。 

○「いじめ相談ダイヤル 24」により、子どもや保護者からのいじめ問題等の相談

に、カウンセリング経験豊かな相談員が 24 時間いつでも対応します。 

○児童相談所に児童福祉司、児童心理司等を配置して、相談援助活動を展開します。 

○将来にわたり、ＤＶの加害者にも被害者にもならないために、若い世代に対しＤ

Ｖに対する正しい認識と、男女が対等な立場でお互いの人権を尊重できる関係に

ついて学ぶ機会を提供します。 
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○「えひめ性暴力被害者支援センター（ひめここ）」において性暴力被害に関する相

談を実施します。 

○フリースクール等と連携し、学校以外の場における教育機会の確保や居場所づく

り等を推進します。 

○県内全ての中高生を対象に SNS を活用した相談窓口「SNS 相談ほっとえひめ」

を開設し、新型コロナウイルスに起因する不安やいじめ等、様々な悩みへの早期

対応及び深刻化の未然防止を図ります。 

    ④ 問題行動への適切な対処 
○小・中・高校生の重大な問題行動に対して「学校トラブルサポートチーム」を派

遣し、学校による早期解決を支援します。 

○「愛媛県いじめの防止等のための基本的な方針」に基づき、学校・家庭・地域・

関係諸機関の連携の下、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処の

ための対策を総合的かつ効果的に推進します。 

○児童相談所、児童家庭支援センターにおいて、関係機関と連携した相談支援活動

の充実に努めます。 

○少年は改善可能性が高い（可塑性に富む）等の特性を有することに鑑み、非行少

年及び非行少年であった者が、早期に立ち直り、善良な社会の一員として自立し、

改善更生することを助けるため、刑事司法関係機関、学校、家庭、地域社会及び

民間の団体等と連携した支援に努めます 

○ＰＴＡ、県警察本部、県教育委員会からなる「児童生徒をまもり育てる連絡会」

を開催し、情報の共有化を図るとともに、警察との連携による「えひめ児童生徒

をまもり育てるサポート制度」を運用するなど、ネットワークづくりを推進しま

す。 

○事業所と連携したこどもの見守り活動や住民等の自主防犯活動、防犯設備・機器

等の導入を促進します。 

○様々な機会を捉え、効果的な交通安全教育を実施するとともに、歩行者・自転車

にやさしい交通安全施設の整備に努め、交通事故防止環境づくりを推進します。 

    ⑤ 事業所と連携したこどもの見守り活動の促進 
◎こどもが犯罪等に遭った時の緊急避難場所やこどもの見守り活動を行う事業所

等の参加促進に努めます。 

    ⑥ 住民等の自主防犯活動の促進 
○各種広報媒体を通じて、迅速な不審者情報等の提供に努めます。 

○防犯パトロール活動の確保・推進を図るため、地域や防犯ボランティア団体等と

の連携を強化します。 

    ⑦ 防犯設備・機器等の導入促進 
○犯罪の未然防止に役立つ防犯カメラ等の防犯設備を通学路や公園等に設置する

ことを推進します。 

○マンション業者等と協力して、侵入犯罪に強いマンション等、共同住宅のあり方

の研究を推進します。 

○防犯性の高い建物部品を優良防犯機器として、その普及を県民に呼びかけます。 

    ⑧ 子どもを犯罪等から守るための活動の推進 
○犯罪や不審者に関する情報のタイムリーな発信に努めます。 

◎不審者対応訓練や防犯教室等を通じて子どもの危険回避能力の向上に努めます。 

○インターネットを介した情報化社会の進展により、児童生徒の行動範囲が

広がり、学校だけでは児童生徒の行動を把握しにくい状況となっているこ

とから、学校と警察の連携による「えひめ児童生徒をまもり育てるサポー

ト制度」を適切に運用し、児童生徒の非行等の問題について連携すること

により、問題の所在を相互に理解し、それぞれの役割を果たしつつ、非行や

被害のより効果的な未然防止、児童生徒の立ち直り支援等を実施します。  
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○近年の児童生徒に係る安全管理や非行の低年齢化などに対応するため、「児

童生徒をまもり育てる連絡会」を開催するなど、教育関係者、警察、家庭及

び地域との連携を強化します。 

○学校と警察等が連携し、非行防止教室等の開催を通じて、児童生徒に対し、

社会のルールを守ることや自分の行動に責任を持つことを教え、規範意識

を養い、児童生徒の健全な育成に取り組みます。  

○民生・児童委員や主任児童委員児童相談所等の児童福祉関係機関、市町と

学校等の教育機関とのつなぎ役を果たすスクールソーシャルワーカーを配

置するなど連携強化に努めます。 

○思春期特有の精神的な悩みや不安に対する専門的な相談体制を整備するこ

と等により、思春期を中心とした青少年の健全な育成に取り組みます。 

○若者の身近なコミュニケーション手段であるＳＮＳを活用した相談窓口や

フリーダイヤルの電話相談窓口等における相談対応により、若者の自殺防

止に努めるとともに、自殺予防週間・自殺対策強化月間中の啓発事業等を

通じて、精神保健における相談体制の充実等に取り組みます。  

〇「犯罪の起きにくい安全で安心なまちづくり条例」に基づき、自主的な防犯

活動や犯罪の防止に配慮した環境整備の促進などを図るとともに、安全・

安心に関する情報提供を積極的に行います。  

    ⑨ 少年サポート活動の充実 
○少年のいじめや非行問題等に関する相談に対し て、臨床心理士の資格を有する

少年補導職員等が適切に対応するとともに、少年の立直り支援等のサポート活動

の充実強化に努めます。 

    ⑩ 薬物から子どもを守るための活動の推進 
○少年や保護者等に対して、大麻、覚醒剤等の薬物の有 害性・危険性を広報啓発

し、薬物乱用を拒絶する規範意識の醸成に向けた取組みを推進します。 

    ⑪ 子どもの交通事故の防止 
○様々な機会を捉え、効果的な交通安全教育を実施します。 

○交通指導員、セーフティーリーダー、安全運転管理者等、交通安全指導者を育成

します。 

○中学・高校の学校単位で、自主的活動を通じた交通安全教育を実施するマナーア

ップクラブの活動を支援します。 

○「児童・生徒にかかる自転車の交通違反情報学校連絡制度」を効果的に運用し、

自転車を利用する子どものルール遵守とマナー向上を図ります。 

○交通事故分析の高度化と分析結果の広報に努めます。 

○自転車利用中の万が一の交通事故に備え、ヘルメットの着用促進を図ります。 

    ⑫ 交通事故防止環境づくりの推進 
◎歩行者・自転車に優しい交通安全施設の整備に努めます。 

○通学路の安全確保のため、歩道整備等に取り組みます。 

○市町とも連携し、保育施設や学校施設等におけるブロック塀をはじめとする施設

の点検・安全対策を推進します。 

⑬ 交通事故の防止対策 
◎全ての座席のシートベルト・チャイルドシート 100％着用運動のほか、各種交

通安全運動等の機会を通じ、チャイルドシート等の正しい使用や着用率向上を啓

発します。 

○交通安全母親講習会や各種交通安全運動等の機会を通じ、チャイルドシート等の

助成等制度を広報します。 

⑭ 災害時における乳幼児・障がい児等の安全・安心の確保 
○防災意識啓発講演会や減災キャンペーン等の啓発事業を通じ、家庭内の安全空間

の確保や必要な食料・生活必需品等の備蓄などの自助対策の実践を県民や自主防
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災組織に働き掛けるとともに、日頃からの避難訓練等への参加を促すなど、家庭

における防災力向上を促進します。 

 

オ 非行防止と自立支援 

    ① 非行防止 

◎全ての県立高校等で非行防止教室を開催します。 

○児童相談所における相談支援体制、児童家庭支援センターにおける連絡会の充実

を支援します。 

○少年補導センターの運営を支援するとともに、少年補導委員の資質向上のための

研修を実施します。 

② 少年補導活動への支援と相互連携  
○多様化、広域化する少年非行の実態や少年の特性についての理解を深め、補導活

動に必要な知識・技能の習得など資質の向上を図るとともに、市町が設置する少

年補導センターの運営や少年相談・補導活動等を支援し、相互に連携した補導活

動を推進していきます。 

○街頭補導・少年相談などのあらゆる機会を通じて、非行少年等の早期発見や対応、

被害少年の保護育成に努めるとともに、社会規範を守ることの大切さなどを教え、

子ども・若者の正義感、自己抑制力等を養い、犯罪に巻き込まれないための能力

を育成し、非行・被害防止対策の推進に努めます。 

   ③ 被害少年保護対策の推進 
○被害少年サポート活動の推進のため、被害少年の発見に努めるとともに、

少年サポーター等と連携した被害少年の保護活動を推進します。  

○少年サポートセンター分室（愛称：ひめさぽ）の周知を図るとともに、少年

心理専門員及びカウンセリングアドバイザー等の効果的な活用により、被

害少年に対する相談、カウンセリング活動を推進します。  

○相談、カウンセリングに当たっては、関係者のプライバシーに配慮すると

ともに、 必要に応じて臨床心理学、精神医学等の専門家の助言を受けるな

ど、被害少年の特性に配慮した支援を推進します。  

    ④ 覚醒剤・シンナー等薬物乱用防止対策の推進 
○関係機関や団体で構成する連絡会議を開催し、対策方針の協議・情報の交

換を図り連携の強化に努めます。 

○シンナー等有機溶剤取扱業者に対し、乱用のおそれがある青少年への販売

自粛や盗難の防止、対面販売の実施、販売先名簿の記帳等についての指導

を行います。 

○危険ドラッグに含まれる成分のうち、県内で乱用されるおそれがある物を

知事指定薬物に指定し、製造、販売等の規制を行い、危険ドラッグ販売店へ

は商品の販売中止等について指導、取締りを行います。  

○愛媛県薬物乱用防止指導員協議会及び 地区協議会による組織的な啓発活

動を充実強化し、地域に根ざした薬物乱用の未然防止と意識啓発を図ると

ともに、「薬と健康の週間」等の関連行事を利用して乱用防止啓発活動を行

います。 

○警察等関係機関と連携し、小・中・高校生に対する薬物乱用防止教室を各学

校で開催するなど、薬物乱用防止教育の充実を図ります。  

○「第五次薬物乱用防止五か年戦略」に基づき、保健学習や特別活動等を通じ

て薬物乱用防止に関する指導の充実を図ります。  

○青少年による薬物乱用の根絶を図るため、高校生、大学生に対する薬物乱

用防止啓発活動を強化します。 

○危険ドラッグや市販薬の乱用（オーバードーズ）の危険性等を一般県民に

周知するため、啓発活動を行います。 
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○県下６保健所と心と体の健康センターにおいて、広く一般県民や薬物依存

者及びその家族等からの薬物関連等相談に対応するとともに、薬物依存者

等の社会復帰の支援と再乱用の防止を推進し、薬物乱用防止の徹底を図り

ます。 

○県薬務衛生課及び保健所に危険ドラッグ相談窓口を常時開設し、危険ドラ

ッグに関する相談、情報提供等を受け付けます。  

○心と体の健康センターは、依存症相談拠点として、回復支援プログラムを

実施し、薬物等の依存症者の社会復帰を支援します。  

○薬物依存症における治療拠点及び専門医療機関を選定し、診療体制の充実・

強化を図ります。 

○民間団体の活動に対する支援を行い、薬物依存症者の回復に向けた支援の

充実を図ります。 

○薬物乱用少年の早期発見や乱用防止のため、街頭での補導活動やサイバー

空間におけるパトロールを強化します。  

⑤ 非行少年の立ち直り支援の推進 

○各警察署及び警察本部において、少年や保護者からの相談に応じて、非行

少年に夢や希望を与え、社会性の確立や規範意識の啓発を図るなど、少年

の立ち直りを図るための効果的な活動を推進します。  

○学校・家庭・地域で適応できない児童や環境上の理由により生活指導等を

要する児童の自立支援のため、県立えひめ学園において、社会性を確立

し、規範意識を養うなど、児童の心身の健全な育成に向けた取組みを推進

します。 

○愛媛県更生保護女性連盟をはじめとする更生保護団体等が実施する非行防

止活動や非行少年の立ち直り支援活動に対して、休眠預金等活用制度など

各種助成制度等の情報提供も行うなど、その活動を促進します。  

○愛媛県再犯防止推進会議の刑事司法関係機関や団体等との連携を強化し、

非行少年が孤立することなく、必要な支援を円滑に受けることができるネ

ットワークの構築やオンラインによる研修会の実施など、地域の支援機関

職員・民間協力者の知識、対応力の向上に努めます。 
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２ 子どもの誕生前から幼児期まで 
 

第４目標 「命の誕生」が心から祝福される“えひめ” 
 

【現状と課題】 
少子化や子育て世帯の孤立化といった社会構造の変化や、核家族や共働き世帯の増加と

いった家族形態の多様化等、子育てを取り巻く環境が大きく変化する中、妊娠・出産・子

育てのライフサイクルを通じた切れ目ない支援がますます重要となっています。 

妊娠成立期から始まる医療機関での妊婦健康診査や妊娠届出の機会、母親学級や両親学

級、医療機関等での出産、新生児訪問、乳幼児健康診査、予防接種など、様々な施策が行

われていますが、さらに母子保健に関する情報の利活用を含めた各事業間の有機的な連携

体制を構築することにより、地域で母子が安心して生活できるよう、妊娠・出産・産後に

おける切れ目ない支援の提供が求められています。 

 

出産年齢の高年齢化傾向や不妊治療の普及等により、ハイリスクの妊産婦や低出生体重

児の出生が増加しています。 

このため、ＮＩＣＵ（新生児集中治療室）やＭＦＩＣＵ（母体・胎児集中治療室）のあ

る県立中央病院総合周産期母子医療センターに緊急搬送される事例が多くなっており、出

産ができる県内医療機関や助産所の支援機関として、同センターが、大きな役割を果たし

ていくことが必要です。 

また、少子化や核家族化、生活スタイルの多様化や情報化の進展など、子育て家庭とそ

れを取り巻く環境が複雑に変化してきている中、児童虐待をはじめ、不幸な事件や事故を

未然に防止するためにも、子育て世代包括支援センター及び関係機関の連携による妊娠期

から子育て期への切れ目のない支援や、妊娠・出産について温かく見守り支える機運を地

域全体で高めていくことが必要です。 

 

平成６年（1994 年）にカイロで開かれた国際人口開発会議で「リプロダクティブ・ヘ

ルス／ライツ（性と生殖に関する健康・権利）」が提唱されました。これは、女性が生涯

にわたって身体的、精神的、社会的に良好な状態にあること、また人々が安全で安心な性

生活を営み、子どもを生むかどうかや、いつ生むか、何人生むかなどを自分自身で決定で

きる自由と権利を有していることを意味しています。 

この「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」が子どもを生む権利、生まない権利を含む

ものであることを十分に尊重した上で、子どもを生みたいと望みながら不妊に悩む人々に

ついて、不妊治療を受けるかどうかの決定を含めて、自由な自己決定ができるよう、情報

提供や経済的支援が必要です。 

 

【具体的な施策】 

（１）結婚前から妊娠期、出産、幼児期までの切れ目ない保健・医療の 

提供 
  ア 切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策 

① 命の大切さ等に関する意識啓発 
○女性も男性も、ともに命の大切さを理解し、命への責任意識を高めるよう、意識

啓発に努めます。 

○喫煙や受動喫煙などが胎児に与える影響についての啓発に努めるとともに、妊産

婦等にやさしい環境づくりの推進に努めます。 

② 母性の健康管理と妊娠・出産・育児支援 

◎妊娠・出産に係る正しい知識の普及啓発に努めます。 
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◎妊婦健康診査の重要性の普及啓発と確実な受診の勧奨に努めます。 

○妊娠中の適正な食生活や体重管理、禁煙や禁酒についての啓発に努めます。 

○「いいお産」の普及を目指す「妊婦の日」において、医療機関等と連携して妊娠・

出産に関する情報提供を行うほか、母子健康手帳の交付や妊婦健康診査等、あら

ゆる機会を通じ、母子保健に関する情報の提供に努めます。 

○保健、医療、福祉及び教育の分野間の連携強化や、市町保健センターと医療機関

等との妊娠期からの連携強化を図り、妊娠・出産・産後における切れ目ない支援

体制の構築に努めます。 

○保健所や市町保健センター等において、関係機関と連携を図りつつ、妊娠・出産・

育児・遺伝に関する相談等に対応します。 

○女性の心身の健康に関する相談支援体制を確保するとともに、妊娠期からのメン

タルヘルスに努めます。 

○県内の母子保健課題を解決するために必要な人材の確保及び資質の向上に努め

ます。 

○定期的に県内の母子保健事業の指標に基づくデータを保健所や市町に還元する

とともに、市町の健康格差の解消を目指して、地域の実情に合った母子保健事業

を推進します。 

○支援を必要とする妊産婦に対する心身のケアや育児不安軽減のため、市町におけ

る産後ケア事業等の実施を促進します。 

③ 乳幼児の健康の確保及び増進 
○「早期発見・早期治療」を目指し、新生児を対象に、タンデムマス法等による新

生児マススクリーニング検査（先天性代謝異常等検査）を無料で行います。 

○異常が発見された子どもに対しては、医療機関と連携のうえ、保健所による適切

な支援に努めます。 

○乳幼児の疾病の早期発見と治療及びかかりつけ医の促進を図るとともに、養育者

の負担軽減を図るため、市町が実施する乳幼児医療費助成に対する支援を継続し、

医療費助成の底上げに努めます。 

○慢性的な疾病による長期療養が必要な児童等とその家族が、安心して地域で生活

できるようにするための体制整備、支援、地域における資源の有効活用に努めま

す。 

◎未熟児養育医療や未熟児訪問など、市町における低出生体重児への体制整備に対

して、必要な支援に努めます。 

◎市町による乳幼児健康診査が円滑に実施されるよう、関係機関との連絡調整に努

めます。 

○難聴児の早期発見・早期療育が図られるよう、新生児聴覚検査の実施体制の維持

及び関係機関との連携を図ります。 

④ 育てにくさを感じる親に寄り添う支援 
○親となる者の子どもに対する発達・発育過程の知識不足や経験不足が育てにく 

さを感じる原因となっている場合もあることから、女性のみならず、男性に対し

ても、親になるための準備段階を含めた教育や支援に努めます。 

○親が感じる子どもの育てにくさは、子どもや親の心身状態、家庭や地域など親子

を取り巻く環境など、多面的な要素を含むことから、親が感じる育てにくさに気

づき、問題点の所在を見極め、支援の連携に努めます。 

○育てにくさの概念は広く、発達障がいが原因となっている場合があることから、

支援の必要が生じた場合は遅滞なく対応できるよう、市町職員等の資質向上のた

めの研修を実施するなど、人材の育成に努めます。 

 

  イ 妊娠・出産を見守り支える地域づくり 

① ハイリスク妊婦等への的確な周産期医療の提供 
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○県立中央病院総合周産期母子医療センターを中心とし、地域周産期母子医療セン

ターや分娩を取り扱う医療機関が連携する周産期医療体制の維持・強化に努め、

的確な周産期医療を提供します。 

○周産期医療関係者の研修や周産期医療関係調査・研究を実施します。 

○ＮＩＣＵを退院するハイリスク児に対する総合的なフォローアップ体制の充実

に努めます。 

② 妊娠期からの児童虐待防止対策 
○望まない妊娠に対する相談体制の充実、妊娠期、出産後早期からの支援のための

医療機関との連携強化、養育支援を必要とする家庭の把握・支援のための体制整

備が必要であり、母子保健事業との連携が虐待防止に結びつくことへの理解を深

め、関係機関の連携強化に努めます。 

○妊娠届時のアンケート等による妊婦の状況把握や妊婦健康診査、産婦健康診査の

受診状況を確認することにより、養育支援を必要とする家庭を早期に把握し、継

続的にフォローアップできる体制づくりに努めるよう、市町の取組みを推奨しま

す。 

 

ウ 妊娠を望み、不妊に悩む人々への支援 

① 不妊に悩む人の不安等の解消 
◎不妊専門相談センター等において、情報提供や不妊専門相談を実施します。 

○各保健所において、不妊に関する相談を実施します。 

② 不妊治療に要する経済的負担の軽減 
○医療保険が適用されず、高額の医療費がかかる配偶者間不妊治療費の助成を実 

施します。 

 

エ 予期せぬ妊娠等に悩む女性などへの支援 
○予期せぬ妊娠等により身近に頼れる人がいないなど家庭生活に支障が生じてい

る妊婦を対象に、出産や今後の生活について落ち着いて考えることのできる居場

所の提供等を通じて出産前後の支援を行います。 

オ 安心できる小児医療体制の整備 

① 地域の実情に応じた小児救急医療体制の整備 
◎各圏域の小児救急医療機関として、小児救急医療サービスの確保を図っていき 

ます。 
◎小児救急医療電話相談を実施し、小児患者の保護者等向けの電話相談体制を整備

することにより、地域の小児救急医療体制を補強します。 
○小児を含む救急患者の救命率の向上や後遺症の軽減等を図るため、ドクターヘリ

のより効果的・効率的な運用に努めます。 

② 小児科医師の確保 
○小児科医師の適正な配置等を行うため、医師確保対策について、国等に働き掛け

ます。 

③ 乳幼児の疾病の早期発見・早期治療 
○市町が実施する乳幼児医療費助成の底上げに努めます。 
◎先天性代謝異常等の早期発見・早期治療により心身障がい児の発生を予防するた

め、新生児マススクリーニング検査を実施します。 

④ 疾病の予防 
○感染症を予防するため、予防接種の重要性についての周知を図ります。 

○予防接種センター（県立中央病院）において、かかりつけ医では対応しにくい予

防接種要注意者に対する接種や、予防接種の専門的な相談指導を推進します。 

⑤ 小児慢性特定疾病児童等及びその家族の支援 
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〇小児慢性特定疾病児童等及び難病患者については、児童福祉法及び難病の

患者に対する医療等に関する法律に基づき医療費の助成を行い適切な医療

の確保を図ります。【再掲】 
○慢性的な疾病にかかっていることにより、長期にわたり療養を必要とする児童等

の健全育成及び自立促進を図るため、小児慢性特定疾病児童等及びその家族から

の相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行います。【再掲】 
○長期にわたり医療施設において療養を必要とする児童の家族等に対する宿泊及

び休養の施設「ファミリーハウスあい」の運営により、小児慢性疾病児童等及び

その家族を支援します。【再掲】 
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第５目標 「希望する幼児教育と保育」が受けられる“えひめ” 
 

【現状と課題】 
乳幼児期は、人間形成の基礎が培われる非常に重要な時 期であることから、満３歳～

就学前の幼児を対象とした幼稚園、０歳からの共働き家庭等の乳幼児を対象とした保育所、

幼稚園と保育所の機能を併せ持つ認定こども園等の施設において、幼児教育・保育サービ

スが提供されています。また、平成 27 年度から開始された「子ども・子育て支援新制度」

では、小規模保育事業、家庭的保育事業・事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業（以下

「家庭的保育等事業）という。）が市町の認可のもと、実施されています。さらに、令和

元年 10 月から幼児教育・保育の無償化が開始され、３～５歳のこどもと０～２歳の住民

税非課税世帯のこどもの利用料が無償化されました。 

国においては、令和６年度にこども未来戦略を踏まえた保育所等の職員配置基準の改善

が行われました。また、「こども誰でも通園制度」が令和７年度に制度化され、令和８年

度には本格実施されることになっています。 

このため、乳幼児期において、それぞれの施設・事業で幼児教育・保育の質の向上や利

用者の多様なニーズに的確に応えられるサービスの充実を図っていくとともに保育人材

材の確保が重要となっています。 

 

共働き家庭等が増加する中、児童の小学校就学を機に、仕事と育児の両立が困難となる

いわゆる「小１の壁」問題が生じており、児童が放課後や長期休業中を安全・安心に過ご

すことができる居場所の整備が課題となっています。 

また、次代を担う人材の育成の観点からも、共働き家庭等の児童に限らず、全ての児童

が放課後等における多様な体験・活動を行うことができる環境の整備が重要です。 

このため、保育の利用者が引き続き就学後も利用できるよう、「新・放課後子ども総合

プラン」に基づく放課後児童対策の充実に加え、全ての児童を対象として総合的な放課後

対策を講じていく必要があります。 

 

核家族化の進行や地域のつながりの希薄化等により、子育てに対する助言や支援、協力

を得ることが難しくなっており、子育てをめぐる地域や家庭の状況は厳しいものとなって

います。そのような中、虐待、貧困といった社会的支援を必要とする子どもや家族が増加

しています。 

このため、共働き家庭だけでなく全ての家庭が、身近な地域において様々な子育て支援

が受けられる体制の整備を図っていく必要があります。 

 

【具体的な施策】 

（２）こどもの誕生前から幼児期までのこどもの成長の保障と遊びの 

充実 
  ア 幼児教育・保育の充実 

    ① 教育・保育サービスの充実 
◎地域の実情を反映して市町が提供する、教育・保育サービスの量が確保できるよ

う支援します。 

○教育と保育を一体的に提供する認定こども園の普及を促進します。 

○こどもにとって保護者との愛情・信頼関係の中で育つことが最も大切な時期であ

ることから、家庭的保育等事業をあらゆる機会を通じて啓発した上で、増加傾向

にある低年齢児（０～２歳）保育の受入れニーズに適切に応えていきます。 

◎市町が実施する一時預かりや延長保育、病児・病後児保育など、多様な保育ニー

ズへの対応や、保育サービスネットワークの構築を支援します。 
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◎１か所で一時預かりや延長保育、休日保育など、多様な保育ニーズに応える多機

能保育施設・事業の整備を支援します。 

○提供主体の如何にかかわらず、利用者の保育ニーズに応じた多様なサービスの提

供状況により、その活動を評価する仕組みを検討します。 

○保育人材の処遇改善等、多様な保育サービスの拡充に必要な人材の確保に努めま

す。 

◎育児経験者等を対象とした子育て支援員について、市町と連携して養成に努めま

す。 

○自己評価・学校関係者評価等の実施を市町等に働き掛けます。 

○保育所における保育の特性を生かしつつ、常に保育の内容や方法を見直し、改善・

向上が図られるとともに、子どもが健康で安全に生活できる場となるよう努めま

す。 

○保育士の需給バランスを見極めながら、潜在的な人的資源の活用や研修を通じた

資質向上に努めます 

○家庭的保育等事業と教育・保育施設の連携を推進します。 

○会議や文書等を通じて、行政情報等の提供に努めま 

◎自己評価・学校関係者評価の実施、公表、報告を推進します。 

◎幼稚園における預かり保育の拡充と質の確保を支援します。 

○県内でも共働き世帯の増加等を背景とした待機児童が発生していることから、県

及び全市町が参画する協議の場を設置し、待機児童対策を促進します。 

○令和８年度に予定される「こども誰でも通園制度」の運用が円滑に開始され、希

望するすべてのこどもに保育の機会が確保されるよう、市町や施設等の取組を支

援していきます。 

○保育所等における虐待等や不適切保育を決して発生させないとの強い姿勢で、定

期監査や県地方局に配置している保育指導専門職員による巡回指導により未然

防止に向けた相談・支援を行います。 

② 教育と保育それぞれの特長を活かしたサービスの提供 
◎教育と保育を一体的に提供する認定こども園の普及を促進します。 

○子ども・子育て支援新制度に基づき教育・保育を提供する施設・事業について、

その提供される教育・保育に係る情報の公表に努めます。 

③ 教職員の資質及び専門性の向上 
○教職員の経験に応じた研修の充実に努めます。 

○認定こども園、公私立幼稚園、保育所等の関係者がともに参加する研修機会の充

実に努めます。 

○研究団体主催の研修の支援に努めます。 

④ 幼児の小学校への円滑な接続 
○認定こども園、幼稚園、保育所等と小学校との連携を促進します。 

○保・幼・小連携教育の研究を充実させ、その成果の発信に努めます。 

○幼保・幼小間の長期派遣研修や人事交流を生かした教育活動の推進に努めます。 

⑤ 認可外保育施設利用者の安心感の向上 
○認可外保育施設設置者とともに、認可外保育施設に入所している児童の処遇改 

善と福祉の向上を図ります。 

○認可外保育施設については、届出の指導及び立入調査等により、保育の質の確保

と適正な運営が行われるよう指導監督基準に基づき、指導・助言に努めます。 

 

  イ 地域でこどもを育む環境づくり（公的支援） 

① 地域における子育てへの理解促進と家庭教育力の向上 
○市町等と連携しながら、様々な機会を活用し、地域住民等が一体となって子育て

を支援するための機運の醸成に努めます。 
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○「えひめ教育の日」、「えひめ教育月間」での啓発事業を通じて、県民総ぐるみで

教育について考え、行動する機運の醸成に努めます。 

◎子育て経験者や専門家等が訪問等を通して情報や学習機会の提供を行うことに

より、相談体制の充実等、地域全体で家庭教育を支えていく基盤の形成を促進し

ます。 

◎家庭教育の充実に向けた職場づくりのために企業の経営者、従業員をあげて自主

的に取り組んでいる企業と協定を結び、互いに協力しながら愛媛県の家庭教育の

向上を目指します。 

○子どもの権利擁護のため、体罰や暴力が子どもに及ぼす悪影響や体罰によらない

子育てに関する理解が社会で広まるよう、普及啓発活動を行います。 

 

② 身近な場所での子育て相談体制の充実 
◎全ての子育て世帯が、役所等に足を運ばなくても、気軽に悩みを相談したり必要

な情報を取得することができるよう、愛顔の子育て応援サイト「きらきらナビ」

による情報提供や掲載内容の充実に取り組みます。 
○市に設置した家庭児童相談室において、専門的知識を持った職員が家庭や児童に

関する様々な相談に応じます。 
○愛媛県総合教育センターに教育相談室を設置し、幼児の発達や子育てに関する相

談を行います。 
○各市町に児童委員及び主任児童委員を配置し、子育てに関する援助相談を行いま

す。 
○市町の要保護児童対策地域協議会へ児童支援コーディネーターを派遣し、必要な

助言・技術援助を行うとともに、調整担当者を対象とした研修を実施し、職員の

専門性向上を通して同協議会の取組の強化を図ります。 
○愛媛県立子ども療育センターを核に、障がい児を対象とした医療、福祉、教育に

わたる総合的な相談体制の構築を行います。 
◎乳幼児の子育て活動の支援や乳幼児の親同士に交流の場を提供するなど、子育て

の負担感の緩和を図り、安心して子育てができるようきめ細かな子育て支援サー

ビスを提供する地域子育て支援拠点施設の設置促進を啓発します。 

○幼稚園における子育て支援の充実を支援します。 
◎妊娠期から子育て期にわたるまでの支援について、ワンストップで相談支援を行

う子育て世代包括支援センターの設置を促進します。 
◎家庭での保育が一時的に困難となった場合、一時的に預かり、必要な保育を提供

します。 
◎家庭で養育を受けることが一時的に困難となった場合、里親宅や児童養護施設等

で必要な保護を行います。 
◎保育が必要なこどもが、通常の保育所等の利用日及び時間以外の日及び時間にお

いても保育を必要とする場合、必要な保育を提供します。 
◎保育が必要な病気のこどもに、病院・保育所等に付設された専用スペースでの一

時的な保育を提供します。 

○労働者の育児に必要な資金需要に応えるため、金融機関と協調して低利の融資制

度を運用し、利用促進に努めます。 
○身近な市町における児童虐待防止と支援メニューの充実のため、子ども家庭総合

支援拠点の設置を推進します。 
◎教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報を提供したり、必要に応じ相談

に応じたり助言を行ったりしながら関係機関との連絡調整を行います。 
○生活保護世帯の子どもを含む生活困窮世帯のこどもを対象に、生活困窮者自立支

援法に基づき、こどもの学習・生活支援事業を実施し、学習支援や進路選択に関

する相談や居場所づくり等の支援を行います。 
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③ 県・市町連携による経済的支援 
○令和５年度に創設した「えひめ人口減少対策総合交付金」を活用して、県・市町

連携による出会い・結婚から、妊娠・出産、子育ての各ライフステージでの家事・

育児、経済的負担の軽減を図り、出産や子育てを社会全体で応援する機運を醸成

し、結婚したい人や子どもを持ちたい人の希望が叶い、安心して子育てができる

環境づくりを進めます。 

④ 子育て支援の輪の拡大 
○ＮＰＯやボランティア団体等、多様な主体による協働により、地域全体で子育て

支援に取り組む機運の醸成に努めます。 

○保育所や児童館等におけるこどもとのふれあいを通して、子育てを考え、子育て

支援活動に積極的に関わる人の輪を広げていきます。 

○四国 4 県と経済団体が連携して少子化対策の検討・実施を行う「四国少子化対策

推進委員会」等を通じ、四国４県の連携・協力による子育て世代を対象とした支

援事業を推進していきます。 

◎官民共同による「子どもの愛顔応援ファンド」を活用し、こども及び子育て世帯

を支える施策を推進します。 

◎県と市町、県内紙おむつメーカーとの官民協働により、第２子以降を出生した世

帯に、紙おむつ製品の購入に利用できる５万円分（約１年分）のクーポン券「愛

顔っ子応援券」を交付します。 

○こども食堂や交流食堂の開設・運営をサポートし、こどもたちの食生活改善、孤

食解消や居場所づくりに努めます。 

⑤ 地域における子育て家庭への支援体制の充実 
◎子育てを援助してほしい人と援助したい人をつなぐファミリー・サポート・セン

ターの設置・運営を支援します。 
○地域での高齢者の経験を活かした子育て支援活動など、学校・家庭・地域の力を

活用した子育て支援体制の確立をサポートします。 
◎こども連れで気軽に外出できる環境づくりに積極的に取り組む店舗等を募集し、

「えひめのびのび子育て応援隊」として登録する取組みを推進します。 
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３ 学童期・思春期 
 

第６目標 「健やかな成長・自立」を支援する“えひめ” 
 

【現状と課題】 
創造性や社会性、自立意識に欠けるこどもが増えていると言われるほか、こどもの体力

の低下や生活習慣の乱れ、肥満の増加、さらには朝食の欠食や間食が多いなどの指摘がな

されています。 

このため、こどもが自分で課題を見つけ、自ら学び、主体的に判断・行動し、問題を解

決する力や命を大切にする心、他人を思いやる心、感動する心等の「豊かな人間性」、正

しい食生活のもと、たくましく生きるための健康や体力を備えた「生きる力」を、学校、

家庭、地域が相互に連携しつつ社会全体で育んでいくことが必要です。 

 

学校は、心身の発達に応じた適切な教育を実施する場所であり、そこに通う子どもたち

が、いきいきと活動するための魅力のある環境整備が不可欠です。 

このため、安全な環境の下で、地域や保護者、こどもたちに愛され、信頼される学校で

あること、また、教職員には、知識・技能はもとより、こどもが社会の変化の中で主体的

に生きていくことができるよう、児童・生徒の多様な特性や長所を最大限に伸ばす指導力

が求められます。 

 

テレビや雑誌、インターネット、スマートフォンの普及など、様々なメディアから、性、

飲酒・喫煙や薬物、暴力、不良行為、非行行為等の有害情報が氾濫しており、少年犯罪の

凶悪化も深刻化しています。 

このため、こうした有害環境の浄化に取り組むことが必要です。 

また、社会問題化しているいじめのほか、不登校などに効果的に対応するため、教育相

談体制の充実を図り、こどもの問題行動等を未然に防止するとともに、問題行動等に至っ

た場合は、適切に立ち直りの支援を行っていくことが必要です。 

 

【具体的な施策】 

（１）こどもが安心して過ごし学ぶことのできる質の高い公教育 
① 学校と家庭や地域との連携・交流の促進 

◎地域住民が学校運営に参画するために制度化された学校評議員制度の周知に努

めます。 

◎全県立学校に設置した学校評議員の意見が今まで以上に反映されるよう、各校の

実態に即したシステムを研究します。 

○小中学校についても、学校評議員の設置を促進するなど、開かれた学校づくりを

進めます。 

○学校教職員の子育て関連活動への参加を促進します。 

○県立学校において、学校評価（自己評価及び学校関係者評価）の実施及び公表を

行い、学校・家庭・地域の連携協力による学校づくりを進めます。 

○地域住民の参画による地域学校協働活動、放課後子ども教室、えひめ未来塾の取

組を推進します。 

◎「えひめ学校教育サポーター企業」を活用し、地元企業・団体が学校に出向いて

行う出前授業等を通じて、地域の多様な教育資源を子どもたちの教育に活かしま

す。 

② 教員の資質・能力の向上 
○児童生徒にとって楽しく分かる授業を目指して、「授業評価システムガイドライ

ン」を活用した授業改善を進め、教員全体の実践的指導力の向上を図ります 
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○教員の資質・能力向上のための様々な専門研修を実施します。 
○学習管理システムの活用により教員研修を改善し、効率的かつ効果的な研修の充

実を図るとともに、教育現場における専門的な ICT 活用によるサポート体制を整

備するほか、教員のデジタルリテラシーの向上にも取り組み、教員の ICT を活用

した指導力の向上等を図ります。 
○一人一人の児童生徒に対して、組織的な生徒指導を展開していくために、

校内の生徒指導の方針・基準を明確に定め、年間の生徒指導計画に盛り込

むとともに、教職員間で共有し、一貫性のある生徒指導が推進できる体制

の充実に努めます。 
○生徒指導の取組について学校評価を行い、結果を踏まえ生徒指導の取組を

改善し、学校における生徒指導体制の充実に努めます。 
○特にいじめや不登校への対応については、どのこどもにも、どの学校にお

いても起こり得ることを十分に認識し、実効性ある指導体制の確立に努め

るとともに、学校の安全性を確保するため、社会で許されない行為に対し

ては、毅然とした態度で臨みます。 
※いじめへの対応については「第５章３⑸いじめ防止」で後掲 

※不登校への対応については「第５章３⑹不登校の子どもへの支援」で後掲 

○家庭や地域との連携を密にしながら、一人一人の  個性や可能性を伸ばす

きめ細かい援助・指導を行い、社会的に自己実現できるような資質や態度

の育成に努めます。 

③ 確かな学力の定着と向上 
○「第３期愛媛県学力向上推進３か年計画」に基づき、愛媛で学ぶ全ての  

こどもたちにこれからの新しい時代に求められる資質・能力を育成してい

きます。 

○「えひめＩＣＴ学習支援システム」の開発・運用を通して、テストをＣＢ

Ｔ化するなど、愛媛教育のデジタル化を推進するとともに、これまで効果

の大きかった学力向上施策を継続実施することで、更なる学校教育の質の

保証・向上に努めます。 

○中学生の英語力の向上などの課題克服に努めます。  

○少人数学級の実施により、こどもの反応や理解度に応じた指導、障がいの

あるこどもなど教育的ニーズに応じた指導、協働学習等の学習活動・機会

の充実を通じた学力・学習面の育成に努めます。  

○高等学校においては、学校や生徒の実態等に応じ、必要がある場合には、

各教科・科目の指導に当たり、義務教育段階での学習内容の確実な定着を

図るための学習機会を、適宜設けます。また、家庭との連携を図りなが

ら、生徒の学習習慣を確立します。 

◎障がいのあるこどもが就学前から卒業後まで切れ目ない指導や支援を受けられ

るよう、個別の教育支援計画や個別の指導計画の作成・活用を促進し、一人一

人の学習上の困難を改善・克服できるよう、個に応じた指導方法や指導体制の

工夫改善に努めます。【再掲】 

○多様な研修の確保に努め、教師の自己研修を奨励するとともに、授業評価

システムを活用した適切な授業評価の実施や新学習指導要領に対応した主

体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を推進する中で、教師の

実践的指導力の向上を図ります。 

○学校評価の充実を図り、特色ある開かれた学校づくりに取り組むととも

に、家庭・地域との連携を推進し、児童生徒のよりよい学習習慣、生活習

慣の定着に努めます。 

○児童・生徒の科学技術、理科・算数・数学への興味・関心を高め、主体的

な学びを深化・発展させ、「将来の夢」「科学を楽しむ心」を育成すると
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ともに、将来の優れた科学技術人材の育成に努めます。  

④ 学校における教育相談の充実 
○児童生徒やその家族が抱える身体的な悩みや性格、友人関係、学業成  

績、部活動、将来の進路、家庭生活、さらにはＳＮＳ等を介したいじめや

トラブルなどの問題に対応するため、スクールカウンセラーやスクールソ

ーシャルワーカー等を活用した教育相談体制の一層の充実に努め、種々の

悩みの解決や生き方についての援助を行います。  

○教員に対し、カウンセリング等の研修を充実し、教育相談の能力向上を図

ります。 

○児童生徒一人一人をより深く理解し、それぞれの発達に即して、好ましい

人間関係を育て、自己理解を深めさせることにより、児童生徒の健全な心

身の育成に努めます。 

⑤ 安全で豊かな学校環境の提供 
◎学校施設は、児童生徒が１日の大半を過ごす活動の場であるとともに、災害時

には避難所としても利用することから、県立学校については、施設の長寿命化

対策を推進するとともに、地震発生時の被害を少しでも軽減できるよう、窓・

ガラス、内外装材など非構造部材の修繕に取り組みます。また、小中学校等校

舎については、一刻も早い耐震化完了に向けた取組みを促進します。 
◎県立学校において、教室へのエアコン設置率100％を目指すとともに、ＩＣＴ

環境整備による教育の情報化を一層推進します。 
○養護教諭による児童生徒の心身の健康相談や健康教育の充実を図ります。 
○危機管理意識の徹底、学校防災体制の推進、薬物乱用防止教育、性に関する指

導の進め方等の研修会を開催します。 
○各学校の危機管理マニュアルをもとに、保護者、地域、関係機関との連携を積

極的に図ります。 
○教職員対象の安全教室講習会を実施し、教員等の危機管理意識の高揚と児童生

徒の安全確保に努めます 
○学校関連施設の木造化・木質化を推進します。 
○児童生徒の学習支援、健康管理の補助や校内衛生環境の整備等を行う学校教育

活動支援員を速やかに配置し、きめ細やかな感染症対策や個に応じたサポート

を行うことにより、児童生徒が安心して学校生活を送れるよう支援します。 

⑥ 就学機会の確保 
○家庭の状況にかかわらず、全ての就学の意思のある高校生が安心して教育を受

けられるよう、公立高校生については、高等学校等就学支援金により授業料を

実質無償化するとともに、低所得者世帯を対象に、奨学のための給付金により

授業料以外の教育費を支援します。また、奨学金制度の推進に努めます。 

○私立高校生等については、高等学校等就学支援金により授業料を助成（令和２

年４月から年収590万円未満世帯は実質無償化）するほか、低所得者世帯を対

象に、奨学のための給付金により授業料以外の教育費を支援します。また、制

度の周知・啓発に努めます。 

○労働者の子どもの教育に必要な資金需要に応えるため、金融機関と協調して低

利の融資制度を運用し、利用促進に努めます。 

 

（２）居場所づくり 
① 多様なこどもの居場所づくりの推進 

○こども・若者が遊んだり、何もしなかったり、好きなことをして過ごす時間や場

所、人との関係性全てが「居場所」になり得るものと認識し、こども・若者の視

点に立った多様な居場所づくりを推進します 
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② 放課後児童対策の総合的な推進 
○放課後や週末に、希望するすべてのこどもが安全に安心して集える活動拠

点として「放課後子ども教室」を設け、地域の様々な人々がボランティアと

して関わり、勉強、スポーツ、文化活動、地域との交流活動等を実施し、地

域総がかりで取り組む青少年の健全育成を推進します。  

○地域における児童健全育成の総合的拠点施設である児童館は、健全な遊び

を通じた児童の育成や放課後児童クラブの運営、児童問題の相談などの指

導や地域組織活動の助長などに資することから、市町の計画的な整備促進

に取り組みます。 

○こども・子育て家庭が自由に利用できる健全な活動拠点を充実させるため、

えひめこどもの城を核とした児童館の相互交流と連携を推進していきます  

◎放課後児童クラブや放課後子ども教室の設置を促進します。 

○放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の一体的又は連携した実施を促進しま

す。 

○放課後児童クラブ等の障がい児の受入れを促進します。 

○コミュニティ・スクールの仕組みを活用した放課後児童クラブと放課後こども教

室の「校内交流型」「連携型」の推進を図ります。 

○市町や民間団体等と連携し、長期休暇等における子どもの居場所や体験活動の提

供を推進します。 

○えひめこどもの城をはじめとした県内児童館におけるこどもの居場所づくりを

推進します。 

○市町や民間団体等と連携し、長期休暇等におけるこどもの居場所や体験活動の提

供を推進します。 

○こども食堂や交流食堂の開設・運営をサポートし、こどもたちの食生活改善、孤

食解消や居場所づくりに努めます。 

○商店街の空き店舗等を活用した託児施設や児童交流施設の整備を促進します。 

◎こども連れで気軽に外出できる環境づくりに積極的に取り組む店舗等を募集し、

「えひめのびのび子育て応援隊」として登録する取組みを推進します。 

③ 職員の資質及び専門性の向上 
○放課後児童支援員となるための研修や、従事者への専門研修を実施します。 

○放課後児童クラブと放課後子ども教室の関係者がともに参加する研修を実施し、

研修内容の充実に努めます。 

○地域学校協働活動推進員（地域コーディネータ）の配置促進等による地域学校協

働活動の充実と多様な地域人材の参画を促進します。 

④ 地域における子育て家庭への支援体制の充実 
◎子育てを援助してほしい人と援助したい人をつなぐファミリー・サポートセン 

ターの設置・運営を支援します。 

◎教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報を提供したり、必要に応じ相談

に応じたり助言を行ったりしながら関係機関との連絡調整を行います。 

○生活保護世帯のこどもを含む生活困窮世帯のこどもを対象に、生活困窮者自立支

援法に基づき、こどもの学習・生活支援事業を実施し、学習支援や進路選択に関

する相談や居場所づくり等の支援を行います。 

○官民共同による「子どもの愛顔応援ファンド」を活用し、こども及び子育て世帯

を支える施策を推進します。【再掲】 

○地域での高齢者の経験を活かした子育て支援活動など、学校・家庭・地域の力を

活用した子育て支援体制の確立をサポートします。 

◎子ども連れで気軽に外出できる環境づくりに積極的に取り組む店舗等を募集し、

「えひめのびのび子育て応援隊」として登録する取組みを推進します。 

⑤ 児童館・児童センター活動の充実 
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○えひめこどもの城を始めとする児童館の活用により、遊びを通してこどもたち 

の健全な育成を支援します。 

◎指定管理者等と連携を図りながら、えひめこどもの城を核とした児童館の相互交

流と連携を推進し、児童館活動の一層の充実を図るとともに、児童関連施設職員

や放課後児童支援員、ボランティアスタッフなど、児童の健全育成に資する人材

の育成を行います。 

⑥ こどもの遊びや学びの支援 
◎えひめこどもの城については、魅力ある遊具の設置や、雨天時や酷暑時等でも安

全に利用できるよう施設整備を進めるなど魅力向上に取り組むとともに、とべも

りジップラインでつながったとべ動物園をはじめとするとべもり+（プラス）の

連携をさらに強化し、こどもの創造力や自主性、豊かな感受性等を育むための機

会の提供に努めます。 

○えひめこどもの城、県総合科学博物館、県歴史文化博物館において、指定管理者

等と連携を図りながら、こどもの健全な遊びや学習に資する魅力的なイベントを

実施します。 

○県美術館やとべ動物園等において、利用日・時間の弾力的な運用やこども料金の

設定に配慮します。 

○県立図書館において、おはなし会やこどものための講演会の開催等、こどもが本

に親しむきっかけづくりに努めます。 

⑦ 子育て家庭に安全・快適な環境づくり 
○公共建築物や、道路、歩行空間、公共交通機関等のバリアフリー化を推進すると

ともに、ユニバーサルデザインの理念に基づいた環境づくりに努めます。 

◎県営住宅のバリアフリー化を推進します。 

○商店街の空き店舗等を活用した託児施設や児童交流施設の整備を促進します。 

○公共施設等における子育て家庭対応型トイレ等の設置を推進します。 

○健康増進法の周知・徹底を図り、こどもが受動喫煙をしない社会づくりに努めま

す。 

○各保健所にシックハウス症候群相談窓口を設置するとともに、相談者の要望等に

より、当該住居等におけるシックハウス症候群の原因物質の特定に努めます。 

 

（３）小児医療体制、心身の健康等についての情報提供やこころのケア 

の充実 
① 地域の実情に応じた小児救急医療体制の整備【再掲】 

◎各圏域の小児救急医療機関として、小児救急医療サービスの確保を図っていき 

ます。 

◎小児救急医療電話相談を実施し、小児患者の保護者等向けの電話相談体制を整備

することにより、地域の小児救急医療体制を補強します。 

○小児を含む救急患者の救命率の向上や後遺症の軽減等を図るため、ドクターヘリ

のより効果的・効率的な運用に努めます。 

② 小児科医師の確保【再掲】 
○小児科医師の適正な配置等を行うため、医師確保対策について、国等に働き掛け

ます。【再掲】 

〇将来医師として県内で地域医療に従事しようとする医学生に対し、奨学金

を貸与することで小児科・産科等の医師確保を図ります。また、看護職員に

ついては、人材確保と質の向上のために、「養成」「職場定着」「離職防止」

「復職支援」に取り組みます。 

③ 乳幼児の疾病の早期発見・早期治療【再掲】 
○市町が実施する乳幼児医療費助成の底上げに努めます。 
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◎先天性代謝異常等の早期発見・早期治療により心身障がい児の発生を予防するた

め、新生児マススクリーニング検査を実施します。 

④ 疾病の予防【再掲】 
○感染症を予防するため、予防接種の重要性についての周知を図ります。 

○予防接種センター（県立中央病院）において、かかりつけ医では対応しにくい予

防接種要注意者に対する接種や、予防接種の専門的な相談指導を推進します。 

⑤ 小児慢性特定疾病児童等及びその家族の支援【再掲】 
○慢性的な疾病にかかっていることにより、長期にわたり療養を必要とする児童 

等の健全育成及び自立促進を図るため、小児慢性特定疾病児童等及びその家族か

らの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行います。 

○長期にわたり医療施設において療養を必要とする児童の家族等に対する宿泊及

び休養の施設「ファミリーハウスあい」の運営により、小児慢性疾病児童等及び

その家族を支援します。 

⑥ 性に関する教育や普及啓発・相談支援とこころのケア 
◎学童期から思春期のこどもたちを対象に、発達段階に応じた性教育を実施し、命

や性、性感染症等に関する正しい知識の普及に努めます。 

○性同一性障害や性的指向・性自認に係る困難を抱えるこどもが、自分らしく生き

ることのできる社会を築いていくために、正しい理解や認識を深める取組の充実

に努めます。 

○保健所において、思春期の身体的・精神的な悩みの相談を実施します。 

○児童思春期における心の問題に対応できる専門家（医師、看護師、精神保健福祉

士、公認心理師等）を養成するため、思春期精神保健対策研修を行います。 

 

（４）成年年齢を迎える前に必要となる知識に関する情報提供や教育 
① 政治参画の促進 

○教育基本法や学習指導要領に基づき、政治的教養の教育を充実させ、国家

及び社会の形成者として必要な資質を養います。  

○こども・若者が主権者としての判断を適切に行うことができるよう、系統

的、計画的な指導を実施するとともに、選挙管理委員会や議会事務局等と

の連携を進め、現実の具体的な政治的事象も取り扱い、こども・若者が主権

者としての権利を円滑に行使することができるよう、より実践的な教育活

動を推進します。 

② 消費者教育の推進及び金融リテラシーの向上 
      こども・若者が消費者の権利と責任について理解するとともに、主体的に判断し責

任を持って行動ができるよう消費者教育の推進を図るとともに、金融経済教育の機

会を提供し、子ども・若者の金融リテラシーの向上に取り組みます。 

 

（５）いじめ防止 
○「愛媛県いじめの防止等のための基本的な方針」に基づき、いじめを絶対に許

さないとの強い姿勢で、いじめの根絶に向けて、学校・家庭・地域・関係諸機

関が連携した組織的な取組を推進し、迅速かつ適切な対応に努めるとともに、

いじめの未然防止につながる社会性の育成やＳＮＳでの誹謗中傷等を含むネッ

ト上のいじめ対策に取り組みます。 

○学校・地域におけるいじめの防止等に資する「愛媛県いじめ問題対策連絡

協議会」を開催するなど、教育関係者、関係機関、家庭及び地域の連携を

強化します。 

○24時間体制でいじめや不登校の相談に応じる電話相談や「リスク判定サ

ポート機能」を用いたＳＮＳを活用した相談等を通して、解決が困難な問
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題や重大な事件に遭遇した児童生徒等の心のケアに努めます。  

 

（６）不登校の子どもへの支援 
○不登校を未然に防止するため、不登校が特別な状況下で起こるのではなく、どの

こどもにも起こり得ることを理解し、社会的自立に向けて、自らの進路を主体的

に形成していくための生き方支援を行います。【再掲】 

○入学・進級など成長の節目においては、学校や学年の移行が円滑に進むよう細や

かな配慮を行い、全ての子どもにとって、居場所があり、楽しく通える魅力ある

学校づくりに努めます。【再掲】 

◎心と体の健康センターにおいて、不登校、ひきこもり等の思春期特有の精神保健

に関する専門的な相談を実施します。【再掲】 

○不登校から中途退学になるケースも多いことから、高等学校においては、中学校

と連携して十分な学校説明と体験入学等を行い、高等学校での不適応を事前に防

止するよう努めます。【再掲】 

○入学後は教育相談活動を充実させ、生徒一人一人が孤立し、孤独に陥らないよう

に、日頃から生徒の悩みを聞く体制を構築していきます。【再掲】 

○24 時間体制でいじめや不登校の相談に応じる電話相談や「リスク判定サポ

ート機能」を用いたＳＮＳを活用した相談等を通して、解決が困難な問題

や重大な事件に遭遇した児童生徒等の心のケアに努めます。【再掲】 

○学校における教育相談体制（スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカ

ー、ハートなんでも相談員等）を充実します。【再掲】 

○校内サポートルーム及びメタバース上の学びの場である「メタサポキャンパス」

において、不登校児童生徒の社会的自立に向けた取組を推進します。【再掲】 

 

（７）校則の見直し 
○学校や地域の状況に応じて各学校が定める校則の見直しを行う場合には、その過

程でこどもや保護者等の関係者からの意見の聴取が行われるように努めます。 

 

（８）体罰や不適切な指導の防止 
○教職員による体罰や不適切な指導等については、部活動を含めた学校教育全体 

で、いかなるこどもに対しても決して許されないとの強い姿勢で、体罰や不適切

な指導の根絶に取り組みます。【再掲】 

 

（９）高校中退の予防、高校中退後の支援 
○不登校から中途退学になるケースも多いことから、高等学校においては、中学校

と連携して十分な学校説明と体験入学等を行い、高等学校での不適応を事前に防

止するよう努めます。【再掲】 

○入学後は教育相談活動を充実させ、生徒一人一人が孤立し、孤独に陥らないよう

に、日頃から生徒の悩みを聞く体制を構築していきます。【再掲】 

○若年無業者の総合相談窓口であるえひめ若者サポートステーションやハローワ

ーク等が実施する支援内容等について、高校等と連携しながら高校中退者等への

情報提供や訪問支援を行うなど、就労支援や復学・就学、ニート化の未然防止の

ための取組を進めます。【再掲】 
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４ 青年期 
 

第７目標 「修学・就労や家庭を持つこと、子育てに夢」 

が感じられる“えひめ” 
 

【現状と課題】 
核家族化や少子化の進行、地域コミュニティーの希薄化等により、従来に比べ地域と子

育て家庭との交流が少なくなっています。また、性別役割分担意識は変化しているものの、

家庭においては未だ、女性に子育ての役割と責任が集中していることが、育児ストレス等

の主な要因となっています。 

このため、男女が共に協力して子育てや家事に関わることにより、子育ての意義や重要

性等を理解することが必要です。 

また、若年世代の未婚化・晩婚化や県外流出による出生数の減少が進んでいることから、

少子化対策の観点からも、個人の意思を尊重しつつ、結婚や子育てをイメージする機会を

提供し、地域全体で次世代育成力を強化することが必要です。 

 

就職後、雇用のミスマッチ等により早期に離職した若者や雇用環境が厳しい時期に就職

活動を行った若者には、非正規雇用やニートなどの不安定な生活状況による将来への不安

から結婚を先送りする方も多いと言われています。 

このため、若者の職業観を醸成するためのキャリア教育を推進するとともに、「就職～

結婚～出産～子育て」を望みながらも、特に経済力の面で踏み出せないでいる若年者に対

して、職業訓練や一人ひとりの適性と能力に合った就職支援を行い、子育てを担う世代の

生活を支援する取組みを進めていくことが必要です。 

 

少子化の主たる要因として、子育てに伴う経済的負担と並んで、未婚化・晩婚化・晩産

化が指摘されています。本県における未婚者の割合は、男性は約５人に１人、女性は約６

人に１人であり、平均初婚年齢は男性が 30 歳を超え、女性も 30 歳に近づいています。 

一方で、国の調査によると、独身者の約８割が結婚を希望しており、25 歳～34 歳の

年齢層の独身にとどまっている理由は、「適当な相手にめぐり会わない」が最も多くなっ

ています。 

結婚は、個人の意思に基づき選択されるものではありますが、結婚を希望してもできな

い要因が明らかになっているのであれば、それに対する具体的な対策を講じていくことが

求められます。 

このため、子育て環境の整備と合わせて、「適当な相手にめぐり会わない」という理由

で独身にとどまっている未婚者に対し、多様な出会いの機会を社会全体で提供していくこ

とが必要です。 

 

【具体的な施策】 

（１）高等教育の修学支援、高等教育の充実 
① 大学等進学に対する教育機会の提供【再掲】 

○高等教育段階においては、意欲と能力のある若者が、経済的理由により大学等へ

の進学を断念することがないよう、国の就学支援新制度により、真に支援の必要

な住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生に対し、授業料及び入学金の減

免と給付型奨学金の支給による支援を行います。 

○生活困窮世帯等に対し、若者学習サポート事業により、高校進学前後の生徒等へ

の学習支援や居場所づくりに取り組みます。 

○ひとり親家庭学習ボランティア派遣事業、若者就学支援事業、えひめ未来塾とい
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った事業を各地域にて実施し、児童への学習支援や進学相談等を実施することに

より、学習意識と学力の向上を図ります。 

② 生活困窮世帯等への進学費用等の支援【再掲】 
○県社会福祉協議会が実施する生活福祉資金貸付制度により、低所得世帯の子ど 

もが高校や大学等において修学するための入学金、授業料等の貸付けを行います。 

○生活保護世帯のこどもが、大学等に進学した際に、新生活の立ち上げ費用として

進学準備給付金を給付するとともに、大学等に通学している間に限り、そのこど

もを含めた人員による住宅扶助額を支給します。 

○大学等への進学を検討している高校生等のいる生活保護世帯に対して、進学に向

けた各種費用についての相談や助言、各種奨学金制度の案内等を行います。 

③ ひとり親家庭への進学費用等の負担軽減【再掲】 
○ひとり親家庭のこどもが、大学等への進学を断念することがないよう、母子父子

寡婦福祉資金貸付金による経済的支援を継続します。 

○ひとり親家庭のこどもが高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受講し

た場合の費用への支援を引き続き実施します。 

 

（２）就労支援、雇用と経済的基盤の安定のための取組 
① 若者の自立支援 

○若者の意欲を高めるため、各方面において次代を担う若者の育成に努めます。 

○ボランティア活動や初等・中等教育段階における職場体験学習などの社会体験活

動を通じ、若者が社会の中での自分の役割について積極的に考え、主体性や社会

性を育むことを支援します。 

○学生を対象とした職場見学･体験、出前講座の実施により、職業意識や就労意欲、

地元企業に対する理解の向上に努めます。 

○青年海外協力隊への派遣促進や海外からの技術研修生との交流促進など、様々な

体験を糧と捉える人材の輩出に努めます。 

○小・中・高等学校等の学びを蓄積し、自身の変容や成長を実感させることを通し

て、若者のキャリア形成が図られるよう、キャリア教育の充実に努めます。 

② 若者の就業促進 
◎ジョブカフェ愛 work（愛媛県若年者就職支援センター）において、定住外国人

の若者を含めた若者を対象に、かかりつけのキャリアコンサルタントが職

業相談や職業適性診断等に基づき、個々のケースに応じたきめ細かな支援

を就職から職場定着に至るまでのきめ細かな支援に加え、企業のニーズに応じた

人材を育成するなど、雇用対策・人材育成を総合的に実施します。 

○民間教育訓練機関等を活用した職業訓練等により、不安定な就業状態にある若年

者の正規雇用等への転換を支援します。 

◎地域若者サポートステーションにおいて、各種セミナー、職場見学・体験等を実

施し、若年無業者等の職業的自立を支援します。 

◎県下３校の産業技術専門校において、就業に必要な知識・技能を身に付ける職業

訓練を実施します。 

○県内企業のニーズに応じた人材の育成や在学中からの職業意識の醸成を図

るなど、若者の雇用対策、人材育成を総合的に実施するとともに、新規学卒

者、未就職卒業者を対象としたセミナーや会社説明会を開催するほか、就

職に結びつかない若者を対象に、若者同士の仲間づくりやフィールドワー

ク中心の実践的研修を行い、企業が若者に求める「働く意欲と能力」（就活

力）の向上に努めます。 

○地域の中小企業の魅力情報と求人情報を若者に提供するとともに、若者と企業

の交流会を職業紹介と併せて実施し、マッチング機会の促進を図ります。  



111 

 

○(一社)えひめ若年人材育成推進機構を核として、地域社会が一体となって、

「えひめ」の未来を担う若年者の育成に取り組む体制を構築するとともに、

若者を取り巻く経済団体、教育機関、保護者団体、企業、ＮＰＯ法人など関

係者の自律的な取組を促進します。 

○県内経済団体及び事業者に対して、若者の正規雇用の拡大等を要請し、雇

用の維持・確保に努めていきます。 

○新規学卒者等向け合同会社説明会と併せて企業との交流会を開催するほか、

インターンシップを促進するなど、将来の県内就職の促進を図ります。  

③ 若者の雇用確保 
○若者の県外流出に歯止めをかけるためにも、各界の代表者等で組織する「愛媛

県雇用対策会議」において、若者の総合的な雇用対策について検討・協議しま

す。 

○企業や事業所等に対して、様々な機会を通じて正規雇用による採用の拡大な

ど、雇用の維持・確保を働き掛けます。 

○ジョブカフェ愛 work において、地域の中小企業が若年人材の確保や職場定着

に向けて行う取組みを支援し、若者の県内企業への就職促進を図ります。 

○仕事と家庭の両立支援や女性活躍推進に積極的に取り組む企業を「ひめボス宣

言事業所」として認証し、誰もが働きやすく、働きがいのある環境整備を促進

します。 

◎中学生、高校生に向けて県内の中小企業の魅力を発信し、将来の本県での就職

促進に繋げます。 

○県外大学と就職支援連携協定を締結し、本県出身の県外学生等に対して県内企

業の情報を発信し、本県における若年者の採用の拡大を目指します。 

○創業に向け、具体的な事業計画や熱意・意欲を持つ若者の一連の活動を支援し

ます。 

○構造改革特区制度を活用した先行事例のうち、雇用拡大効果が見込まれるもの

や、雇用の確保・拡大が実証されたものなどについて、本県への応用導入をめ

ざします。 

○地域経済の活性化と地域雇用の創造について、地域の視点から総合的に推進す

る地域再生構想に対し、市町等とともに積極的な提案を行います。 

    ④ 職業能力の開発 
○ものづくりや高度な技能の魅力を若い世代に発信するため、学校や地域に

おける「ものづくり」体験教室や技能振興イベントを開催するとともに、技

能検定等の受検促進や熟練技能者等による指導を行います。  

○学卒者向け公共職業訓練では、産業界のニーズに柔軟に対応した内容の充

実を図ります。 

○企業等が自ら若年労働者等に行う職業訓練を支援します。  

⑤ ニート（若年無業者）支援体制の整備 
○「ニート」と呼ばれる若者の職業的自立を支援するため、地域若者サポ  

ートステーションにおいて、きめ細かな個別相談やセミナー等を実施し、

就職等の進路決定に導きます。 

○若年無業者の総合相談窓口であるえひめ若者サポートステーションやハローワ

ーク等が実施する支援内容等について、高校等と連携しながら高校中退者等へ

の情報提供や訪問支援を行うなど、就労支援や復学・就学、ニート化の未然防

止のための取組を進めます。【再掲】 

○地域若者サポートステーションを中心に、ジョブカフェ愛ｗｏｒｋやハロ

ーワークなどの就職支援機関、職業訓練機関、教育機関、保健・福祉機関

等の関係機関が互いの強み（専門性）を理解し、支援のネットワーク化を

形成して対応します。 
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    ⑥ 若年子育て家庭等の生活支援 
○児童手当制度等の円滑な推進に努めます。 

○県営住宅への子育て世帯・若年夫婦世帯等の優先的入居の受付を実施します。 

 

（３）結婚を希望する方への支援、結婚に伴う新生活への支援 
① 県民総ぐるみで結婚を支援する体制づくり 

◎平成 20 年 11 月に開設した「えひめ結婚支援センター」を核として、企業・団

体、市町、ボランティア等と連携、協力して、結婚を希望する独身男女に、出会

いイベントやお見合い事業を通じて出会いの場を提供します。 

○婚活に対する抵抗感の解消を図り、地域で婚活を支援する組織を育成するなど、

県民総ぐるみで結婚しやすい環境づくりを推進します。 

○結婚や子育てを含むライフイベントについて、社会全体で支え合う機運の醸成や、

地域課題に対応した総合的な結婚支援についての国への提言や要望活動に取り

組みます。 

○居住エリアにとらわれないオンライン婚活を導入し、えひめ結婚支援センターの

機能の拡充を図ります。 

○令和６年度にえひめ結婚支援センターに設置した「結婚支援連携推進員」を活用

して、市町や企業等と連携して地域で一体となって結婚を支援する機運を醸成し

ます。  

② 若い世代への出会い・結婚支援 
○婚期が遅れることで、妊娠・出産・育児の期間が短縮され、希望する人数の子ど

もを生み育てられないという課題があることから、特に、未婚率の上昇が著しい

20 代等を中心に、結婚や家庭を持つことを考える機会づくりや独身者相互の出

会い・交流を深める取組みを行います。 

③ 結婚を希望する労働者の支援 
○結婚を希望する労働者の資金需要に応えるため、金融機関と協調して低利の融 

資制度を運用し、利用促進に努めます。 

④ 結婚に伴う新生活への経済的支援 
○市町と連携して、新婚家庭の新居に係る家賃や引越費用等を補助する事業に取 

り組み、経済的理由で結婚に踏み出せない希望者を支援します。 

⑤ 子育て世帯との関わりや家族を持つことを考える機会の提供 
○次代を担う若者に対して、乳幼児や親との交流やラ イフデザイン講座等の開 

催を通じて、子育て世帯との関わりや、将来、結婚して家庭を持つこと、親にな

ること等を考える機会の提供を支援します。 

 

（４）悩みや不安を抱える若者やその家族に対する相談支援 
① ひきこもり等支援策の充実【再掲】 

〇ひきこもりの問題は、本人だけでなく、家族や友人、学校、地域等の状況が複雑

に絡み合っており、その対応の難しさから本人や家族の労苦が長期間に及ぶなど、

近年、深刻な社会問題となっていることから、ひきこもり支援の充実を図るため、

各機関の支援者を対象に資質向上のための研修を実施します。 

〇本人や家族のニーズに沿った適切な支援を提供するために、精神保健福祉分野を

はじめ、児童福祉や労働、教育等の各分野が連携した「ひきこもり対策連絡協議

会」を中心に支援情報の集約や共有を図るとともに、より身近な市町において、

ひきこもりに関する相談が受けられるよう、各保健所及び心と体の健康センター

（ひきこもり相談室）が市町と連携し、相談窓口整備等に対する技術的支援を行

います。 

〇心と体の健康センター（ひきこもり相談室）では、ひきこもりに関する専門相談
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窓口として、支援対象者の状況に応じた支援機関の紹介や各種支援情報の提供を

行うほか、必要に応じて保健所等と連携しながら、回復に向けた支援を行います。 

② 性に関する教育や普及啓発・相談支援とこころのケア【再掲】 
◎学童期から思春期の子どもたちを対象に、発達段階に応じた性教育を実施し、命

や性、性感染症等に関する正しい知識の普及に努めます。 

◎心と体の健康センターにおいて、不登校、ひきこもり等の思春期特有の精神保健

に関する専門的な相談を実施します。 

○保健所において、思春期の身体的・精神的な悩みの相談を実施します。 

○児童思春期における心の問題に対応できる専門家（医師、看護師、精神保健福祉

士、公認心理師等）を養成するため、思春期精神保健対策研修を行います。 

◎子ども・若者の自殺死亡率の減少に向けて、県民の自殺予防に対する正しい知識

の普及啓発・周知に努めます。 

◎尊い命が自殺で失われることがないよう関係機関と連携を図りながら、ＳＯＳの

出し方に関する教育をはじめとする自殺予防対策の推進に努めます。 

    ③ 困難な問題を抱える女性への支援の推進 
○こども・若者を含む困難な問題を抱える女性に対し、それぞれの意思を尊重しな

がら、抱えている問題及びその背景、心身の状況等に応じた多様な支援を包括的

に提供できる体制を整備します。 

○ＤＶ被害や経済的問題等を抱えた母子世帯の入所する県立愛媛母子生活支援セ

ンターにおいて、自立に向けた支援を充実します 

○若い世代の交際相手からの暴力である「デートＤＶ」について、将来にわた

りＤＶの加害者にも被害者にもならないために、若い世代に対し、ＤＶに

対する正しい認識と男女が対等な立場でお互いの人権を尊重できる関係に

ついて学ぶ機会を提供するため、大学生、短期大学生、専修学校生、高校生

等を対象としたデートＤＶ・性暴力防止啓発講座や中学校・高校教職員に

対するデートＤＶ・性暴力未然防止教育研修を開催します。【再掲】 

○若い世代が身近で安心して交際相手からの暴力について相談できるよう、

配偶者暴力相談支援センター等の相談窓口の周知を図ります。【再掲】 

○配偶者に対する暴力（ＤＶ）が児童虐待に関連・影響する可能性もあること

から、教育関係者、放課後児童支援員、保育士等に対し、児童虐待に関する

留意事項に加え、ＤＶの特性、子どもや被害者の立場や配慮すべき事項等

について研修を通じて周知徹底を図るよう、市町、市町教育委員会及び関

係機関へ協力を要請します。【再掲】 

○福祉総合支援センター、東予及び南予子ども・女性支援センターでは、ＤＶ

被害者の同伴児童に対し、通所や訪問により児童の状況に応じた適切な対応に

努めます。【再掲】 

○各市町及び各市町の要保護児童対策地域協議会において、ＤＶによる児童

虐待について、早期発見と再発防止、必要に応じた母子保健サービスや子

育て支援サービス等による援助が行えるように情報を共有し、一層の連携

に努めます。【再掲】 
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第６章 子育て当事者への支援 
 

第８目標 「家庭・地域の愛情」で育む“えひめ” 
 

【現状と課題】 
少子化や核家族化、生活スタイルの多様化など、子育て家庭とこどもを取り巻く環境

が複雑に変化する中、こどもが将来に夢を持って健やかに成長できる環境を築くため

には、地域社会全体でこどもを支援していく体制づくりが重要となっています。 

このため、在宅の子育て家庭、ひとり親家庭、障がい児や医療的ケア児のいる家庭、

多子世帯、多胎児世帯等へ配慮のもと、子育て支援施策を総合的、計画的に推進するほ

か、社会全体で子育てを支援するための機運の醸成や県民の意識の啓発を図るととも

に、子育て支援活動を行うＮＰＯやボランティア団体、企業、地域住民等の各主体の役

割が十分果たせるよう、必要な支援、情報提供等に努める必要があります。 

 

次代の社会を担うこどもたちが、その置かれた環境に関わらず、将来に夢を持って健

やかに成長するためには、行政のみで対応できる支援には限界があります。 

このため、子育て支援活動を行うＮＰＯやボランティア団体、企業、地域住民等と行

政とが、それぞれの立場においてその役割と責任を果たすとともに、一体となって相

互に連携・協働しながら取組みを進めていくことが必要です。 

 

小児医療現場では、大人に比べて診察・治療等における負担が大きいことなどを背景

に、小児科医の減少等が見られ、小児医療水準・小児救急医療レベルの低下が懸念され

ています。 

このため、こどもの状態が急変することの多い夜間等に おける救急医療体制の充

実や、長期治療・高額医療費負担を要する小児慢性特定疾病対策など、いつでも安心し

て小児医療サービスを受けられる体制の整備が必要です。 

 

【具体的な施策】 

１ 子育てや教育に関する経済的負担の軽減 
① 県・市町連携による経済的支援【再掲】 
○令和５年度に創設した「えひめ人口減少対策総合交付金」を活用して、県・市

町連携による出会い・結婚から、妊娠・出産、子育ての各ライフステージでの

家事・育児、経済的負担の軽減を図り、出産や子育てを社会全体で応援する機

運を醸成し、結婚したい人や子どもを持ちたい人の希望が叶い、安心して子育

てができる環境づくりを進めます。 

② 民間と協働した子育て支援の輪の拡大【再掲】 
◎官民共同による「子どもの愛顔応援ファンド」を活用し、こども及び子育て 

世帯を支える施策を推進します。 

◎県と市町、県内紙おむつメーカーとの官民協働により、第２子以降を出生した

世帯に、紙おむつ製品の購入に利用できる５万円分（約１年分）のクーポン券

「愛顔っ子応援券」を交付します。 

○こども食堂や交流食堂の開設・運営をサポートし、こどもたちの食生活改善、

孤食解消や居場所づくりに努めます。 

    ③ 医療費の負担軽減 
○子どもの医療費助成は、県による就学前の乳幼児医療費助成制度をベースに、

各市町が独自の少子化対策として上乗せ助成を行い、県と市町とを合わせた

助成により、すべての市町で、高校卒業まで自己負担なしとなっており、引き
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続き、医療費の負担軽減に取り組みます。 

    ④ 教育費の負担軽減【再掲】 
○全ての意思ある子どもが安心して教育を受けられるよう、就学支援金、授業 

料等支援、高等教育の修学支援新制度の実施等により、修学に係る経済的負担

の軽減を図ります。 

⑤ ふたり親世帯を含む困窮世帯等への支援 
○低所得で生活が困難な状態にある世帯の生活困窮者の就労支援に資する生活

保護受給者等就労自立促進事業を活用し、就労による自立を促進します。 

○生活困窮者や生活保護受給者の就労支援について、就労支援員による支援や、

ハローワークと福祉事務所等のチーム支援、就労の準備段階の者への支援な

ど、きめ細かい支援を実施します。 

○生活保護受給者の就労や自立に向けたインセンティブの強化として、積極的

に求職活動に取り組む者への就労活動促進費の支給や、安定した職業に就い

たこと等により保護を脱却した場合に、就労自立給付金を支給します。 

○子育て中の女性の方等の学び直し、いわゆる「リカレント教育」を推進するた

め、短期大学又は民間専門学校に委託して、国家資格等の取得及び正職員就職

を目標とする職業訓練を実施します。 

 

２ 地域子育て支援、家庭教育支援 
① 地域における子育てへの理解促進と家庭教育力の向上 
○市町等と連携しながら、様々な機会を活用し、地域住民等が一体となって子 

育てを支援するための機運の醸成に努めます。 

○「えひめ教育の日」、「えひめ教育月間」での啓発事業を通じて、県民総ぐるみ

で教育について考え、行動する機運の醸成に努めます。 

◎子育て経験者や専門家等が訪問等を通して情報や学習機会の提供を行うこと

により、相談体制の充実等、地域全体で家庭教育を支えていく基盤の形成を促

進します。 

◎家庭教育の充実に向けた職場づくりのために企業の経営者、従業員をあげて

自主的に取り組んでいる企業と協定を結び、互いに協力しながら愛媛県の家

庭教育の向上を目指します。 

○こどもの権利擁護のため、体罰や暴力がこどもに及ぼす悪影響や体罰によら

ない子育てに関する理解が社会で広まるよう、普及啓発活動を行います 

◎乳幼児の子育て活動の支援や乳幼児の親同士に交流の場を提供するなど、子

育ての負担感の緩和を図り、安心して子育てができるようきめ細かな子育て

支援サービスを提供する地域子育て支援拠点施設の設置促進を啓発します。 

◎子育てを援助してほしい人と援助したい人をつなぐファミリー・サポート・セ

ンターの設置・運営を支援します。 

◎教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報を提供したり、必要に応じ相

談に応じたり助言を行ったりしながら関係機関との連絡調整を行います。 

○生活保護世帯のこどもを含む生活困窮世帯のこどもを対象に、生活困窮者自

立支援法に基づき、子どもの学習・生活支援事業を実施し、学習支援や進路選

択に関する相談や居場所づくり等の支援を行います。【再掲】 

○官民共同による「子どもの愛顔応援ファンド」を活用し、子ども及び子育て世

帯を支える施策を推進します。【再掲】 

○令和５年度に創設した「えひめ人口減少対策総合交付金」を活用して、県・市

町連携による出会い・結婚から、妊娠・出産、子育ての各ライフステージでの

家事・育児、経済的負担の軽減を図り、出産や子育てを社会全体で応援する機

運を醸成し、結婚したい人やこどもを持ちたい人の希望が叶い、安心して子育
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てができる環境づくりを進めます。【再掲】 

② 身近な場所での子育て相談体制の充実 
◎全ての子育て世帯が、役所等に足を運ばなくても、気軽に悩みを相談したり 

必要な情報を取得することができるよう、愛顔の子育て応援サイト「きらきら

ナビ」による情報提供や掲載内容の充実に取り組みます。 

○市に設置した家庭児童相談室において、専門的知識を持った職員が家庭や児

童に関する様々な相談に応じます。 

○愛媛県総合教育センターに教育相談室を設置し、幼児の発達や子育てに関す

る相談を行います。 

○各市町に児童委員及び主任児童委員を配置し、子育てに関する援助相談を行

います。 

○市町の要保護児童対策地域協議会へ児童支援コーディネーターを派遣し、必

要な助言・技術援助を行うとともに、調整担当者を対象とした研修を実施し、

職員の専門性向上を通して同協議会の取組の強化を図ります。 

○愛媛県立子ども療育センターを核に、障がい児を対象とした医療、福祉、教育

にわたる総合的な相談体制の構築を行います。 

◎乳幼児の子育て活動の支援や乳幼児の親同士に交流の場を提供するなど、子

育ての負担感の緩和を図り、安心して子育てができるようきめ細かな子育て

支援サービスを提供する地域子育て支援拠点施設の設置促進を啓発します。 

○幼稚園における子育て支援の充実を支援します。 

◎妊娠期から子育て期にわたるまでの支援について、ワンストップで相談支援

を行う子育て世代包括支援センターの設置を促進します。 

○身近な市町における児童虐待防止と支援メニューの充実のため、子ども家庭

総合支援拠点の設置を推進します。 

〇ＩＣＴを活用した児童虐待等に係る相談体制を整備することにより、コロナ

禍でも安心して生み育てることができる環境づくりを推進します。 

    ③ 子育ての負担や不安、孤立感の解消 
◎家庭での保育が一時的に困難となった場合、一時的に預かり、必要な保育を提

供します。 

◎家庭で養育を受けることが一時的に困難となった 場合、里親宅や児童養護

施設等で必要な保護を行います。 

◎保育が必要なこどもが、通常の保育所等の利用日及び時間以外の日及び時間

においても保育を必要とする場合、必要な保育を提供します。 

◎保育が必要な病気のこどもに、病院・保育所等に付設された専用スペースでの

一時的な保育を提供します。 

○子育て世帯が低廉な家賃で住宅を確保できるよう、県営住宅に子育て世帯専

用住戸を設置します。 

○労働者の育児に必要な資金需要に応えるため、金融機関と協調して低利の融

資制度を運用し、利用促進に努めます。 

④ 子育て支援の輪の拡大 
○ＮＰＯやボランティア団体等、多様な主体による協働により、地域全体で子 

育て支援に取り組む機運の醸成に努めます。 

○保育所や児童館等におけるこどもとのふれあいを通して、子育てを考え、子育

て支援活動に積極的に関わる人の輪を広げていきます。 

○四国４県と経済団体が連携して少子化対策の検討・実施を行う「四国少子化対

策推進委員会」等を通じ、四国４県の連携・協力による子育て世代を対象とし

た支援事業を推進していきます。 

◎官民共同による「子どもの愛顔応援ファンド」を活用し、子ども及び子育て世

帯を支える施策を推進します。【再掲】 
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◎県と市町、県内紙おむつメーカーとの官民協働により、第２子以降を出生した

世帯に、紙おむつ製品の購入に利用できる５万円分（約１年分）のクーポン券

「愛顔っ子応援券」を交付します。【再掲】 

○子ども食堂や交流食堂の開設・運営をサポートし、子どもたちの食生活改善、

孤食解消や居場所づくりに努めます。【再掲】 

⑤ 地域における子育て家庭への支援体制の充実（民間と協働した支援） 
◎子育てを援助してほしい人と援助したい人をつなぐファミリー・サポート・セ

ンターの設置・運営を支援します。 

○地域での高齢者の経験を活かした子育て支援活動など、学校・家庭・地域の力

を活用した子育て支援体制の確立をサポートします。 

◎子ども連れで気軽に外出できる環境づくりに積極的に取り組む店舗等を募集

し、「えひめのびのび子育て応援隊」として登録する取組みを推進します。【再

掲】  

⑥ 児童館・児童センター活動の充実【再掲】 
○えひめこどもの城を始めとする児童館の活用により、遊びを通してこどもた

ちの健全な育成を支援します。 

◎指定管理者等と連携を図りながら、えひめこどもの城を核とした児童館の相

互交流と連携を推進し、児童館活動の一層の充実を図るとともに、児童関連施

設職員や放課後児童支援員、ボランティアスタッフなど、児童の健全育成に資

する人材の育成を行います。 

⑦ 子どもの遊びや学びの支援【再掲】 

◎えひめこどもの城については、魅力ある遊具の設置や、雨天時や酷暑時でも 

安全に利用できるよう施設整備を進めるなど魅力向上に取り組むとともに、

とべもりジップラインでつながったとべ動物園をはじめとするとべもりの連

携をさらに強化し、こどもの創造力や自主性、豊かな感受性等を育むための機

会の提供に努めます。 

○えひめこどもの城、県総合科学博物館、県歴史文化博物館において、指定管理

者等と連携を図りながら、子どもの健全な遊びや学習に資する魅力的なイベ

ントを実施します。 

○県美術館やとべ動物園等において、利用日・時間の弾力的な運用や子ども料金

の設定に配慮します。 

○県立図書館において、おはなし会やこどものための講演会の開催等、こどもが

本に親しむきっかけづくりに努めます。 

    ⑧ 子育て家庭に安全・快適な環境づくり【再掲】 
○公共建築物や、道路、歩行空間、公共交通機関等のバリアフリー化を推進す 

るとともに、ユニバーサルデザインの理念に基づいた環境づくりに努めます。 
◎県営住宅のバリアフリー化を推進します。 
○商店街の空き店舗等を活用した託児施設や児童交流施設の整備を促進します 

○公共施設等における子育て家庭対応型トイレ等の設置を推進します。 
○健康増進法の周知・徹底を図り、こどもが受動喫煙をしない社会づくりに努め

ます。 
○各保健所にシックハウス症候群相談窓口を設置するとともに、相談者の要望

等により、当該住居等におけるシックハウス症候群の原因物質の特定に努め

ます。 

⑨ 温かい家庭づくりの推進 
○「家族の日」、「家族の週間」を中心として、家族の大切さ、家族を支

える地域の力に対する県民の理解を深め、家族の強い信頼関係を基盤に

した家族同士のふれあいのある温かい家庭づくりを一層推進するため、

関係団体等と幅広く連携・協力し、体罰等によらない子育てや家族、地
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域の大切さについて、積極的な広報・啓発などに取り組みます。  

    ⑩ 家庭の教育力の向上 
○家庭が、こどもの基本的な倫理観や生活習慣、自制心、自立心などを培

う重要な責任主体であることについて、県民の理解促進を図ります。 
○子育て学習会や家庭教育講座等の全県展開に努め、県下各地において、

家庭教育・子育てに悩む保護者への相談対応や学習機会の提供、啓発活

動を通じ、地域における家庭教育支援の基盤づくりの推進に努めます。 
○愛媛県青少年育成協議会が主唱する「家族が集い、家庭生活」について

率直に話し合い、見直す ことにより、家庭内の愛情と信頼で結ばれた温

かい人間関係を育む「家庭の日」運動の推進に取り組みます。 

⑪ 家庭・学校・地域・諸機関の機能強化と連携の促進 
○青少年教育団体を育成し、自主的活動を支援するとともに、研修会・講

習会等の充実に努めながら、指導員の養成と資質の向上を図り、指導者

活動の一層の活性化を図っていきます。  

○児童関連施設職員や放課後児童支援員、ボランティアスタッフなど、児

童の健全育成に資する人材の育成に努めます。 

○地域のスポーツ指導者を学校に配置し、運動部活動及び授業の充実と教

員の資質の向上に努めます。 

○地域の教育力を活用し、地域と連携した特色ある学校教育の推進を図り

ます。 

○地域住民の関係が希薄化した都市部等では、こどもの遊び場が失われつ

つあることから、えひめこどもの城の遊びの体験機能や県内児童館等の

センター的機能、研究・養成機能を総合的に活用するとともに、えひめ

こどもの城を多角的に運営し、児童厚生施設としての機能強化に努めま

す。 

○市町と連携し、健全育成の拠点施設である各地域の児童館・児童センタ

ーの運営を支援し、児童館活動の一層の充実を図ります。  

○放課後や週末に、希望する全てのこどもが安全に安心して集える活動拠

点として「放課後子ども教室」を設け、地域の様々な人々がボランティ

アとして関わり、勉強、スポーツ、文化活動、地域との交流活動等を実

施し、地域総がかりで取り組む青少年の健全育成を推進します。  

○地域における児童健全育成の総合的拠点施設である児童館は、健全な遊

びを通じた児童の育成や放課後児童クラブの運営、児童問題の相談など

の指導や地域組織活動の助長などに資することから、市町の計画的な整

備促進に取り組みます。 

○こども・子育て家庭が自由に利用できる健全な活動拠点を充実させるた

め、えひめこどもの城を核とした児童館の相互交流と連携を推進してい

きます。 

○家庭、学校、地域社会が密接に連携し、県民総ぐるみによる青少年健全

育成活動を展開するため、11月の「子ども・若者育成支援強調月間」に

あわせた啓発活動を重点的に実施するとともに、青少年関係団体で構成

する愛媛県青少年育成協議会と市町民会議が開催する「青少年健全育成

推進大会」を支援し、青少年健全育成活動に対する県民の理解を深めて

いきます。 

○７月の「青少年の非行・被害防止全国強調月間」にあわせた県民大会を

県、県教育委員会、警察、県青少年育成協議会が共催し、青少年の非行・

被害防止と健全育成への県民意識の高揚を図ります。  

○県、県教育委員会、県青少年育成協議会等が共催する「愛媛の未来をひ

らく少年の主張大会」において、作文発表を通じて、未来を担う少年に、



122 

 

社会の一員としての自覚と行動を促すとともに、少年の健全育成に対する

一般の理解と関心を深めていきます。 

○あらゆる機会を捉え、関係団体・機関やＮＰＯ、ボランティアグループ

等と連携を密にした啓発活動、実践活動を展開し、地域住民総ぐるみの

健全育成活動、非行・被害防止活動を推進していきます。  

○インターネットを介した情報化社会の進展により、児童生徒の行動範囲

が広がり、学校だけでは児童生徒の行動を把握しにくい状況となってい

ることから、学校と警察の連携による「えひめ児童生徒をまもり育てる

サポート制度」を適切に運用し、児童生徒の非行等の問題について連携

することにより、問題の所在を相互に理解し、それぞれの役割を果たし

つつ、非行や被害のより効果的な未然防止、児童生徒の立ち直り支援等

を実施します。 

○近年の児童生徒に係る安全管理や非行の低年齢化などに対応するため、

「児童生徒をまもり育てる連絡会」を開催するなど、教育関係者、警察、

家庭及び地域との連携を強化します。 

○学校と警察等が連携し、非行防止教室等の開催を通じて、児童生徒に対

し、社会のルールを守ることや自分の行動に責任を持つことを教え、規

範意識を養い、児童生徒の健全な育成に取り組みます。  

○民生・児童委員や主任児童委員児童相談所等の児童福祉関係機関、市町

と学校等の教育機関とのつなぎ役を果たすスクールソーシャルワーカー

を配置するなど連携強化に努めます。 

○思春期特有の精神的な悩みや不安に対する専門的な相談体制を整備する

こと等により、思春期を中心とした青少年の健全な育成に取り組みます。 

○若者の身近なコミュニケーション手段であるＳＮＳを活用した相談窓口

やフリーダイヤルの電話相談窓口等における相談対応により、若者の自

殺防止に努めるとともに、自殺予防週間・自殺対策強化月間中の啓発事

業等を通じて、精神保健における相談体制の充実等に取り組みます。  

○学校・地域におけるいじめの防止等に資する「愛媛県いじめ問題対策連

絡協議会」を開催するなど、教育関係者、関係機関、家庭及び地域の連

携を強化します。 

○24時間体制でいじめや不登校の相談に応じる電話相談や「リスク判定サ

ポート機能」を用いたＳＮＳを活用した相談等を通して、解決が困難な

問題や重大な事件に遭遇した児童生徒等の心のケアに努めます。  

〇「犯罪の起きにくい安全で安心なまちづくり条例」に基づき、自主的な

防犯活動や犯罪の防止に配慮した環境整備の促進などを図るとともに、

安全・安心に関する情報提供を積極的に行います。  

○県庁に青少年対策本部を、地方局に地方青少年対策班を設置する等、関

係機関・団体との連携を強化し、県内の青少年の現状を把握し、青少年

対策を効果的に推進していきます。 

○県民と市町に“より近い”地方局に設置している地方青少年対策班につ

いては、子ども・若者育成支援推進法第19条の「子ども・若者地域協議

会」として位置付け、県の地方機関、教育事務所、地元警察署、相談機

関等での構成に加え、国や市町の関係機関等にも参加・協力を求め、地

域における青少年の非行の現状や対応すべき課題の共有、情報交換を行

うとともに、各機関の連携のあり方などを協議し、同法の「子ども・若

者育成支援に関連する関係機関が 連携し適切な支援を行う」との趣旨を

踏まえた施策を推進していきます。 

○教育に対する県民の理解と関心を深め、学校や家庭、地域住民、企業、

行政等がそれぞれの役割を担い、県民総ぐるみで愛媛の教育について考
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え、そして行動する機運を醸成するため、県内教育関係団体、県教育委

員会、市町教育委員会等で組織する「えひめ教育の日」推進会議を中心

に、11月１日の「えひめ教育の日」及び11月の「えひめ教育月間」に合

わせた普及・啓発活動や関連事業を実施します。  

○青少年に関わる各種啓発を推進するため、関係機関・団体等と連携・協

力し、パンフレットや機関誌の発行を行うとともに、インターネットを

活用して、各種大会等の開催や支援情報・相談機関の周知など、必要な

情報が適確に青少年や保護者の手元に届くよう情報の提供に努めます。  

 

３ ひとり親家庭への支援 
① ひとり親家庭等に対する就業支援 
◎就業に関する相談、就業に役立つ資格の取得など、経済的な自立に向けた就 

業支援の充実に努めます 

◎様々な理由により、高等学校を卒業できなかったひとり親家庭の親等の、学び

直しに向けた取組みに対する給付金の支給を通じて、就業支援の推進に努め

ます。 

○民間教育訓練機関等を活用した職業訓練コースへのひとり親家庭の親の優先

的な受入れを行います。 

② ひとり親家庭等に対する子育て・生活面の支援 
○保育所への入所や放課後児童健全育成事業の利用に当たっての特別の配慮、

居宅等における子育てや生活面に対する支援体制の充実に努めます。 

○ひとり親家庭のこどもに対する生活・学習支援を行うなど、こどもの居場所づ

くり、生活の向上に努めます。 

◎ひとり親家庭の児童のためにボランティアによる学習支援を行い、学習への

意識と学力の向上を図り、将来の就業などの自立につなげます。 

○県営住宅へのひとり親家庭の優先的入居の受付を実施します。 

○子育て世帯を含む住宅確保要配慮者に対して、愛媛県居住支援協議会を通じ、

民間賃貸住宅への入居を支援します。  

③ ひとり親家庭等に対する経済的支援 
○必要な資金の貸付けや児童扶養手当等の適時・適正な支給を行うとともに、 

医療費の一定額の助成など、経済的負担の軽減の支援に努めます。 

④ ひとり親家庭等に対する相談・支援 
○母子・父子自立支援員等を中心とした相談・支援の充実に努めます。 

○養育費の確保など、法律上の諸問題を解決するための専門家による相談の実

施に努めます。 

○各種制度の利用促進のためのパンフレットや広報誌等による情報提供等に努

めます。 

○ひとり親家庭等の支援に取り組んでいる母子・父子福祉団体、ＮＰＯ等の自主

性を尊重した育成・支援に努めます。 

○愛顔の子育て応援サイト「きらきらナビ」により、相談事例集や各種行政支援

情報を配信し、ひとり親家庭の子育て支援の充実に努めます。【再掲】 

○親権に関する規定の見直しや養育費の履行確保などを内容とする民法等改正

法（令和６年法律第 33号）の成立を踏まえ、正しい理解の促進を図るため、

ひとり親家庭に向けた当事者目線での周知・広報に努めてまいります。【再掲】 
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第９目標 「子育てと仕事の両立」を実現する“えひめ” 
 

【現状と課題】 
性別や年齢に関わりなく、一人ひとりの実情に応じて多 様で柔軟な働き方を選択

できるよう、働き方改革や職場における環境整備、女性活躍の推進等の取組みが進め

られています。 

また、国において、関連法の改正がなされ、育児や介護をしながら働く人の支援強化

に向けた制度見直しが進んでいます。 

このため、男性も女性も仕事と生活のバランスの取れた 多様な生き方を選択でき

るよう、子育てしやすい職場環境づくりを支援するとともに、職場における人材の確

保・定着を図るためにも、子育てと仕事の両立を阻害する、職場における固定的性別役

割分担意識や慣行、その他の諸要因の解消を図るなどの取組みを進めることが必要で

す。 

 

ワーク・ライフ・バランスを実現し、子育てと仕事の両立を図るためには、それぞれ

の企業（職場）において、両立に向けた各種制度の導入や支援策を充実していくことが

重要ですが、一方で、この問題は、固定的性別役割分担意識や職場中心のライフスタイ

ルなど、個人の意識や価値観などとも密接に関係するものであり、取組みを進めてい

くうえで、各個人の意識改革が不可欠です。 

このため、各家庭においては、男女共同参画についての理解をより一層深めるととも

に、一人ひとりがこれまでの働き方や役割分担の在り方を見直し、子育てに関する各

種支援制度の積極的活用や長時間労働の是正等に関心を持ち、自ら主体的に行動して

いくことが必要です。 

 

子育てと仕事の両立を図るためには、個人の意識改革や 職場での環境づくりを進

めると同時に、それぞれの地域において、子育て家庭の多様なニーズに対応した各種

支援サービスの充実を図ることが求められます。 

このため、市町や関係機関等と連携しつつ、保育サービスや放課後児童対策の充実を

はじめ、ファミリー・サポート・センターの充実や情報提供など、地域におけるきめ細

かな子育て支援サービスの提供に取り組んでいくことが必要です。 

 

【具体的な施策】 

４ 共働き・共育ての推進、男性の家事・子育ての主体的な参画      

  促進・拡大 
ア 子育てしやすい職場環境づくり 

① 職場における意識改革の促進 
◎子育てをはじめとする家庭生活と仕事の両立支援に取り組む県内企業を認証

する「ひめボス宣言事業所認証制度」の普及拡大を通じて、男女を問わず育児

休業などの両立支援制度が気兼ねなく利用できる職場風土の醸成等を図り、

誰もが働きやすく、働きがいのある職場環境の整備を進めます。 

○職場において地域活動の意義や重要性への関心等を高める観点から、企業等

に対して、ボランティア活動への参加等を働き掛けます。 

○女性活躍推進法及び次世代育成対策推進法について、愛媛労働局等と連携し、

特に中小企業に対して一般事業主行動計画の策定等について周知を行います。 

② 出産等に伴う不本意な離転職の防止に向けた取組み 

○子育て期の労働者が就労を継続できるよう、愛媛労働局等と連携を図り、育 
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児休業、子育て中の短時間勤務･所定外労働の制限、子の看護等休暇等の育児･

介護休業法に基づく制度について、周知を図ります。 

○男女が職場で十分に能力を発揮しながら出産･子育てができる環境整備の観点

から、様々な機会を捉え、ポジティブ・アクションの普及促進を図ります。 

○「ひめボス宣言事業所認証制度」の普及拡大を通じて、妊娠・出産・育児休業

等に関するハラスメントの防止に向けた企業の取組みを促進します。 

○出産や育児に伴う離職者を含む離転職者に対し、知識・技能を習得し得る職業

訓練を実施し、女性の早期再就職を支援します。 

○安定した雇用の確保に向け、事業所内保育施設の整備を促進します。 

③ 仕事と生活の両立支援をはじめとする働き方改革の促進 
○愛媛労働局等の関係機関と連携して県内企業の働き方改革に関する相談・支

援体制を整備するとともに、セミナー等を通じて企業における取組を推進し、

ライフステージや生活環境に応じた働き方が実現できる職場環境整備を支援

します。 

○様々な機会を捉え、短時間正社員制度、フレックスタイム制度、在宅勤務制度

など多様な働き方の普及促進を図ります。 

④ 企業による積極的な次世代育成支援対策の取組促進 

◎「ひめボス宣言事業所認証制度」の普及拡大を通じて、子育てをはじめとす 

る家庭生活と仕事が両立しやすい職場環境づくりに積極的に取り組む県内企

業の社会的評価の向上を図ります。 

○より多くの企業が次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく一

般事業主行動計画の策定・実行に取り組むよう、愛媛労働局等と連携しながら、

事業主向けセミナーや会議等を通じた周知・啓発に努めます。  

○セミナー等の啓発活動を通じて職場の意識改革を図り、男性の育児休業取得

促進等、育児参加しやすい職場環境づくりを促進します。 

 

イ 固定的性別役割分担意識の解消とライフスタイルの見直し 

① 男女共同参画に関する普及啓発 
○子育てや家庭の大切さについて理解を深めるとともに、男女が共に参画する

家庭・地域づくりを進めるため、こどもの時から成長段階に応じた教育・啓発

を行います。  

○県の広報紙やホームページ、各種講座等の開催により、男女共同参画に関する

情報発信や意識向上を図ります。 

◎固定的性別役割分担意識を解消し、お互いが協力して子育てや家事などの家

庭責任を担うことができるよう、様々な機会・媒体を活用した普及啓発活動を

推進します。 

◎男女共同参画社会の意義や責任など、特に男性の参加を重視した学習機会の

提供や情報提供を推進します。 

○男性も参画する子育て団体の活動を支援するとともに、愛顔の子育て応援サイ

ト「きらきらナビ」を活用してロールモデルとなり得る事例を紹介します。【再

掲】 

○家事・育児への積極的関わりと、その効果などについて、男性を対象とした意

識啓発活動等により、男性が積極的に育児に参加しやすい環境づくりに努め

ます。【再掲】 

     ② 職場中心のライフスタイルの見直し促進 
○働き方の見直しを進め、職場中心の意識・生活から職場・家庭・地域のバラン

スのとれた生活への転換を進めるための普及啓発活動を推進します。 

○労働者のボランティア活動やＮＰＯ活動など、地域活動への参画を促進しま

す。 
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     ③ 長時間労働の是正等に向けた普及啓発 
○労働者がゆとりある生活時間の下、家事やこどもとのふれあいの時間を確保

できるよう、愛媛労働局等と連携を図りつつ、長時間労働の是正や年次有給休

暇の取得促進等、働き方の見直しに向けた意識啓発に努めます。 

     ④ 職場における子育て支援に関する各種制度の利用促進 
      〇子育て期の労働者が継続就労できるよう、愛媛労働局等と連携を図りつつ、育児

休業や子の看護等休暇など、子育てを支援する各種制度の周知と利用促進に努め

ます。 

 

ウ 子育てと仕事の両立を支援する地域づくり 

① 教育・保育サービスの充実【再掲】 
◎地域の実情を反映して市町が提供する、教育・保育サービスの量が確保で 

きるよう支援します。 

○教育と保育を一体的に提供する認定こども園の普及を促進します。 

○こどもにとって保護者との愛情・信頼関係の中で育つことが最も大切な時期

であることから、家庭的保育等事業をあらゆる機会を通じて啓発した上で、

増加傾向にある低年齢児（０～２歳）保育の受入れニーズに適切に応えてい

きます。 

◎市町が実施する一時預かりや延長保育、病児・病後児保育など、多様な保育

ニーズへの対応や、保育サービスネットワークの構築を支援します。 

◎１か所で一時預かりや延長保育、休日保育など、多様な保育ニーズに応える

多機能保育施設・事業の整備を支援します。 

○提供主体の如何にかかわらず、利用者の保育ニーズに応じた多様なサービス

の提供状況により、その活動を評価する仕組みを検討します。 

○保育人材の処遇改善等、多様な保育サービスの拡充に必要な人材の確保に努

めます。 

◎育児経験者等を対象とした子育て支援員について、市町と連携して養成に努

めます。 

○自己評価・学校関係者評価等の実施を市町等に 働き掛けます。 

○保育所における保育の特性を生かしつつ、常に保育の内容や方法を見直し、

改善・向上が図られるとともに、子どもが健康で安全に生活できる場となる

よう努めます。 

○保育士の需給バランスを見極めながら、潜在的な人的資源の活用や研修を通

じた資質向上に努めます。 

○家庭的保育等事業と教育・保育施設の連携を推進します。 

○会議や文書等を通じて、行政情報等の提供に努めます。 

◎自己評価・学校関係者評価の実施、公表、報告を推進します。 

◎幼稚園における預かり保育の拡充と質の確保を支援します。 

○県内でも共働き世帯の増加等を背景とした待機児童が発生していることか

ら、県及び全市町が参画する協議の場を設置し、待機児童対策を促進します。 

○令和８年度に予定される「こども誰でも通園制度」の運用が円滑に開始され、

希望するすべての子どもに保育の機会が確保されるよう、市町や施設等の取

組を支援していきます。【再掲】 

     ② 放課後児童対策の総合的な推進【再掲】 
◎放課後児童クラブや放課後子ども教室の設置を促進します。 

○放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の一体的又は連携した実施を促進

します。 

○放課後児童クラブ等の障がい児の受入れを促進します。 

○コミュニティ・スクールの仕組みを活用した放課後児童クラブと放課後こど
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も教室の「校内交流型」「連携型」の推進を図ります。 

○えひめこどもの城をはじめとした県内児童館における子どもの居場所づく

りを推進します。 

○市町や民間団体等と連携し、長期休暇等における子どもの居場所や体験活動

の提供を推進します。 

○地域学校協働活動推進員（地域コーディネータ）の配置促進等による地域学

校協働活動の充実と多様な地域人材の参画を促進します。 

     ③ 地域における子育て家庭への支援体制の充実【再掲】 
◎乳幼児の子育て活動の支援や乳幼児の親同士に交流の場を提供するなど、 

子育ての負担感の緩和を図り、安心して子育てができるようきめ細かな子育

て支援サービスを提供する地域子育て支援拠点施設の設置促進を啓発しま

す。 

◎子育てを援助してほしい人と援助したい人をつなぐファミリー・サポート・

センターの設置・運営を支援します。 

◎教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報を提供したり、必要に応じ

相談に応じたり助言を行ったりしながら関係機関との連絡調整を行います。 

○生活保護世帯のこどもを含む生活困窮世帯のこどもを対象に、生活困窮者自

立支援法に基づき、こどもの学習・生活支援事業を実施し、学習支援や進路

選択に関する相談や居場所づくり等の支援を行います。 

○官民共同による「子どもの愛顔応援ファンド」を活用し、こども及び子育て

世帯を支える施策を推進します。 
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第７章 

 
 

幼児期の教育・保育量の   
見込みと提供目標 

 

  １ 県設定区域の決定 
 

  ２ 各年度における教育・保育の量の見込みと提供
体制の確保内容、実施時期 

 

  ３ 教育・保育の一体的提供及び推進体制の確保 
    （１）設定区域ごとの認定こども園の目標設置数、設置時期 
    （２）認定こども園普及に向けた取組み 
    （３）教育・保育等の役割提供の必要性及び推進方策 
    （４）教育・保育施設と地域型保育事業者等との連携並びに小学校等

の連携 
 

  ４ 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施 
 

５ 特定教育・保育等に係る人材の確保及び資質 
向上のために講ずる措置 

    （１）特定教育・保育及び特定地域型保育の従事者 
    （２）地域子ども・子育て支援事業の従事者 

 

  ６ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと 
提供体制等 

 

  ７ 教育・保育情報の公表 
 

  ８ 広域調整 
    （１）市町の区域を超えた広域的な見地から行う調整 
    （２）特定教育・保育施設の利用定員の設定 
 



130 

 



131 

第８章 

 

 

 

計 画 の 推 進 
 

 

  １ 計画推進のための各主体の役割 
    （１）県の役割 

    （２）市町に期待する役割 

    （３）家庭に期待する役割 

    （４）企業（事業所）に期待する役割 

    （５）地域活動団体（ＮＰＯ、ボランティア団体等）・住 

       民に期待する役割 

 

  ２ 計画の推進体制 

    （１）愛媛県子ども・子育て会議 

    （２）愛媛県少子化対策推進連絡会議 

    （３）市町・関係団体等との連携 
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第８章 計画の推進 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

１ 計画推進のための各主体の役割 
 

 （１）県の役割 
    ○こども・子育て施策に関する県民の当事者意識を広く喚起し、各種取組への自発

的・積極的な参加を促すため、あらゆる機会を通じて、計画に掲げた施策の周知

等に努めます。 

    ○関係各課で構成した庁内組織により、全庁的に取り組んでいくとともに、取組に

当たっては、市町や地域活動団体等と緊密な連携を図ります。 

    ○計画の進捗状況について、毎年度、点検評価を行うとともに、社会経済情勢の変

化や国の制度改正等に対応し、必要に応じて見直しを行っていきます。 

    ○こども・若者から意見を聴取しながら、こども計画を推進します。 

    ○国に対して、子どもを生み育てることについての経済的支援や子育て支援サービ

スの充実などについて、必要な働きかけを行います。 

 

 （２）市町に期待する役割 
    ○こども・子育て施策を推進するためには、住民にとって一番身近な自治体である

市町の果たす役割が極めて重要です。このため、地域の実情やニーズに即した実

効性ある施策をきめ細かく展開していただくようお願いします。 

    ○県計画について、住民等へ積極的に周知していただくとともに、その着実な推進

に理解と協力をお願いします。 

    ○こども基本法について、市町は、国の大綱と都道府県こども計画を勘案して、市

町こども計画を作成するよう努力義務が課せられています。こども施策に関する

計画を策定する市町を積極的に支援します。 

 

 （３）家庭に期待する役割 
    ○家庭は、子育ての第一義的責任を負っています。こどもが、日常生活の中で基本

的な生活習慣や社会的な規範を身につけるとともに、個性や能力を伸ばしていけ

るような関わりやふれあいをお願いします。 

    ○家族の一人ひとりがお互いを尊重しながら、家事や育児などについて共に責任を

 子育ての第一義的な責任が保護者にあることはいうまでもありませんが、こど

もと子育て家庭を取り巻く環境が大きく変化する中にあって、子育てをめぐる保

護者の負担感・不安感の増大とともに、そのニーズの多様化がみられることから、

次代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ、育成されるためには、行政によ

る各種施策はもとより、家庭、職場、地域などの各主体がそれぞれの立場でその

責任と役割を果たすとともに、相互に連携・協働していくことが重要です。 

 第５章において、県が今後取り組んでいく具体的な施策を提示しましたが、本

章では、これらの取組みを進めていく上において、県の役割や企業、地域活動団

体等に期待する役割と、計画を推進していくための体制を示します。 
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分担し、支え合っていくことが重要です。特に、父親が家事・育児に積極的に関

わっていただくことを望みます。 

    ○子育てと仕事の両立を実現していくために、自らの働き方を見直すとともに、育

児休業などの各種支援制度を積極的に取得・利用していただくようお願いします。

こうした一人ひとりの行動が、企業風土や社会の流れを変えていく第一歩となり

ます。 

    ○子育てに関する不安や悩み、更には具体的な支援要望などがありましたら、遠慮

なく行政機関や地域活動団体等へ相談していただくようお願いします。 

 

 （４）企業（事業所）に期待する役割 
    ○子育てと仕事の両立を図る上で、企業の果たす役割は極めて重要です。子育て家

庭で男女が協力して家事や育児に参加できるよう、労働時間の短縮、育児休業、

年次有給休暇など各種制度の充実を図るとともに、これらを活用しやすい職場環

境づくりに積極的に取り組んでいただくようお願いします。 

    ○地域における子育て支援活動への労働者の参加を支援するなど、こどもや子育て

に関する社会貢献活動を積極的に展開していただくとともに、官民連携事業への

理解と協力をいただきますようお願いします。 

    ○次世代法に基づく「一般事業主行動計画」（常時 101人以上の労働者を雇用する

事業主は義務付け、100人以下は努力義務）を策定し、その着実な推進を図って

いただくようお願いします。 

 

 （５）地域活動団体（ＮＰＯ、ボランティア団体等）・住民に期待する

役割 
    ○こどもは社会の宝であるという考え方に立って、こどもや子育て家庭を地域であ

たたかく見守り、積極的に応援していただくようお願いします。 

    ○それぞれの地域において、子育て家庭や学校・関係団体などが連携し、文化・ス

ポーツ活動、ボランティア活動等を通じて、こどもや大人が交流し合う心豊かな

コミュニティづくりを進めていただくようお願いします。 

    ○こどもの健全育成や交通事故防止の取組み、さらにはこどもを犯罪から守るため

の取組み等を、地域全体で積極的に進めていただくようお願いします。 

 
 

２ 計画の推進体制 
 

 （１）愛媛県子ども・子育て会議 
     愛媛県子ども・子育て会議条例に基づき、保護者や子育て支援者、事業主・労働

者の代表者、学識経験者で構成する「愛媛県子ども・子育て会議」を設置していま

す。 

     当会議において、計画の総合的な進捗状況の管理を行うとともに、必要に応じ計

画の見直し等について審議を行います。 

 

 （２）愛媛県少子化対策推進連絡会議 
     本計画を総合的かつ効果的に推進するため、関係各課の課長等で構成する「愛媛

県少子化対策推進連絡会議」を設置しています。 
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     当連絡会議は、計画の推進に向けて、庁内における各種事業の調整や協議等を行

い、全庁的な推進体制の要となるものです。 

 

 （３）市町・関係団体等との連携 
     本計画の実効性を高めるためには、各市町の行う事業の実施を積極的に支援する

ほか、ＮＰＯやボランティア団体等との協働が不可欠であることから、計画に掲げ

る各種取組みを進めていくに当たっては、市町や関係団体等との連携を緊密にし、

情報交換等に積極的に努めるとともに、必要に応じ支援等を行っていきます。 

     また、県・市町連携により、出会い・結婚から、妊娠・出産、子育ての各ライフ

ステージにおける家事、育児、経済的負担の軽減を図り、出産や子育てを社会全体

で応援酢する機運を醸成し、結婚したい人やこどもを持ちたい人の希望が叶い、安

心して子育てができる環境づくりを進めます。 

     このほか、官民共同による本県オリジナルの子育て支援策を展開するために創設

された「子どもの愛顔応援ファンド」の活用に当たっては、市町や関係団体等で構

成する「愛媛県子どもの愛顔応援県民会議」での協議も踏まえ、子育て世帯やこど

もへの支援、地域におけるこどもの支援活動の拡充に取り組んでいきます。 
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